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令和５年度学術研究助成業務について 

 
１．学術研究助成業務について 

学術研究助成業務は、平成２３年４月２８日に施行された独立行政法人日本

学術振興会法の一部を改正する法律（平成２３年法律第２３号）による独立行政

法人日本学術振興会法（平成１４年法律第１５９号。以下「振興会法」という。）

（資料７）の改正によって、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」とい

う。）に追加された業務である（振興会法第１９条第１項）。具体的には、科学研

究費助成事業（以下「科研費事業」という。）（※１）のうち、同改正により振興

会に造成された学術研究助成基金（振興会法第１８条第１項。以下「基金」とい

う。）により実施する、研究費の公募、審査、交付等に係る業務を指す。 
基金による助成事業は、平成２３年度の導入以来、研究費の複数年にわたる使

用を可能として研究費の効果的・効率的な執行を図るなど、研究者の自由な発想

に基づく学術研究の振興にふさわしい仕組みの整備を行うことを目的としてき

た。また、「学術研究助成基金の運用基本方針」（平成２３年４月２８日文部科学

大臣決定）（資料２）に基づき、科研費事業を構成する事業として、文部科学省

及び振興会が行う科学研究費補助金による助成事業と一体的に運用するととも

に、会計年度にとらわれない物品調達や、研究の進展に合わせた研究費の前倒し

又は次年度使用など、柔軟な執行を可能としている。 
平成２３年度以降、順次基金化を実施しており、令和５年度には、「基盤研究

（Ｂ）」の基金化を実施した。 
 

※１ 科研費事業は、人文学、社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎か

ら応用までのあらゆる「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）を格段に

発展させることを目的とする「競争的研究費」であり、ピアレビュー（研究者コミ

ュニティから選ばれる研究者による審査）により、豊かな社会発展の基盤となる独

創的・先駆的な研究に対する助成を行うものである。 

 

２．基金の造成について 
令和５年度には、「学術研究助成基金補助金交付要綱」（平成２３年４月２８日

文部科学大臣決定）（資料１）に基づき、文部科学大臣から振興会に、学術研究

助成基金補助金（以下「補助金」という。）１，７０２億１，５００万円が交付

された。補助金は、文部科学大臣から振興会に１１回に分けて交付決定され、振

興会は基金を増額した。 
 

３．基金に係る公募及び審査について 
令和５年度の基金に係る「基盤研究（Ｃ）」、「挑戦的研究（開拓）」、「挑戦的研

究（萌芽）」、「若手研究」、「研究活動スタート支援」、「特別研究員奨励費」、「国

際共同研究加速基金（国際先導研究）」、「国際共同研究加速基金（国際共同研究

強化）」、「国際共同研究加速基金（海外連携研究）」及び「国際共同研究加速基金

（帰国発展研究）」の公募及び審査を以下のとおり実施した。 
審査は、「科学研究費助成事業における審査及び評価に関する規程」（平成２９

年８月２８日独立行政法人日本学術振興会科学研究費委員会決定。以下「規程」
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という。）（資料４）（※２）に基づき、ピアレビューの形式により実施した。 

 

（１）基盤研究（Ｃ） 

公募期間 令和４年８月１日～令和４年１０月５日 

審査委員 ２，５１８名 

審査方式 ２段階書面審査※３ 

審査期間 令和４年１１月上旬～令和５年１月下旬 

 
（２）挑戦的研究（開拓） 

公募期間 令和４年８月１日～令和４年１０月５日 

審査委員 ５３８名※４ 

審査方式 総合審査（書面審査及び合議審査）※５ 

審査期間 令和４年１１月中旬～令和５年５月上旬 

 
（３）挑戦的研究（萌芽） 

公募期間 令和４年８月１日～令和４年１０月５日 

審査委員 ５３８名※４ 

審査方式 ２段階書面審査※３ 

審査期間 令和４年１１月中旬～令和５年５月下旬 

 
（４）若手研究 

公募期間 令和４年８月１日～令和４年１０月５日 

審査委員 １，４３３名 

審査方式 ２段階書面審査※３ 

審査期間 令和４年１１月上旬～令和５年１月下旬 

 
（５）研究活動スタート支援 

公募期間 令和５年３月１日～令和５年５月１０日 

審査委員 ２５３名 

審査方式 ２段階書面審査※３ 

審査期間 令和５年５月下旬～令和５年８月上旬 

 

（６）国際共同研究加速基金（国際先導研究） 

公募期間 令和５年１月１２日～令和５年３月１５日 

審査委員 ４０名 

審査方式 総合審査（書面審査及び合議審査）※５ 

審査期間 令和５年４月上旬～令和５年１１月上旬 

 
（７）国際共同研究加速基金（国際共同研究強化） 

公募期間 令和５年７月１４日～令和５年９月１９日 
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審査委員 １２０名 

審査方式 総合審査（書面審査及び合議審査）※５ 

審査期間 令和５年１０月上旬～令和６年１月中旬 

 
（８）国際共同研究加速基金（海外連携研究） 

公募期間 令和５年３月１日～令和５年５月１０日 

審査委員 ４２６名 

審査方式 ２段階書面審査※３ 

審査期間 令和５年５月下旬～令和５年８月上旬 

 
（９）国際共同研究加速基金（帰国発展研究） 

公募期間 令和５年７月１４日～令和５年９月１９日 

審査委員 ８９名 

審査方式 総合審査（書面審査及び合議審査）※５ 

審査期間 令和５年１０月上旬～令和６年１月下旬 

 

なお、「特別研究員奨励費」については、令和５年１月２６日～令和５年２月

２２日に応募書類の受付を行い、規程に基づき、科学研究費委員会において、特

別研究員等審査会で付された意見を参考とした審査を実施した。 
また、文部科学省が公募を行った「特別研究促進費」（※６）については、年

間を通じて応募書類の受付を行い、「科学研究費助成事業における評価に関する

規程」（平成１４年１１月１２日科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補

助金審査部会決定）に基づき、科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助

金審査部会において、合議による審査を実施した。 
以上の結果、７５，１６５件（※７）の応募書類を受け付け、学術研究助成基

金助成金（基金から支出する研究費をいう。以下「助成金」という。）を交付す

る研究課題として２２，８５１件（※８）の採択を行った。 
 
また、振興会における審査委員の選考については、専門的見地から適切な審査

委員を選考するため、審査委員候補者データベース（登録者数約１５３，０００

名）を活用し、振興会に設置された学術システム研究センターの研究員が前年度

の審査結果を検証した上で実施した。 
 

※２ 規程については、令和５年度には令和５年６月１９日及び令和６年３月１日にそ

れぞれ改正されているところ、令和６年３月１日の改正を反映したものを資料４と

して掲載している。 
※３ 同一の審査委員が１段階目の書面審査及び２段階目の書面審査を行った。 
※４ 「挑戦的研究（開拓）」及び「挑戦的研究（萌芽）」については、同一の審査委員

が当該種目の審査を行った。 
※５ 同一の審査委員が書面審査及び合議審査による総合審査を行った。 
※６ 「特別研究促進費」については、緊急かつ重要な研究課題の発生に対応して、特
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に研究費の配分を行う必要がある場合に、機動的な対応が十分期待できる研究課題

に対して研究費を助成する研究種目であるため、年間を通して応募書類を受け付け

ており、都度採択の要否を審議の上、交付を行っている。 
※７ 応募総数には、文部科学省公募分（１件）も含む。 
※８ 助成金を交付する研究課題件数には、文部科学省審査分（１件）も含む。 

 

４．助成金の交付状況について 
以下に示す表のうち、「交付決定額」は、複数年度にわたる研究期間全体の研

究費総額であり、「令和５年度助成金交付額」は、当該年度分として交付した金

額である。また、四捨五入の関係上、内訳の計と合計が一致しないことがある。 

 

（１）平成２５年度採択課題の状況 

  

研究種目 件数 交付決定額 
令和５年度 
助成金交付額 

若手研究（Ｂ） 
（期間２～４年） 1 件 247 万円 － 

計 1 件 247 万円 － 

 

（２）平成２６年度採択課題の状況 

 

研究種目 件数 交付決定額 
令和５年度 
助成金交付額 

基盤研究（Ｃ） 
（期間３～５年） 

1 件 494 万円 － 

若手研究（Ｂ） 
（期間２～４年） 4 件 1,404 万円 － 

計 5 件 1,898 万円 － 

 
（３）平成２７年度採択課題の状況 

 

研究種目等 件数 交付決定額 
令和５年度 
助成金交付額 

※９ 

基盤研究（Ｃ） 
（期間３～５年） 

3 件 1,378 万円 78 万円 

若手研究（Ｂ） 
（期間２～４年） 

11 件 3,783 万円 52 万円 
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国際共同研究加速基金 

（国際共同研究強化） 

（期間３年以内） 

1 件 819 万円 － 

計 15 件 5,980 万円 130 万円 

※９ 「令和５年度助成金交付額」から廃止等による返還（52万円）を除いた額が平成

２７年度採択課題分の助成総額となっている。 

 

（４）平成２８年度採択課題の状況 

 

研究種目等 件数 交付決定額 
令和５年度 
助成金交付額 

基盤研究（Ｃ） 
（期間３～５年） 

70 件 3 億 537 万円 100 万円 

若手研究（Ｂ） 
（期間２～４年） 14 件 4,671 万円 20 万円 

国際共同研究加速基金 

（国際活動支援班） 

（領域の設定期間） 

4 件 1 億 6,224 万円 － 

国際共同研究加速基金 

（帰国発展研究） 

（期間３年以内） 

2 件 1 億 1,258 万円 － 

特設分野研究基金 

（基盤研究（Ｂ・Ｃ）） 

（期間３～５年） 

3 件 5,551 万円 － 

計 93 件 6 億 8,241 万円 120 万円 

 

（５）平成２９年度採択課題の状況 

 

研究種目等 件数 交付決定額 
令和５年度 
助成金交付額 

基盤研究（Ｃ） 
（期間３～５年） 

408 件 16 億 8,579 万円 193 万円 

挑戦的研究（萌芽） 
（期間２～３年） 1 件 650 万円 － 

若手研究（Ｂ） 
（期間２～４年） 135 件 4 億 9,877 万円 91 万円 

国際共同研究加速基金 

（国際共同研究強化） 
56 件 7 億 3,297 万円 － 
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（期間３年以内） 

国際共同研究加速基金 

（帰国発展研究） 

（期間３年以内） 

2 件 5,668 万円 － 

特設分野研究基金 

（基盤研究（Ｂ・Ｃ）） 

（期間３～５年） 

5 件 9,165 万円 － 

計 607 件 30 億 7,236 万円 284 万円 

 

（６）平成３０年度採択課題の状況 

 

研究種目等 件数 交付決定額 
令和５年度 
助成金交付額 

※１０ 
基盤研究（Ｃ） 

（期間３～５年） 
2,011 件 78 億 4,798 万円 690 万円 

挑戦的研究（萌芽） 
（期間２～３年） 83 件 4 億 7,946 万円 － 

若手研究 
（期間２～４年） 736 件 26 億 6,056 万円 2,172 万円 

国際共同研究加速基金 

（国際共同研究強化（Ａ）） 

（期間３年以内） 

87 件 11 億 9,323 万円 － 

国際共同研究加速基金 

（国際共同研究強化（Ｂ）） 

（期間３～６年） 

115 件 20 億 603 万円 4,199 万円 

国際共同研究加速基金 

（帰国発展研究） 

（期間３年以内） 

6 件 2 億 7,937 万円 － 

特設分野研究基金 

（基盤研究（Ｂ・Ｃ）） 

（期間３～５年） 

11 件 1 億 4,508 万円 － 

計 3,049 件 146 億 1,171 万円 7,061 万円 

※１０ 「令和５年度助成金交付額」から廃止等による返還（130 万円）を除いた額が

平成３０年度採択課題分の助成総額となっている。 

 

（７）令和元年度採択課題の状況 
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研究種目等 件数 交付決定額 
令和５年度 
助成金交付額 

※１１ 
基盤研究（Ｃ） 

（期間３～５年） 
4,311 件 167 億 4,562 万円 4 億 605 万円 

挑戦的研究（萌芽） 
（期間２～３年） 183 件 11 億 756 万円 － 

若手研究 
（期間２～４年） 2,057 件 73 億 8,538 万円 8,185 万円 

研究活動スタート支援 

（期間１～２年） 158 件 3 億 7,660 万円 705 万円 

国際共同研究加速基金 

（国際共同研究強化（Ａ）） 

（期間３年以内） 

118 件 15 億 7,924 万円 1 億 1,609 万円 

国際共同研究加速基金 

（国際共同研究強化（Ｂ）） 

（期間３～６年） 

205 件 36 億 2,567 万円 2 億 6,765 万円 

国際共同研究加速基金 

（帰国発展研究） 

（期間３年以内） 

10 件 5 億 1,688 万円 5,108 万円 

特設分野研究基金 

（基盤研究（Ｂ・Ｃ）） 

（期間３～５年） 

13 件 1 億 7,212 万円 － 

計 7,055 件 315 億 907 万円 9 億 2,976 万円 

※１１ 「令和５年度助成金交付額」から廃止等による返還（312 万円）を除いた額が

令和元年度採択課題分の助成総額となっている。 

 

（８）令和２年度採択課題の状況 
 

研究種目等 件数 交付決定額 
令和５年度 
助成金交付額 

※１２ 
基盤研究（Ｃ） 

（期間３～５年） 
7,348 件 286 億 9,815 万円 19 億 3,152 万円 

挑戦的研究（開拓） 
（期間３～６年） 173 件 37 億 2,996 万円 4 億 3,615 万円 

挑戦的研究（萌芽） 
（期間２～３年） 353 件 21 億 4,128 万円 － 
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若手研究 
（期間２～４年） 3,687 件 134 億 1,702 万円 11 億 354 万円 

研究活動スタート支援 

（期間１～２年） 277 件 6 億 9,058 万円 773 万円 

国際共同研究加速基金 

（国際共同研究強化（Ａ）） 

（期間３年以内） 

112 件 13 億 8,125 万円 1 億 2,493 万円 

国際共同研究加速基金 

（国際共同研究強化（Ｂ））

（期間３～６年） 

236 件 42 億 9,866 万円 8 億 5,040 万円 

国際共同研究加速基金 

（帰国発展研究） 

（期間３年以内） 

10 件 5 億 4,509 万円 1 億 1,499 万円 

計 12,196 件 549 億 198 万円 45 億 6,926 万円 

※１２ 「令和５年度助成金交付額」から廃止等による返還（1,368 万円）を除いた額

が令和２年度採択課題分の助成総額となっている。 

 

（９）令和３年度採択課題の状況 
 

研究種目等 件数 交付決定額 
令和５年度 
助成金交付額 

※１３ 
基盤研究（Ｃ） 

（期間３～５年） 
12,549 件 480 億 8,182 万円 122 億 6,994 万円 

挑戦的研究（開拓） 
（期間３～６年） 174 件 44 億 4,665 万円 10 億 9,874 万円 

挑戦的研究（萌芽） 
（期間２～３年） 1,004 件 62 億 3,404 万円 13 億 3,263 万円 

若手研究 
（期間２～５年） 4,183 件 174 億 3,780 万円 38 億 939 万円 

研究活動スタート支援 

（期間１～２年） 532 件 14 億 5,393 万円 366 万円 

国際共同研究加速基金 

（国際共同研究強化（Ａ）） 

（期間３年以内） 

97 件 13 億 4,147 万円 1 億 4,092 万円 

国際共同研究加速基金 

（国際共同研究強化（Ｂ）） 

（期間３～６年） 

198 件 36 億 7,481 万円 9 億 8,005 万円 

-12-



 

 
 

国際共同研究加速基金 

（帰国発展研究） 

（期間３年以内） 

6 件 3 億 4,138 万円 1 億 1,294 万円 

特別研究促進費 

（期間１～２年） 1 件 2,435 万円 － 

計 18,744 件 830 億 3,625 万円 197 億 4,827 万円 

※１３ 「令和５年度助成金交付額」から廃止等による返還（1億 476 万円）を除いた

額が令和３年度採択課題分の助成総額となっている。 

 

（１０）令和４年度採択課題の状況 

 

研究種目等 件数 交付決定額 
令和５年度 
助成金交付額 

※１４ 
基盤研究（Ｃ） 

（期間３～５年） 
12,797 件 492 億 823 万円 148 億 2,872 万円 

挑戦的研究（開拓） 
（期間３～６年） 177 件 45 億 2,914 万円 13 億 1,689 万円 

挑戦的研究（萌芽） 
（期間２～３年） 1,493 件 94 億 2,555 万円 36 億 3,960 万円 

若手研究 
（期間２～５年） 5,135 件 215 億 4,335 万円 69 億 8,265 万円 

研究活動スタート支援 

（期間１～２年） 1,343 件 35 億 5,885 万円 17 億 3,100 万円 

特別研究員奨励費  

（期間２～３年以内） 
3,471 件 52 億 3,022 万円 37 億 3,785 万円 

国際共同研究加速基金 

（国際先導研究） 

（期間７年） 

15 件 102 億 9,912 万円 16 億 8,459 万円 

国際共同研究加速基金 

（国際共同研究強化（Ａ）） 

（期間３年以内） 

107 件 15 億 5,500 万円 14 億 6,816 万円 

国際共同研究加速基金 

（国際共同研究強化（Ｂ）） 

（期間３～６年） 

180 件 35 億 4,094 万円 10 億 4,711 万円 

国際共同研究加速基金 

（帰国発展研究）※１５ 

（期間３年以内） 

16 件 9 億 5,784 万円 4 億 495 万円 
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特別研究促進費 

（期間１～２年） 
1 件 4,186 万円 3,029 万円 

計 24,735 件 1,098 億 9,010 万円 368 億 7,181 万円 

 
※１４ 「令和５年度助成金交付額」から廃止等による返還（2億 1,240 万円）を除い

た額が令和４年度採択課題分の助成総額となっている。 

※１５ 「国際共同研究加速基金（帰国発展研究）」については令和６年４月３０日ま

でに随時交付申請できるため、交付決定がされていない課題についても「件数」

及び「交付決定額」欄に計上している。 

 

（１１）令和５年度採択課題の状況 

「独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成

金）取扱要領」（平成２３年４月２８日規程第１９号。以下「取扱要領」という。）

（資料３）第８条に基づき、「基盤研究（Ｃ）」、「若手研究」、「挑戦的研究（開拓）」、

「挑戦的研究（萌芽）」、「研究活動スタート支援」、「特別研究員奨励費」、「国際

共同研究加速基金（国際先導研究）」、「国際共同研究加速基金（海外連携研究）」

及び「特別研究促進費」について、研究者に対して助成金の交付予定額を通知し

た（※１６）。また、「基盤研究（Ｂ）」における令和５年度以前に採択された継

続課題について、令和６年２月２８日付けで研究者に対して助成金の交付予定

額を通知した。 
その後、研究者からの交付申請に基づき、交付決定（留保課題については交付

申請が行われた際に随時）を行い、令和５年度に必要とされる助成金を交付した

（※１７）。 
「国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）」については令和６年２月２１

日付け、「国際共同研究加速基金（帰国発展研究）」については令和６年２月２６

日付けで研究者に対して助成金の交付予定額を通知した。 
その後、研究者からの交付申請に基づき、随時交付決定を行い、令和５年度に

必要とされる助成金を交付した。 
 

※１６ 「基盤研究（Ｃ）」及び「若手研究」については令和５年４月１日付け、「挑

戦的研究（開拓）」及び「挑戦的研究（萌芽）」については令和５年６月３０日

付け、「研究活動スタート支援」については令和５年８月３１日付け、「特別研

究員奨励費」については令和５年４月２５日、令和５年７月１日、令和５年７月

２６日、令和５年９月２７日、令和５年１０月１日、令和５年１１月１５日又は

令和６年１月１日付け、「国際共同研究加速基金（国際先導研究）」については

令和５年１１月１７日付け、「国際共同研究加速基金（海外連携研究）」につい

ては令和５年９月８日付け、「特別研究促進費」については令和５年６月１６日

付けで、それぞれ交付予定額を通知した。 

※１７ 「基盤研究（Ｃ）」及び「若手研究」については令和５年６月２１日付け、「挑

戦的研究（開拓）」及び「挑戦的研究（萌芽）」については令和５年８月２５日

付け、「研究活動スタート支援」については令和５年１０月６日付け、「特別研
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究員奨励費」については令和５年６月２８日、令和５年８月９日、令和５年９月

８日、令和５年１１月１日、令和５年１２月２５日又は令和６年２月５日付け、

「国際共同研究加速基金（国際先導研究）」については令和５年１２月１５日付

け、「国際共同研究加速基金（海外連携研究）」については令和５年１１月６日

付け、「特別研究促進費」については令和５年７月６日付けで、それぞれ交付決

定を行った。 

 

研究種目等 件数 交付決定額 
令和５年度 
助成金交付額 

※１８ 
基盤研究（Ｂ） 
（期間３～５年）※１９ 8,424 件 608 億 6,888 万円 － 

基盤研究（Ｃ） 
（期間３～５年） 

11,922 件 519 億 4,585 万円 203 億 4,567 万円 

挑戦的研究（開拓） 
（期間３～６年） 170 件 43 億 6,201 万円 15 億 9,795 万円 

挑戦的研究（萌芽） 
（期間２～３年） 1,110 件 70 億 3,786 万円 32 億 8,033 万円 

若手研究 
（期間２～５年） 5,139 件 219 億 8,721 万円 94 億 6,594 万円 

研究活動スタート支援 

（期間１～２年） 1,427 件 37 億 772 万円 18 億 8,526 万円 

特別研究員奨励費 

（期間２～３年以内） 
2,475 件 71 億 4,385 万円 32 億 1,242 万円 

国際共同研究加速基金 

（国際先導研究） 

（期間７年） 

12 件 82 億 4,239 万円 8 億 9,154 万円 

国際共同研究加速基金 

（国際共同研究強化）※１９ 

（期間３年以内） 

104 件 15 億 1,554 万円 5,239 万円 

国際共同研究加速基金 

（海外連携研究） 

（期間３～６年） 

206 件 42 億 6,946 万円 8 億 2,056 万円 

国際共同研究加速基金 

（帰国発展研究）※１９ 

（期間３年以内） 

10 件 5 億 2,104 万円 － 

特別研究促進費 

（期間１～２年） 
1 件 7,306 万円 4,641 万円 

計 31,000 件 1,716 億 7,487 万円 415 億 9,846 万円 
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※１８ 「令和５年度助成金交付額」から廃止等による返還（1億 4,341 万円）を除い

た額が令和５年度採択課題分の助成総額となっている。 

※１９ 「基盤研究（Ｂ）」については令和６年４月２２日までに、「国際共同研究加

速基金（国際共同研究強化）」については令和７年３月３１日までに、「国際共

同研究加速基金（帰国発展研究）」については令和７年４月３０日までに随時交

付申請できるため、交付決定がされていない課題についても「件数」及び「交付

決定額」欄に計上している。 

 

５．額の確定について 
令和４年度中に補助事業等を廃止し、又は完了した課題については、振興会法

第１７条第２項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和３０年法律第１７９号）第１４条及び取扱要領第１５条に基づいて実

績報告書の提出を受け、同法第１５条及び取扱要領第１６条に基づいて助成金

の額の確定を行った。 
 
６．経費執行及び研究活動に係る不適切な事案への対応について 

経費執行及び研究活動に係る不適切な事案が疑われる研究課題については、

研究機関における調査の段階から、調査が適切に実施されるよう、振興会が必要

に応じて指示を行い、不適切な事案が認定された後には交付決定の取消し、助成

金の返還命令等の措置を行った上で、再発防止策の確実かつ継続的な実施を求

める等、調査結果を踏まえて適切に対応した。 
 
＜令和５年度の対応状況＞ 

採択年度 事案の内容 件数 

平成２３年度 研究活動に係る不適切な事案 ２件 

平成２４年度 研究活動に係る不適切な事案 １件 

平成２５年度 研究活動に係る不適切な事案 ２件 

平成２６年度 
経費執行に係る不適切な事案 １件 

研究活動に係る不適切な事案 １件 

平成２７年度 研究活動に係る不適切な事案 １件 

平成２８年度 研究活動に係る不適切な事案 １件 

平成２９年度 
経費執行に係る不適切な事案 ２件 

研究活動に係る不適切な事案 ２件 

平成３０年度 研究活動に係る不適切な事案 １件 
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令和元年度 研究活動に係る不適切な事案 ２件 

令和２年度 
経費執行に係る不適切な事案 １件 

研究活動に係る不適切な事案 ２件 

令和３年度 経費執行に係る不適切な事案 １件 

 

７．基金の管理体制等について 
基金の管理については、科研費事業を実施する研究事業部研究助成企画課、研

究助成第一課、研究助成第二課及び研究助成第三課において基金の管理から執

行までを一元的に把握して適切な執行管理を行うとともに、総務部会計課にお

いて基金の運用を行った。 
会計課では、振興会法第１８条第３項並びに「独立行政法人日本学術振興会学

術研究助成基金設置規程」（平成２３年４月２８日規程第２６号）（資料５）及び

「独立行政法人日本学術振興会における学術研究助成基金及び地域中核研究大

学等強化促進基金の運用に関する取扱要項」（平成２１年１１月２７日理事長裁

定）（資料６）にのっとり、安全性の確保を最優先に、流動性の確保や収益性の

向上にも留意した基金の運用を行った。令和５年度は、運用利益約３，５２１万

円を同条第２項の規定により基金に繰り入れた。 

また、研究事業部研究助成企画課、研究助成第一課、研究助成第二課及び研究

助成第三課では、助成金における令和５年度交付業務、令和５年度及び令和６年

度公募業務並びに令和５年度及び令和６年度審査業務のほか、これら業務の管

理システムの改修等を令和５年度に実施した。 
 

＜基金の経理状況＞ 

        （単位：円） 

年   度 前年度合計 ※２０ 令和５年度 合計 

学術研究助成基金補助金受入額 1,170,586,421,000 170,215,000,000 1,340,801,421,000 

学術研究助成基金執行額（a-b） 1,041,912,829,951 102,187,909,043 1,144,100,738,994 

 
 

支
出 

助成総額 1,043,086,381,981 103,314,316,279 1,146,400,698,260 

 
 

管理費 6,129,612,911 569,000,000 6,698,612,911 

 
 

小計(a) 1,049,215,994,892 103,883,316,279 1,153,099,311,171 

  

収
入 

利息 624,223,663 35,210,496 659,434,159 

  雑収入 ※２１ 6,678,941,278 1,660,196,740 8,339,138,018 

  小計(b) 7,303,164,941 1,695,407,236 8,998,572,177 

学術研究助成基金残額 128,673,591,049 196,700,682,006 － 

 うち国費相当額 128,673,591,049 196,700,682,006 － 

※２０ 「前年度合計」欄の、「学術研究助成基金補助金受入額」及び「学術研究助成

基金執行額」は「令和４年度学術研究助成業務に関する報告書」における「７．
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基金の管理体制等について」＜基金の経理状況＞の「合計」欄の金額、「学術研

究助成基金残額」は「令和４年度学術研究助成業務に関する報告書」における「７．

基金の管理体制等について」＜基金の経理状況＞の「令和４年度」欄の金額であ

る。 

※２１ 雑収入は、過年度に交付した助成金の返還金、加算金並びに返還金及び加算金

の支払期限遅延による延滞金である。 

 

８．保有割合について 
基金の年度末残高については、全て次年度以降の基金による助成事業のため

に活用されることとなるため、令和５年度末時点での保有割合は「１」となる。 
 
 ＜保有割合の算定根拠＞ 

（令和５年度末基金残高）÷ 
（基金による助成事業に必要となる補助・補てん額及び管理費） 

 

９．基金による助成事業の目標に対する達成状況について 
基金を活用することにより、会計年度にとらわれない物品調達や研究の進展

に合わせた研究費の前倒し又は次年度使用を可能とし、研究費の効果的・効率的

な執行を図るなど、研究者の自由な発想に基づく学術研究の振興にふさわしい

仕組みを整備している。 

例えば、令和４年度から令和５年度に継続して実施した研究課題のうち、およ

そ９割に当たる５万５，９１４件（次年度使用額約４８４億７，４２４万円）が

事前の手続を経ることなく研究費を次年度に使用することができる仕組みを活

用しており、加えて、令和５年度には１，１１４件（前倒し交付額約７億９，６

５９万円）の研究課題が前倒し使用制度を活用していることからも、研究者のニ

ーズに応じ、弾力的かつ有効に研究費が執行されていることが分かる。 

また、独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会による第３期中期目標期

間の実績評価において、科研費事業については、基金の管理及び運用に関して、

「研究者の研究計画等の進捗状況に応じて弾力的に研究費を使用できるよう対

応している」、第４期中期目標期間の実績評価においても「平成２３年度から始

まった一部種目の基金化が、この中期目標期間に「研究活動スタート支援」、「挑

戦的研究（開拓）」などに拡張され、また創設された「国際共同研究加速基金（国

際先導研究）」にも適用されたことは極めて有効な措置である」との高い評価を

得ている。 

以上のことから、基金により整備している仕組みが、学術研究の振興に寄与し

ているものと言える。 
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Ⅱ．参考資料
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学術研究助成基金補助金交付要綱 

  平成２３年４月２８日 

  文 部 科 学 大 臣 決 定 

改正 平成２７年３月３１日 

改正 令和２年１２月１８日 

（通則） 

第１条 独立行政法人日本学術振興会法（平成 14 年法律第 159 号。以下「法」という。）

第 18 条第４項の規定に基づく学術研究助成基金補助金（以下「補助金」という。）

の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、法、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179 号。以下「適正化法」という。）

及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255

号。以下「施行令」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）に、

法第 15 条第１号に基づき振興会が行う学術研究の助成及びこれに附帯する業務を実

施するための基金を造成し、当該基金を活用することを目的とする。 

（交付の対象） 

第３条 この補助金は、振興会が法第 18 条第１項に規定する学術研究助成基金（以下

「基金」という。）の造成を行う事業（以下「事業」という。）に必要な経費を補助

の対象とする。 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象

経費の支出予定額とを比較して少ない方の額とする。 

ただし、算出された交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨

てるものとする。 

１ 基準額 ２ 対象経費 

当該年度予算額 振興会の基金の造成に要する経費 

（申請手続等） 

第５条 振興会は、補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式(1)による交付申

請書を文部科学大臣（以下「大臣」という。）に提出しなければならない。 
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２ 振興会は、前項の交付申請書を提出するに当たっては、あらかじめ、別紙様式(2)

の基金により行う助成事業（以下「助成事業」という。）の計画書を大臣に提出し、

承認を得なければならない。  

（交付決定の通知） 

第６条  大臣は、前条及び第８条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容

を審査の上、速やかに交付決定を行い、別紙様式(3)による交付決定通知書を振興会

に送付するものとする。  

（交付の条件） 

第７条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

一 振興会は、助成事業に係る運営及び管理に関する次の事項を公表しなければなら

ない。 

① 基金の名称

② 基金の額

③ 上記②のうち国費相当額

④ 助成事業の概要

⑤ 助成事業の目標

⑥ 助成事業の採択に当たっての応募方法、応募期限、審査基準、審査体制

二 事業内容の変更をする場合には、大臣の承認を受けなければならない。 

三 事業を中止し、又は廃止する場合には、大臣の承認を受けなければならない。 

四 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに大臣に報告し、その指示を受けなければならない。 

五 基金は、善良な管理者の注意をもって管理し、法第 18 条第１項に定める基金の

目的に反して、基金を取り崩し、処分し、又は担保に供してはならない。 

六 助成事業については、大臣が財務大臣と協議して定める基本方針に基づいて行わ

なければならない。 

七 研究者からの振興会への申請その他この助成事業に関する細目は、振興会におい

て定める取扱要領によるものとする。振興会は、取扱要領を定めるに当たっては、

大臣に協議するものとする。 

八 振興会は、法第 21 条第 1 項の規定に基づき、基金により行う学術研究助成業務

の収支の状況等について、次の事項を記載した報告書を毎年度作成し、大臣に提出

しなければならない。 

① 基金の額(年度末残高及び国費相当額)

② 学術研究助成業務に係る収入・支出及びその内訳

③ 助成事業の交付決定件数・交付決定額
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④ 保有割合

⑤ 保有割合の算定根拠

⑥ 助成事業の目標に対する達成度

九 振興会は、助成事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、研究者

から報告を受け又は実地に調査し、若しくは指導するものとし、その結果を大臣に

報告するものとする。また、基金から交付した助成金の不正な使用が明らかになっ

た場合（不正な使用が行われた疑いがある場合を含む）には、速やかに調査を実施

し、その結果を大臣に報告するものとする。 

十 振興会は、基金により行う助成に係る審査、評価及び分析を行う事業を遂行する

ため契約を締結し、支払いを行う場合は、国の契約及び支払いに関する規定の趣旨

に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげるよう経費の効率的な使用に努め

なければならない。 

十一 振興会は、基金により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」

という。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を

図らなければならない。取得財産等を処分することにより、相当の利益があった場

合には、基金に充てるものとする。 

十二 振興会が、基金による事業の成果により相当の利益を得た場合には、基金に充

てるものとする。 

十三  取崩見込みがないなど基金の余剰額が明らかに見込まれる場合には、文部科

学大臣は、基金の廃止前であっても当該余剰額を国庫に納付させることができる。 

十四  基金を廃止する場合には、廃止するときに保有する基金の残余額を文部科学

大臣に報告し、その指示を受けて国庫に納付しなければならない。 

（変更申請手続） 

第８条 振興会は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して交付

額の変更を行う場合には、速やかに別紙様式(4)による変更交付申請書を大臣に提出

しなければならない。 

（調査及び報告等） 

第９条 大臣は、事業の適正な執行を図る必要があると認めるときには、振興会に対し

て報告を求めることができる。 

（実績報告） 

第 10 条  振興会は、事業が完了した日から 30日を経過した日（事業の廃止の承認を受

けた場合には、廃止の承認があった日から 30 日を経過した日）又は補助金の交付の

決定をした会計年度の翌会計年度の４月 10 日のいずれか早い日までに、別紙様式(5)
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による事業実績報告書を大臣に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定等） 

第 11 条  大臣は、前条の報告を受けた場合に、事業実績報告書の審査及び必要に応じ

て調査を行い、その報告に係る事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに

付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、振興会に通

知するものとする。 

２ 大臣は、振興会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を

命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から 20 日以内とし、期限内

に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利

10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

（交付決定の取消等） 

第 12 条 大臣は、事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号に掲げる場合

には、第６条の交付の決定の全部若しくは一部を取消又はその内容若しくはこれに付

した条件を変更することができる。 

一 振興会が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく大臣の処分若しくは指

示に違反した場合 

二 振興会が補助金を事業以外の用途に使用した場合 

三 振興会が事業に関し不正、その他不適当な行為をした場合 

四 交付の決定後生じた事情により、事業の全部又は一部を継続する必要が無くなっ

た場合 

２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、すでに当該取消しに係る部分に対する

補助金が交付されているときは、期限を附して当該補助金の全部又は一部の返還を命

ずるものとする。 

３ 大臣は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付

の日までの期間に応じて、年利 10.95％の割合で計算した加算金の納付を併せて命ず

るものとする。ただし、第１項第４号に掲げる場合は除くものとする。 

４ 第２項に基づく補助金の返還及び前項の加算金について、期限内に納付がない場

合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95％の割合

で計算した延滞金を徴するものとする。 

（帳簿関係書類等の整備） 

第 13 条 振興会は、事業の経理について、事業以外の経理と明確に区分し、その収入
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及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

かつ当該帳簿及び証拠書類を、交付を受けた年度の終了後５年間保管しなければなら

ない。 

（その他） 

第 14 条  この要綱に定めるもののほか、この補助金の取扱いに関し必要な事項は、そ

の都度定めるものとする。 

附則 

この要綱は平成 23 年４月 28 日から施行する。 

附則 

この要綱は平成 27 年３月 31 日から施行し、施行日以前に交付された補助金により造

成した基金についても適用する。 

附則 

この要綱は令和３年１月１日から施行し、施行日以前に交付された補助金により造成

した基金についても適用する。 
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学術研究助成基金の運用基本方針 

平成２３年４月２８日 

文部科学大臣決定 

改正 平成２４年４月１２日 

改正 平成２７年４月 ９日 

改正 平成２９年３月２９日 

改正 平成３０年３月３０日 

改正 平成３１年３月２５日 

改正 令和 ２年３月３０日 

改正 令和 ５年３月 ２日 

改正 令和 ６年２月２１日 

 独立行政法人日本学術振興会法（平成 14年法律第 159号。以下「法」という。）第 18

条第１項の規定に基づいて独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）に

造成された学術研究助成基金（以下「基金」という。）を適切に運用するため、同項の

規定に基づき、学術研究助成基金の運用基本方針（以下「基本方針」という。）を定め

る。 

１．目 的： 

 研究者の自由な発想に基づく学術研究の振興にふさわしい仕組みを整備するため、

研究費の複数年にわたる使用を可能とし、研究費の効果的・効率的な執行を図ること

を目的とする。 

２．総 則： 

（1）基金により行う助成事業は、「科学研究費助成事業（科研費事業）」を構成する事

業として、文部科学省及び振興会が行う科学研究費補助金事業と一体的に運用する

ものとする。 

（2）学術研究助成基金助成金（基金から支出する研究費をいう。以下「助成金」とい

う。）の執行に係るルールは、法第 17 条第２項において準用する補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律（昭和 30年法律第 179 号）の規定及び基本方針に適

合するよう策定されなければならない。 

３．助成金の交付の対象： 

（1）助成金の交付は、学術上重要な基礎的研究（応用的研究のうち基礎的段階にある

（資料２）
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研究を含む。）であって、研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に

含む者として所属し、かつ、当該研究機関の研究活動に実際に従事している研究者

（振興会特別研究員を含む。）が一人で行う事業又は二人以上の研究者が同一の研究

課題について共同して行う事業（研究者の所属する研究機関の活動として行うもの

であり、かつ、研究機関において助成金の管理を行うものに限る。）を対象とするも

のとする。 

（2）独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 29 条第１項の規定に基づき文

部科学大臣が指示した「独立行政法人日本学術振興会が達成すべき業務運営に関す

る目標（中期目標）」Ⅲ１（1）に定める学術研究助成基金事業は、前項の要件を満

たす研究事業のうち、それぞれ以下の各号に該当する事業をいうものとする。 

① 一人又は複数の研究者により組織する研究事業であって、独創的、先駆的な研

究を格段に発展させるための研究計画に基づいて行う、応募総額が 500 万円以下

の研究事業（平成 23年度以降に新たに採択されるものに限る。）（「基盤研究（C）」） 

② 研究計画の初年度の４月１日の時点で 39 歳以下の研究者が一人で行う研究事

業であって、将来の発展が期待できる優れた着想を持つ研究計画に基づいて行う、

応募総額が 500 万円以下の研究事業（平成 23 年度から平成 29 年度までに採択さ

れたものに限る。）（「若手研究（B）」） 

③ 国際社会における我が国の学術研究の存在感を向上させるための国際共同研究

や海外ネットワークの形成の促進に資する研究事業（平成 27年度以降に新たに採

択されるものに限る。）（「国際共同研究加速基金」） 

④ 分野融合的研究を引き出す新しい審査方式の先導的な試行である特設分野研究

に係る研究事業（平成 27 年度以降に新たに採択されるものに限る。）（「特設分野

研究基金」） 

⑤ 一人又は複数の研究者により組織する研究事業であって、斬新な発想に基づき、

これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを志向し、飛躍的に

発展する潜在性を有する研究事業のうち、探索的性質の強い、あるいは芽生え期

の応募総額が 500万円以下の研究事業（平成 29年度以降に新たに採択されるもの

に限る。）（「挑戦的研究（萌芽）」） 

⑥ 緊急かつ重要な研究事業（平成 29 年度以降に新たに採択されるものに限る。）

（「特別研究促進費」） 

⑦ 研究計画の初年度の４月１日の時点で博士の学位を取得後８年未満の研究者

（これに準ずる者として振興会が定める者を含む。）が一人で行う研究事業であっ

て、将来の発展が期待できる優れた着想を持つ研究計画に基づいて行う、応募総

額が 500万円以下の研究事業（平成 30年度以降に新たに採択されるものに限る。）

（「若手研究」） 

⑧ 研究機関に採用されたばかりの研究者又は産前産後の休暇を終え、若しくは未
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就学児を養育していた研究者が一人で行う研究事業であって、その研究活動のス

タートを支援することにより、将来の発展が期待できる優れた着想を持つ研究計

画に基づいて行う、応募総額が 300 万円以下（研究期間が１年の場合は 150 万円

以下）の研究事業（平成 31 年度以降に新たに採択されるもの及び平成 30 年度ま

でに新たに採択されたもののうち平成 31 年度以降の助成に限る。）（「研究活動ス

タート支援」）

⑨ 一人又は複数の研究者により組織する研究事業であって、斬新な発想に基づき、

これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを志向し、飛躍的に

発展する潜在性を有する応募総額が 500 万円以上 2,000 万円以下の研究事業（令

和２年度以降に新たに採択されるもの及び令和元年度までに新たに採択されたも

ののうち令和２年度以降の助成に限る。）（「挑戦的研究（開拓）」） 

⑩ 振興会特別研究員が一人で行う、又は振興会外国人特別研究員が受入研究者と

共同して行う研究事業であって、将来の発展が期待できる優れた着想を持つ研究

計画に基づいて行う研究事業（令和５年度以降の助成に限る。）（「特別研究員奨励

費」） 

⑪ 一人又は複数の研究者により組織する研究事業であって、独創的、先駆的な研

究を格段に発展させるための研究計画に基づいて行う、応募総額が 500 万円以上

2,000 万円以下の研究事業（令和６年度以降に新たに採択されるもの及び令和５

年度までに新たに採択されたもののうち令和６年度以降の助成に限る。）（「基盤研

究（B）」） 

４．助成金の費目間流用： 

助成金により行う事業（以下「補助事業」という。）における費目間の流用は、交付

決定を受けた直接経費の総額の 50％の範囲内（総額の 50％の額が 300 万円以下の場

合は、300万円までの範囲内）であれば、振興会への手続を経ることなく行うことが

できる。この範囲を超える流用を行おうとする場合には、振興会の承認を必要とする。 

５．助成金の適切な管理及び執行： 

（1）助成金の執行は、振興会及び助成金の交付を受ける研究者（以下「研究者」とい

う。）の所属する研究機関が定める規程等に基づいて行う。振興会及び各研究機関は、

研究者が助成金を柔軟に使用できるようにするとともに、助成金を適正に執行管理

するために必要な規程等を定め適切に管理することとする。 

（2）補助事業の期間内においては、研究遂行が円滑に進展するよう、年度末及び年度

初めにおいて経費執行の空白期間が生じないように努め、弾力的な経費の執行を可

能とする。 

（3）各年度の助成金において研究計画変更等に伴い発生した未使用分については、最
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終年度を除き、事前の手続を経ることなく翌年度に引き続き使用することを可能と

し、研究者は各年度の執行額及び未執行額の発生理由を当該年度の実施状況報告書

によって明らかにすることとする。 

（4）補助事業において、助成金の不正な使用等が認められた場合又は研究活動の不正

行為（捏造、改ざん又は盗用）が認められた場合には、「競争的研究費の適正な執行

に関する指針（平成 17 年９月９日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わ

せ）」に基づき振興会が定めるところにより、厳正に対処することとする。 

６．交付決定及び助成金の支払い： 

（1）振興会が助成金を配分する際には、複数年にわたる研究期間全体についての交付

決定を行うものとする。 

（2）助成金は、研究の進捗に応じて、研究者の行う支払請求により各年度の始まると

きに支払われるほか、研究の遂行上必要な場合においては、交付決定の総額の範囲

内で、年度途中の追加支払いを受けることを可能とする。 

７．実施状況報告書の提出： 

 研究者は、最終年度を除く各年度終了後２か月以内に事業の実施状況及び助成金の

収支状況を明らかにした実施状況報告書を振興会に提出するものとする。振興会は、

提出された実施状況報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、助成金の交付の

決定の内容及びこれに附した条件に適合することを確認する。 

８．法律に基づく額の確定： 

 研究者は、補助事業期間終了後に、補助事業期間全体の実績報告書を振興会に提出

するものとする。振興会は、提出された実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査

により、補助事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合す

ると認めたときは、交付すべき助成金の額の確定を行うものとする。この場合におい

て、補助事業のうち最終年度を除く年度に実施された部分の審査等については、7.に

より確認した内容に基づいて行うことができるものとする。 

９．見直し： 

 文部科学大臣は、基金の運用開始５年以内に、基金の執行状況及び成果等について

検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行う。 

10．協議： 

 基本方針に定める内容を変更しようとする場合においては、文部科学大臣はその内

容について、財務大臣に協議するものとする。 

-30-



11．その他： 

 基本方針に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、これと整合を図り

つつ、振興会が定めることとする。 

附則 

 この決定は、平成 24 年４月 12 日から施行し、改正後の規定は、平成 24 年４月１日

から適用する。 

附則 

 この決定は、平成 27年４月９日から施行し、改正後の規定は、平成 27年４月１日か

ら適用する。 

附則 

 この決定は、平成 29 年３月 29 日から施行し、改正後の規定は、平成 29 年４月１日

から適用する。 

附則 （平成 30年３月 30日） 

この決定は、平成 30年４月１日から施行する。 

附則 （平成 31年３月 25日） 

この決定は、平成 31年４月１日から施行する。 

附則 （令和２年３月 30日） 

この決定は、令和２年４月１日から施行する。 

附則 （令和５年３月２日） 

この決定は、令和５年３月６日から施行する。 

附則 （令和６年２月 21日） 

１ この決定は、令和６年２月 26日から施行する。 

２ この決定の施行の日から令和６年度予算の成立の日までの間における３．（2）⑪の

規定の適用については、同号中「令和６年度以降に新たに採択されるもの及び令和５

年度」とあるのは、「令和５年度」とする。 
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独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）取扱要領 

（平成 23 年４月 28日規程第 19号） 

改正 平成 24 年 10月 31日規程第 21 号 

改正 平成 25 年 ３月 13日規程第 ３号 

改正 平成 28 年 ４月 28日規程第 50 号 

改正  平成 29 年 ４月 27日規程第 12 号 

改正  平成 30 年 ３月 30日規程第 ４号 

改正  平成 30 年 ６月 18日規程第 66 号 

改正  令和 元年 ６月 ６日規程第 16 号 

改正  令和 元年 ９月 ５日規程第 19 号 

改正  令和 ２年 ３月 30日規程第 ４号 

改正  令和 ３年 ３月 25日規程第 ７号 

改正  令和 ４年 ３月 18 日規程第 ７号 

改正  令和 ５年 ３月 ２日規程第 ２号 

改正  令和 ６年 ３月 27 日規程第 ４号 

（通則） 

第１条 独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）が交付を行う科学研究費助成事業

（学術研究助成基金助成金）（以下「助成金」という。）の取扱いについては、独立行政法人日本

学術振興会法（平成14年法律第159号。以下「振興会法」という。）、振興会法第17条第２項にお

いて準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「法」

という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）

並びに学術研究助成基金の運用基本方針（平成23年４月28日文部科学大臣決定）に定めるもののほ

か、この取扱要領の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 この取扱要領は、学術研究助成基金補助金交付要綱（平成 23 年４月 28 日文部科学大臣決

定）第７条第７号の規定に基づき、振興会から研究者に対して交付する助成金の交付の対象、申請、

交付その他の取扱いに関する細目を定め、もって助成金の適正かつ効率的な執行を図ることを目的

とする。 

（定義） 

第３条 この取扱要領において「助成金」とは、学術研究助成基金から支出する研究費であって、次

に掲げるものをいう。 

一 科学研究費（基盤研究（B）、基盤研究（C）、挑戦的研究（開拓）、挑戦的研究（萌芽）、若

手研究（B）、若手研究、研究活動スタート支援）

二 特設分野研究基金 

三 国際共同研究加速基金（国際先導研究、国際共同研究強化、海外連携研究、国際活動支援班、

帰国発展研究） 

（資料３）
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四 特別研究促進費 

五 特別研究員奨励費 

２ この取扱要領において「研究機関」とは、科学研究費補助金取扱規程（昭和 40 年文部省告示第

110 号。以下「取扱規程」という。）第２条第１項に規定する研究機関及び同条第４項の規定によ

り研究機関とみなすものをいい、学術研究を行う機関であって次の第一号から第四号に掲げるもの

及び第五号に掲げるものをいう。 

一 大学及び大学共同利用機関（文部科学大臣が指定する大学共同利用機関法人が設置する大学共

同利用機関にあっては、当該大学共同利用機関法人とする。） 

二 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの 

三 高等専門学校 

四 国若しくは地方公共団体の設置する研究所その他の機関、特別の法律により設立された法人若

しくは当該法人の設置する研究所その他の機関、国際連合大学の研究所その他の機関（国内に設

置されるものに限る。）又は一般社団法人若しくは一般財団法人のうち学術研究を行うものとし

て文部科学大臣が指定するもの 

五 本邦の法令に基づいて設立された会社その他の法人（以下この項において「会社等」という。）

が設置する研究所その他の機関又は研究を主たる事業としている会社等であって、学術の振興に

寄与する研究を行う者が所属するもの（第１号及び前２号に掲げるものを除く。）のうち、文部

科学大臣が指定するもの 

３ この取扱要領において「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による研究費の他の用途へ

の使用又は研究費の交付の決定の内容若しくはこれに附した条件に違反した使用をいう。 

４ この取扱要領において「不正行為」とは、研究費の交付の対象となった事業において発表され

た研究成果において示されたデータ、情報、調査結果等の故意による又は研究者としてわきまえ

るべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるねつ造、改ざん又は盗用をいう。 

５ この取扱要領において「電磁的方法」とは、振興会の使用に係る電子計算機と研究機関又は研

究者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して通知又は

提出する方法をいう。 

（助成金の交付の対象） 

第４条 この助成金の交付の対象は、学術上重要な基礎的研究（応用的研究のうち基礎的段階にある

研究を含む。）であって、研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として

所属し、かつ、当該研究機関の研究活動に実際に従事している研究者（振興会特別研究員を含む。）

が一人で行う事業若しくは二人以上の研究者が同一の研究課題について共同して行う事業（研究者

の所属する研究機関の活動として行うものであり、かつ、研究機関において助成金の管理を行うも

のに限る。）とする。 

２ 助成対象となる経費は、助成金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）に要する

経費のうち助成金交付の対象として振興会が認める経費とする。 

３ 補助事業の期間は、振興会が決定した期間とする。ただし、助成金の交付を受けた者は、振興会

の承認を経て、補助事業期間を１年間延長することができる（ただし、国際共同研究加速基金（国

際共同研究強化）により行われる補助事業は、交付申請をした日から起算して３年を経過する日の

属する年度の末日まで、補助事業を延長することができる）。また、振興会が別に定めるところに

より、産前産後の休暇若しくは育児休業を取得する場合又は振興会特別研究員が採用期間を中断す

る場合には、振興会の承認を経て、補助事業を中断する期間に応じて、１年間を超えて、延長する

ことができる。 
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（助成金を交付しない事業） 

第５条 前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が行う事業については、それぞれ当該

各号に定める期間、助成金を交付しない。 

一 法第 17 条第１項の規定により助成金の交付の決定が取り消された事業（以下「交付決定取消

事業」という。）において助成金の不正使用を行った者 法第 18 条第１項の規定により当該交

付決定取消事業に係る助成金の返還の命令があった年度の原則として翌年度以降１年以上 10 年

以内の間で当該不正使用の内容等を勘案して相当と認められる期間 

二 前号に掲げる者と助成金の不正使用を共謀した者 同号の規定により同号に掲げる者が行う

事業について助成金を交付しないこととされる期間と同一の期間 

三 法第２条第３項に規定する補助事業者等のうち交付決定取消事業において法第 11 条第１項の

規定に違反した者（前２号に掲げる者を除く。） 法第 18 条第１項の規定により当該交付決定

取消事業に係る助成金の返還の命令があった年度の原則として翌年度以降１年以上２年以内の

間で当該違反の内容等を勘案し相当と認められる期間 

四 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の手段の使用

を共謀した者 当該助成金の返還の命令があった年度の原則として翌年度以降５年間 

五 助成金による事業において不正行為があったと認定された者（当該不正行為があったと認定さ

れた研究成果に係る研究論文等の内容について責任を負う者として認定されたものを含む。以下

同じ。） 当該不正行為があったと認定された年度の原則として翌年度以降１年以上 10 年以内

の間で当該不正行為の内容等を勘案して相当と認められる期間 

２ 前条第１項の規定にかかわらず、取扱規程第４条第１項又は独立行政法人日本学術振興会科学研

究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領（以下「補助金取扱要領」という。）第５条第１項の

規定により、科学研究費補助金を一定期間交付しないこととされた者が行う事業については、その

期間、助成金を交付しないものとする。 

３ 前条第１項の規定にかかわらず、科学研究費補助金取扱規程第４条第３項の特定給付金等を定め

る件（平成 16 年８月 24 日文部科学大臣決定。以下「大臣決定」という。）第１条に定める特定給

付金を一定期間交付しないこととされた次の各号に掲げる者が行う事業については、大臣決定第２

条に定める期間、助成金を交付しないものとする。 

一 特定給付金の不正使用を行った者 

二 特定給付金の不正使用を共謀した者 

三 特定給付金の交付の対象となる事業に関して、法令又はこれに基づく国の機関若しくは独立

行政法人の長の処分に違反した者 

四 偽りその他不正の手段により特定給付金の交付を受けた者又は当該偽りその他不正の手段の

使用を共謀した者 

五 特定給付金による事業において不正行為があったと認定された者 

４ 前条１項の規定にかかわらず、公募型の研究費（科学研究費補助金、助成金及び特定給付金を除

く。）又は国立大学法人若しくは独立行政法人に対する運営費交付金若しくは私立学校に対する助

成の措置等の基盤的経費その他の予算上の措置（文部科学省が講ずるものに限る。）による研究に

おいて不正行為があったと認定された者が行う事業については、当該不正行為があったと認定され

た年度の原則として翌年度以降１年以上 10 年以内の間で当該不正行為の内容等を勘案して相当と

認められる期間、助成金を交付しないものとする。 

（助成金の交付申請者） 
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第６条 第４条第１項に係る助成金の交付の申請をすることができる者は、補助事業を行う研究者の 

代表者とする。 

（計画調書） 

第７条 助成金（国際共同研究加速基金（国際活動支援班）及び特別研究促進費を除く。以下次条か

ら第９条までにおいて同じ。）の交付の申請をしようとする者は、あらかじめ補助事業に関する計

画調書を別に定める様式により振興会に提出するものとする。 

２ 前項の計画調書の提出期間については、毎年振興会が公表する。 

３ 国際共同研究加速基金（国際活動支援班）又は特別研究促進費の交付の申請をしようとする者

は、別に定めるところにより補助事業に関する計画調書を文部科学省に提出するものとする。 

４ 前項の計画調書の提出期間については、毎年文部科学省が公表する。 

（交付予定額の通知） 

第８条 振興会は、前条第１項の計画調書に基づき、助成金を交付しようとする者及び交付しようと

する予定額（以下「交付予定額」という。）を定め、その者に対し、あらかじめ交付予定額を通知

するものとする。 

２ 振興会は、文部科学省からの通知により国際共同研究加速基金（国際活動支援班）又は特別研究

促進費の助成金を交付しようとする者及び交付予定額を定め、その者に対し、あらかじめ交付予定

額を通知するものとする。 

（配分審査等） 

第９条 前条第１項により助成金を交付しようとする者及び交付予定額を定めるに当たっては、振興

会は助成金の配分等に関する事項を審議する科学研究費委員会に諮るものとする。 

２ 前項の委員会の組織及びその運営については、別に定める。 

（交付申請書） 

第 10 条 第８条各項の通知を受けた者が助成金の交付の申請をしようとするときは、振興会の指示

する時期までに、別に定める様式による交付申請書を振興会に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第 11 条 振興会は、前条により助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤

りがないかどうか等を調査するものとする。 

２ 振興会は、前項の調査の結果、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付

の決定を行うものとする。 

３ 振興会は、助成金の交付の条件として、次の事項及びその他必要な事項について定めるものとす

る。 

  一 助成金の交付を受けた者が、補助事業の内容及び経費の配分の変更をしようとするときは、あ

らかじめ振興会の承認を得なければならないこと 

 ただし、補助事業の目的を変えない範囲で振興会が文部科学大臣との協議を経て定める軽微な

変更についてはこの限りではないこと 

  二 助成金の交付を受けた者が、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、振興会の承認

を得なければならないこと 
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  三 助成金の交付を受けた者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行

が困難となった場合においては、速やかに振興会に報告してその指示を受けなければならないこ

と 

四 助成金の交付を受けた者が、補助事業を遂行するため契約を締結し支払いを行う場合は、国の

契約及び支払いに関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげるように経

費の効率的使用に努めなければならないこと 

４ 振興会は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに附した条件を

助成金の交付の申請をした者に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第 12 条 助成金の交付の申請をした者は、前条第４項の規定による通知を受領した場合において、

当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、振興会

の定める期日までに申請の取下げをすることができることとする。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかった

ものとみなす。 

（助成金の使用制限） 

第 13 条 助成金の交付を受けた者は、助成金を補助事業に必要な経費にのみ使用しなければなら

ない。 

（実施状況報告書） 

第 14 条 助成金の交付を受けた者は、最終年度を除く各年度終了後２か月以内に、別に定める様式

により補助事業の実施状況及び助成金の収支状況を明らかにした実施状況報告書を振興会に提出

するものとする。 

２ 振興会は、提出された実施状況報告書の審査及び必要に応じて行う調査により、助成金の交付

の決定の内容及びこれに附した条件に適合することを確認する。 

（実績報告書） 

第 15 条 助成金の交付を受けた者は、補助事業を完了したときは、速やかに別に定める様式による

実績報告書を振興会に提出しなければならない。 

（助成金の額の確定） 

第 16 条 振興会は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合においては、その実績報告書

の審査及び必要に応じて行う調査により、補助事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれ

に附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金の交付を受け

た者に通知するものとする。この場合において、補助事業のうち最終年度を除く年度に実施され

た部分の確認においては、第 14 条第２項により確認した内容に基づいて行うことができるもの

とする。 

（不正使用等があった場合の助成金の取扱い） 

第 17 条 補助事業を遂行している者は、第５条の規定により自ら行う事業について助成金を交付し

ないこととされた場合には、振興会の定めるところにより、直ちに補助事業を廃止するための手続

を行わなければならない。 
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（研究成果報告書） 

第 18 条 助成金の交付を受けた者は、振興会の定める時期までに、振興会の定めるところにより、

第７条第１項又は第３項の計画調書上の計画に基づいて実施した事業の成果について取りまとめ

た報告書（以下「研究成果報告書」という。）を振興会に提出しなければならない。 

２ 前項の振興会の定める時期までに研究成果報告書を提出しなかった者が、さらに振興会が別に指

示する時期までに特段の理由なく研究成果報告書を提出しない場合には、振興会は、第８条各項の

規定にかかわらず、この者に対して交付予定額を通知しないものとし、また、既に助成金の交付決

定がなされている場合にあっては、助成金の支払を留保するものとする。取扱規程第 13 条第１項

又は補助金取扱要領第 18 条第１項に係る科学研究費補助金の研究成果報告書を、文部科学大臣又

は振興会の指示する時期までに提出しない場合についても同様とする。 

３ 前項の規定により交付予定額を通知しないこととされた者が、その後、振興会又は文部科学大臣

が別に指示する時期までに研究成果報告書を提出したときは、振興会は、第８条各項の規定に基づ

き、交付予定額を通知するものとする。また、前項の規定により助成金の支払いを留保されている

者が、その後、振興会又は文部科学大臣が別に指示する時期までに研究成果報告書を提出したとき

は、振興会は、留保を解除するものとする。 

（電磁的方法による通知） 

第 19 条 振興会は、助成金に係る通知を電磁的方法をもって行うことができる。 

２ 前項の通知は、研究機関又は研究者の使用に係る電子計算機によって当該通知を閲覧することが

可能になったことをもって、当該通知を受けるべき研究機関又は研究者に到達したものとみなす。 

（電子申請等） 

第 20 条 申請書等の提出については、当該申請書等に記載すべき事項を記録した次条の規定による

電磁的記録の作成をもって、当該申請書等の作成に代えることができる。この場合において、当該

電磁的記録は、当該申請書等とみなす。 

２ 前項の規定により申請書等の作成が電磁的記録によって行われたときは、当該申請書等の提出に

ついては、第 22条の規定による電磁的方法をもって行うことができる。 

（電磁的記録） 

第 21 条 電磁的記録は、前条に規定する申請書等の提出を行う者の使用に係る電子計算機であって

振興会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続できる機能及び接続した際に振興会

から付与されるプログラムを正常に稼働させられる機能を備えたものを使用して、次に掲げる事項

を記録したものとする。 

一 電磁的記録により様式の作成を行う場合において従うこととされている様式であって振興会

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに示すところにより、当該申

請書等に記録すべき事項 

二 当該申請書等の作成を行うときに添付すべき書類に記載され、又は記載すべき事項（前号に掲

げるものを除く。） 

（電磁的方法による提出） 

第 22 条 電磁的方法により申請書等の提出を行おうとする者は、当該申請書等の作成のために振興

会から付与されるプログラムに、識別番号及び暗証番号を、当該申請書等を提出する者の使用に係
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る電子計算機から入力して電磁的記録を作成し、提出を行わなければならない。 

２ 前項の規定により申請書等の提出が電磁的方法によって行われたときは、振興会の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに振興会に到達したものとみなす。 

（帳簿関係書類等の整理） 

第 23 条 助成金の交付を受けた者は、助成金の収支に関する帳簿を備え、領収証書等関係書類を整

理し、助成金の交付を受けた事業終了後５年間保管（電磁的記録による保存も可能とする。）して

おかなければならない。 

（経理の調査） 

第 24 条 振興会は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた者に対し、その助成金の経

理について調査し、若しくは指導し、又は報告を求めることができる。 

（補助事業の状況の調査） 

第 25 条 振興会は、必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた者に対し、補助事業の状況

に関する報告書の提出を求め、実地に調査することができる。 

（研究経過及び研究成果の公表） 

第 26 条 振興会は、補助事業に係る実施状況報告書、実績報告書及び前条の報告書のうち、研究経

過に関する部分の全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができるものとする。 

２ 振興会は、研究成果報告書の全部又は一部を印刷その他の方法により公表することができる。 

（設備等の寄付） 

第 27 条 第６条に係る助成金の交付を受けた者が、助成金により設備、備品又は図書（以下「設備

等」という。）を購入したときは、直ちにそれを当該助成金の交付を受けた者が所属する研究機

関（振興会特別研究員にあっては、所属又は研究に従事する研究機関）のうちから適当な研究機

関を一以上選定して、寄付しなければならない。 

２ 助成金の交付を受けた者が設備等を直ちに寄付することが研究上支障があると認める場合にお

いて、振興会の承認を得たときは、前項の規定にかかわらず、研究上支障のなくなるまでの間、

寄付しないことができる。 

３ 振興会特別研究員は、第１項の規定にかかわらず、その資格を喪失するまでの間、設備等を寄

付しないことができる。 

（その他） 

第 28 条 この取扱要領に定めるもののほか、助成金の取扱いに関し必要な事項は、募集要項等にお

いて別に定めるものとする。 

附則（平成 23 年規程第 19号） 

  この規程は、平成 23 年４月 28 日から適用する。 

附則（平成 24 年規程第 21号） 

  この規程は、平成 24 年９月 12 日から適用する。 
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附則（平成 25 年規程第３号） 

１ この規程は、平成 25 年３月 13 日から適用する。 

２ この規程の適用前に第５条に規定する交付決定取消事業において第３条第６項に規定する

不正使用を行った者に対する当該不正使用に係る改正後の第５条第１項第１号の規定の適用

については、同号中「10年以内」とあるのは「５年以内」とする。 

附則（平成 28 年規程第 50号） 

１ この規程は、平成 28 年４月 28 日から施行し、平成 27年８月 24 日から適用する。 

２ 平成 26 年度以前の会計年度に係る研究費による研究において不正行為があったと認定され

た者に対する当該不正行為に係る改正後の取扱要領（以下「新取扱要領」という。）の規定は

適用せず、なお従前の例による。 

３ 平成 27 年度に限り、新取扱要領第７条及び第８条の規定の適用については、第７条第１項

中「助成金（国際共同研究加速基金（国際活動支援班）を除く。以下次条までにおいて同じ。）」

とあるのは「国際共同研究加速基金を除く助成金」と、同条第３項中「国際共同研究加速基金

（国際活動支援班）」とあるのは「国際共同研究加速基金」とし、第８条中「前条第１項」と

あるのは「前条第１項及び第３項」と、「助成金」とあるのは「国際共同研究加速基金（国際

活動支援班）を除く助成金」とする。 

４ 第３条第８項に規定する「不正行為」とは、「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用

等への対応に関する規程」（平成 18 年規程第 19 号）第２条第２号に規定する「特定不正行

為」と同義である。 

附則（平成 29 年規程第 12号） 

この規程は、平成 29 年４月 27 日から適用する。 

附則（平成 30 年規程第４号） 

  この規程は、平成 30 年４月１日から適用する。 

附則（平成 30 年規程第 66号） 

  この規程は、平成 30年４月１日から適用する。 

附則（令和元年規程第 16号） 

  この規程は、平成 31年４月１日から適用する。 

附則（令和元年規程第 19号） 

  この規程は、令和元年 10 月 1 日から施行する。 

附則（令和２年規程第４号） 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 第３条第４項に規定する「不正行為」とは、「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用

等への対応に関する規程」（平成 18 年規程第 19 号）第２条第２号に規定する「特定不正行

為」と同義である。 

附則（令和３年規程第７号） 
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  この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附則（令和４年規程第７号） 

  この規程は、令和４年３月 18 日から施行する。 

附則（令和５年規程第２号） 

  この規程は、令和５年３月６日から施行する。 

附則（令和６年規程第４号） 

  この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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（資料４）
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科学研究費助成事業における審査及び評価に関する規程 

平 成 ２ ９ 年 ８ 月 ２ ８ 日 

独 立 行 政 法 人 日 本 学 術 振 興 会 

科 学 研 究 費 委 員 会 決 定

改 正  令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、科学研究費委員会（以下「委員会」という。）（別添１）において行う科学研究費助成

事業に係る審査及び評価（以下「評価」という。）に関し必要な事項を定めることにより、その適正な実施

を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

一 研究課題 科学研究費（特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究、挑戦的研究、

若手研究（Ａ・Ｂ）、平成３０年度助成に係る公募以降の若手研究（以下

「若手研究」という。）、研究活動スタート支援、奨励研究）、特別研究員奨

励費及び国際共同研究加速基金の対象となる個々の研究をいう。 

二 成果公開 研究成果公開促進費（研究成果公開発表、国際情報発信強化、学術図

書、データベース）の対象となる個々の事業をいう。 

三 審査委員又は評価者 委員会並びに独立行政法人日本学術振興会科学研究費委員会規程第

８条、第１０条及び第１２条に定める部会、小委員会、運営小委員会に属

する委員及び専門委員をいう。 

四 被評価者 下記の者のうち、評価の対象となっている者を総称する場合をいう。 

 （下記の者のうち審査の対象となっている者を総称する場合は「応募者」

という。） 

(1) 科学研究費（特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究、挑戦的研究、若手研究（Ａ・Ｂ）、

若手研究、研究活動スタート支援、奨励研究）の研究課題の研究代表者

(2) 研究成果公開促進費（研究成果公開発表（研究成果公開発表（Ｂ）のうち、「ひらめき☆とき

めきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」（以下「ひらめき☆ときめきサイエン

ス」という。）を除く）、国際情報発信強化、学術図書、データベース）の成果公開の代表者

(3) 研究成果公開促進費（研究成果公開発表(Ｂ)のうち、「ひらめき☆ときめきサイエンス」の成果

公開の実施代表者及び実施代表者の所属する研究機関の長（以下「実施代表者等」とい

う。））

(4) 特別研究員奨励費の研究課題の研究代表者

(5) 国際共同研究加速基金の研究課題の研究代表者

五 審査意見書作成者 審査において、審査意見書の作成を依頼された、応募研究課題と専門分

野が近い者をいう。

六 海外レビュア   国際共同研究加速基金（国際先導研究）の審査において海外レビュー

を行う海外の研究機関に所属する研究者をいう。 

七 評価協力者 基盤研究（Ｓ）の研究進捗評価及び中間評価において、研究課題ごとに

選定する、研究課題と専門分野が近い者をいう。 

（評価の種類） 
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第３条 評価の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 審査（事前評価） 

(1)「総合審査」   審査委員全員が全ての研究課題について、書面審査を行った上で、

同一の審査委員が合議審査の場で各応募研究課題について幅広い

視点から議論により審査を行う。また、必要に応じて、「総合審査」に

先立ち、各研究課題について事前の選考を行うことができる。

なお、特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び国際先導研究に係る補助金

及び基金の配分については、審査に際して、ヒアリングを行う応募研

究課題（以下「ヒアリング研究課題」という）を選定し、ヒアリングを行う。

また、審査の過程においては審査意見書（国際先導研究において

は、審査意見書及び海外レビューの結果）を活用する。

(2)「２段階書面審査」 各研究課題について、合議による審査を行わず、同一の審査委員が２

段階にわたり、書面による審査を行う。 

二 研究進捗評価 

三 中間評価

四 事後評価 

（評価の時期） 

第４条 評価の時期は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 審査（事前評価） 応募書類の受理後、速やかに行う。 

二 研究進捗評価 第３章に定める時期に行う。（平成２９年度助成以前に採択された特別推進研

究及び基盤研究(Ｓ)の研究課題に限る。） 

三 中間評価 第４章に定める時期に行う。（平成３０年度助成以降に採択された特別推進研

究及び基盤研究（Ｓ）の研究課題並びに国際情報発信強化の成果公開に限

る。）

四 事後評価 第５章に定める時期に行う。（平成３０年度助成以降に採択された特別推進研

究及び基盤研究（Ｓ）の研究課題に限る。） 

（評価の方法） 

第５条 評価は、学術的独自性や創造性、研究目的の明確さ等を考慮しつつ、次の各号に掲げる方法を

組み合わせて行う。 

一 書面による評価 

二 合議による評価 

三 ヒアリングによる評価

四 現地調査による評価 

（守秘の徹底） 

第６条 評価の過程は、非公開とする。 

２ 審査委員（評価者）、審査意見書作成者、海外レビュア及び評価協力者（以下「評価者等」という。）

は、評価の過程で知ることができた次の各号に掲げる情報を外部に漏らしてはならない。 

一 計画調書、研究進捗状況報告書、中間評価報告書、事後評価報告書及び自己評価書並びにそ

れらの内容（被評価者が情報提供に同意したものを除く。） 

二 評価においてヒアリング又は現地調査対象の研究課題若しくは成果公開となっているかどうかに関

する情報（被評価者に通知するまでの間） 

三 評価者等の発言内容及び評価に関連して評価者等を特定できる情報（氏名、所属機関及び専門

分野を含む） 

四 評価者等が行う評点及びその集計結果 

五 評価の結果（被評価者に開示されるまでの間） 
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六 各部会、各小委員会、各運営小委員会に属する評価者等の氏名等（公表されるまでの間） 

七  その他非公開とされている情報 

３ 評価者等は、評価結果についての問い合わせに応じないものとする。

４  評価者等は、当該評価について不公正な働きかけがあった場合は、速やかに日本学術振興会研究

事業部に報告しなければならない。 

（研究者倫理の遵守） 

第７条 評価者等は、評価の過程で知り得た他人の独自性のあるアイデア及び未発表の研究成果を自

身の利益のために利用すること及び外部に漏らすことは、研究者倫理及び社会的倫理に反するため、

行ってはならない。 

（利害関係者の排除） 

第８条 評価に関する利害関係の排除の取扱いについては、次のとおりとする。 

一 科学研究費、特別研究員奨励費、国際共同研究加速基金の場合 

(1) 評価者等自身が研究課題の研究代表者又は研究分担者である場合は、評価に加わらないこと

とする。

(2) 評価者等が、研究課題の研究代表者又は研究分担者（国際共同研究加速基金（国際先導研

究、国際共同研究強化、海外連携研究）においては、研究代表者が国際共同研究の実施を計

画している海外共同研究者を含む。）との関係において、次に掲げるものに該当すると自ら判断

する場合は、評価に加わらないこととする。

① 親族関係もしくはそれと同等の親密な個人的関係

② 緊密な共同研究を行う関係

（例えば、共同プロジェクトの遂行、共著研究論文の執筆もしくは同一目的の研究会メンバ

ーにおいて、緊密な関係にある者）

③ 同一研究単位での所属関係（同一研究室の研究者等）

④ 密接な師弟関係もしくは直接的な雇用関係

⑤ 研究課題の採否又は評価が評価者等の直接的な利益につながると見なされるおそれのある

対立的な関係もしくは競争関係

二 研究成果公開促進費の場合 

(1) 評価者等自身が、成果公開の代表者又は実施代表者等である場合は、評価に加わらないこと

とする。

(2) 評価者等が、成果公開の代表者又は成果公開の代表者の所属する学術団体等との関係にお

いて、次に掲げるものに該当すると自ら判断する場合は、評価に加わらないこととする。

① 親族関係もしくはそれと同等の親密な個人的関係

② 事業遂行における緊密な関係

（例えば、研究成果公開発表に係るシンポジウム講演者、国際情報発信強化に係る学術

刊行物の編者、学術図書の執筆・編者及び翻訳・校閲者、データベース作成における協

力者） 

③ 同一研究単位での所属関係（同一研究室の研究者等）

④ 密接な師弟関係もしくは直接的な雇用関係

⑤ 成果公開の採否が評価者等の直接的な利益につながると見なされるおそれのある対立的な

関係もしくは競争関係

(3) 評価者等が、成果公開の実施代表者等との関係において、次に掲げるものに該当すると自ら判

断する場合は、評価に加わらないこととする。

① 親族関係もしくはそれと同等の親密な個人的関係

② 緊密な共同研究を行う関係

（例えば、共同プロジェクトの遂行、共著研究論文の執筆もしくは同一目的の研究会メン

バーにおいて、緊密な関係にある者） 
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③ 同一研究単位での所属関係（同一研究室の研究者等）

④ 密接な師弟関係もしくは直接的な雇用関係

⑤ 成果公開の採否又は評価が評価者等の直接的な利益につながると見なされるおそれの

ある対立的な関係もしくは競争関係

（評価結果の開示等） 

第９条 審査の結果の開示は、第１３条に定めるとおりとする。 

２ 研究進捗評価の結果の開示及び公表は、第１８条に定めるとおりとする。 

３ 中間評価の結果の開示及び公表は、第２３条に定めるとおりとする。

４ 事後評価の結果の開示及び公表は、第２８条に定めるとおりとする。 

５ 審査委員（評価者）の氏名等は、評価終了後、一般に公開する。 
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第２章 審査（事前評価） 

（審査の方針） 

第１０条 審査は、平成１５年１１月１４日科学技術・学術審議会決定「独立行政法人日本学術振興会が

行う科学研究費助成事業の審査の基本的考え方」を踏まえ、次の方針により行うものとする。 

一 全研究種目共通の方針 

(1) 平成２８年１２月に内閣総理大臣決定された「国の研究開発評価に関する大綱的指針」の趣旨

及び平成１４年６月に文部科学大臣決定された「文部科学省における研究及び開発に関する評

価指針」（最終改定 平成２９年４月）に則り、厳正な審査を行う。

(2) 研究課題及び成果公開は、各研究種目の目的、性格に即し、国内外の学術研究の動向に照ら

し特に重要なものを選定する。

研究課題の選定に当たっては、学術的独自性や創造性、研究目的の明確さ等を考慮するとと

もに、当該研究者の研究遂行能力をも厳正に評価し、研究成果が期待できるものを選定するよう

にする。その際、別添１７「競争的研究費の適正な執行に関する指針」（平成１７年９月（令和３年１

２月改正）競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）を踏まえ、他の研究課題の受入・

応募等の状況並びにエフォート（研究代表者又は研究分担者の全仕事時間に対する本研究課

題の実施に要する時間の割合）を参考に研究資金の不合理な重複や過度の集中の排除につい

ても十分配慮する。

なお、単に研究課題が他の研究費制度の助成対象となり得ること、あるいは、他の研究費制度

による事業を実施中であることのみをもって、不利益な取扱いを行わないこととする。

また、成果公開の選定に当たっては、我が国の学術の振興と普及に資するとともに、学術の国

際交流に寄与するものを選定するようにする。

(3) 研究代表者が研究分担者とともに研究組織を構成する研究課題にあっては、研究組織の構成

が適切であり、かつ、各々の研究分担者の果たす役割が明確であるものを選定する。

(4) 採択した研究課題又は成果公開に対しては、その研究又は事業の内容に対応する必要な額を

配分する。また、配分額は原則として１０万円単位とする。

(5) 特別推進研究及び基盤研究（応募区分「特設分野研究」を除く）の研究課題のうち研究期間が

４年以上のもの又は若手研究（Ａ・Ｂ）、若手研究の研究課題のうち研究期間が３年以上のもので

あって、研究期間の最終年度に当たる研究課題の研究代表者が、当該研究の進展を踏まえ、研

究計画を再構築することを希望して応募した研究課題（以下「研究計画最終年度前年度の応募

課題」という。）については、当該科学研究費による研究のこれまでの成果を適切に評価した上

で、他の新規応募研究課題と同等の扱いにより、厳正に審査を行う。

(6) 研究課題及び成果公開の他の研究種目（応募区分）又は審査区分への移し換えはしない。

(7) 相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研究課題又はアンケート調査等を行う

研究課題については、人権及び利益の保護の取扱いについて十分配慮する必要がある。

(8) ヒト遺伝子解析研究等（ヒトゲノム・遺伝子解析研究、特定胚の取扱いを含む研究、ヒトＥＳ細胞

の樹立及び使用を含む研究、遺伝子組換え実験、遺伝子治療臨床研究及び疫学研究を含む

研究）に係る研究課題については、法令等の遵守への対応に十分配慮する必要がある。
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二 研究種目（応募区分）別の方針 

(1) 科学研究費（特別推進研究）

① 研究課題の選定方針

ア 新しい学術を切り拓く真に優れた独自性のある研究であって、格段に優れた研究成果が

期待される一人又は比較的少人数の研究者で行う研究課題を選定する。

イ 研究課題の選定に当たっては、当該研究分野の将来の発展に資する研究課題を重視す

る。

ウ 平成３０年度助成以降に特別推進研究の研究課題に採択されたことがある研究代表者か

らの応募研究課題を選定しようとする場合は、特に慎重な審査を行う。

エ 応募研究課題の応募額を最大限尊重して配分額を決定するものとする。

オ 研究経費を大幅に減額することが相当であると認められる場合には、研究計画の見直しを

求めた上で、配分額を決定するものとする。

カ 研究計画最終年度前年度の応募として再構築された研究課題については、基となった継

続研究課題の研究が、当初計画どおり順調に推進され新たな知見等が得られ、今回再構

築された研究計画に十分生かされていて、当該研究課題を推進することにより、研究の更な

る発展が見込まれるものを選定する。

② 研究課題の研究期間

３年から５年以内とする。なお、真に必要な場合は７年まで可能とする。

③ 翌年度以降の内約額の取扱い

翌年度以降に内約する金額の配分については、採択された研究課題の研究を十分遂行し

得るよう配慮すること。ただし、内約額が増加することによって、翌年度以降の新規応募研究

課題の審査に少なからず影響を及ぼすことも考慮すること。 

④ 他の研究課題の受入・応募等の状況の取扱い

ア 他の研究課題の受入・応募等の状況は、「研究資金の不合理な重複や過度の集中にな

らず、研究課題を十分遂行し得るかどうか」を判断する際の参考とする。

イ 応募研究課題について、研究計画調書の「研究費の応募・受入等の状況」欄を参照し、

研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当しないかどうかを確認する。

ウ 応募研究課題を研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当することを理由として不

採択とする場合には、合議審査により決定する。

(2) 科学研究費（基盤研究、若手研究（Ａ・Ｂ）、若手研究、研究活動スタート支援、挑戦

的萌芽研究、挑戦的研究）

① 共通事項

ア 各審査区分への配分方法

基盤研究（応募区分「特設分野研究」を除く）、若手研究（Ａ・Ｂ）、若手研究、研究活動ス

タート支援、挑戦的萌芽研究、挑戦的研究については、各審査区分にわたって調和を図る

とともに、学術研究の実態に適合するようあらかじめ審査区分別の配分枠を設けるものとす

る。

新規応募研究課題に係る審査区分ごとの配分枠は、文部科学省から示される配分予定

額をもとに、別添２「科学研究費助成事業配分方式」（以下「配分方式」という。）により算出し

た額とする。なお、他の審査区分と合同で審査（以下「合同審査」という。）を行うこととされて

いる審査区分については、合同審査を行う単位を審査区分と読み替える。

イ 配分額の調整
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上記「ア」の配分方法に加え、次の事項につき、文部科学省から示される内容に基づき必

要な調整を行う。 

ａ 人文学、社会科学の研究の振興のための調整 

ｂ 私立学校の振興並びに技術教育振興等への貢献度に配慮し、私立大学、高等専門学

校に所属する研究者に対する研究助成の充実を図るための調整 

ｃ その他必要が認められる調整 

ウ 配分予定額の決定

採択候補研究課題（挑戦的研究及び基盤研究（応募区分「特設分野研究」）を除く）の配

分予定額については、基本的に研究種目ごとに定める充足率に従って決定するが、明らか

に問題がある場合には、評価項目の一つである「研究経費の妥当性」の評価結果も踏まえ、

総合審査においては合議審査、２段階書面審査においては１段階目の書面審査において

査定する。この際、採択された研究課題の研究が十分遂行し得るよう配慮すること。

エ 翌年度以降の内約額の取扱い

翌年度以降に内約する金額の配分については、採択された研究課題の研究を十分遂行

し得るよう配慮すること。ただし、科学研究費補助金を交付する研究種目にあっては、内約

額が増加することによって、翌年度以降の新規応募研究課題の審査に少なからず影響を及

ぼすことも考慮すること。 

オ 他の研究課題の受入・応募等の状況の取扱い

ａ 他の研究課題の受入・応募等の状況は、審査において「研究資金の不合理な重複や過

度の集中にならず、研究課題を十分遂行し得るかどうか」を判断する際の参考とする。 

ｂ 応募研究課題について、研究計画調書の「研究費の応募・受入等の状況」欄を参照し、

研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当しないかどうかを確認する。 

ｃ 応募研究課題を研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当することを理由として不

採択とする場合には、総合審査においては合議審査、２段階書面審査においては書面審

査により決定する。 

② 個別事項

ア 基盤研究（Ｓ）

ａ 独創的、先駆的な研究を格段に発展させる、一人又は比較的少人数の研究者で組織

する研究課題を選定する。 

ｂ 研究課題の研究期間は、原則として５年とする。 

ｃ 同一の研究代表者の基盤研究（Ｓ）の応募研究課題と基盤研究（Ａ）の応募研究課題に

ついては、両方の応募研究課題を比較しつつ採否を検討することは避け、それぞれの応

募研究課題が採択に値するかどうかを個別に判断する。 

イ 基盤研究（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）

ａ 応募区分「一般」

(ｱ) 独創的、先駆的な研究を格段に発展させるためのもので、特色ある研究を格段に

発展させるための研究課題を選定する。

(ｲ) 研究課題の研究期間は、３年から５年以内の範囲において、期待される研究成果を

あげるための適切な期間とする。

(ｳ) 同一の研究代表者の基盤研究（Ａ）の応募研究課題と基盤研究（Ｓ）の応募研究課

題については、両方の応募研究課題を比較しつつ採否を検討することは避け、それ

ぞれの応募研究課題が採択に値するかどうかを個別に判断する。
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（ｴ） 令和２年度以降、「基盤研究（Ｃ）」の研究代表者として新規に採択された者のうち、

大学又は大学共同利用機関法人に所属し、准教授以上の職位に就いて２年以内の

者であって、所属する研究機関において研究室を主宰する者については、所属する

研究機関が研究基盤整備を主体的に実施することを条件に、配分額を追加する研究

課題を選定する。

なお、選定に当たっては、研究代表者の研究機関の移動状況を確認するとともに、

多様な人材及び研究機関を支援することに配慮する。

ｂ 応募区分「海外学術調査」（平成３０年度助成に係る公募以降公募停止） 

(ｱ) 独創的、先駆的な研究を格段に発展させるための研究課題を選定する。

(ｲ) 研究の対象及び方法において、主たる目的が、国外の特定地域におけるフィール

ド調査、観測又は資料収集を行う研究課題を選定する。なお、設備備品の購入は、少

額なパソコン等を除き、海外での調査、観測又は資料収集に直接使用するものに限ら

れることに留意する。

(ｳ) 研究課題の研究期間は、３年から５年以内の範囲において、期待される研究成果を

あげるための適切な期間とする。

(ｴ) 同一の研究代表者の基盤研究（Ａ）の応募研究課題と基盤研究（Ｓ）の応募研究課

題については、両方の応募研究課題を比較しつつ採否を検討することは避け、それ

ぞれの応募研究課題が採択に値するかどうかを個別に判断する。

ｃ 応募区分「特設分野研究」（令和２年度助成に係る公募以降公募停止） 

（ｱ） 特設分野研究における独創的、先駆的な研究を格段に発展させるためのもので、

特色ある研究を格段に発展させるための研究課題を選定する。

（ｲ） 研究課題の研究期間は、期待される研究成果をあげるための適切な期間とし、募集

の１回目は３年から５年、募集の２回目は３年又は４年、募集の３回目は３年とする。

（ｳ） 各分野への配分方法

新規応募研究課題に係る各特設分野ごとの配分枠は、文部科学省から示される配

分予定額とする。 

（ｴ） 配分予定額の決定

採択候補研究課題の配分予定額については、書面審査の評価項目の一つである

「研究経費の妥当性」の評価結果を踏まえ、合議審査において決定する。 

ウ 若手研究（Ａ）（Ｂ）（平成３０年度助成に係る公募以降公募停止）

ａ 新規応募研究課題の開始年度の４月１日現在で３９歳以下の研究者が一人で行う研究

であって、将来の発展が期待できる優れた着想を持つ研究課題を選定する。 

特に若手研究(Ａ)については、従来の研究経過や各研究分野の特性に応じた研究者の

研究活動等を考慮し、研究代表者がその研究を遂行し、研究成果をあげることが期待でき

る研究課題を選定する。 

ｂ 研究課題の研究期間は、２年から４年以内の範囲において、期待される研究成果をあげ

るための適切な期間とする。 

ｃ 平成２９年度助成において若手研究（Ｂ）の研究代表者として新規に採択された者のう

ち、大学又は大学共同利用機関法人に所属し、准教授以上の職位に就いて２年以内の

者であって、所属する研究機関において研究室を主宰する者については、所属する研究

機関が研究基盤整備を主体的に実施することを条件に、配分額を追加する研究課題を選

定する。 

なお、選定に当たっては、多様な人材及び研究機関を支援することに配慮する。 

エ 若手研究

ａ 新規応募研究課題の開始年度の４月１日現在で博士の学位を取得後８年未満の研究

者（新規応募研究課題の開始年度の４月１日までに博士の学位を取得見込の者及び博士
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の学位を取得後に取得した産前・産後休業、育児休業の期間を除くと博士の学位取得後８

年未満となる者を含む）が一人で行う、将来の発展が期待できる優れた着想を持つ研究課

題を選定する。

ｂ 研究課題の研究期間は、２年から５年以内の範囲において、期待される研究成果をあげ

るための適切な期間とする。

ｃ 平成３０年度以降、「若手研究」の研究代表者として新規に採択された者のうち、大学又

は大学共同利用機関法人に所属し、准教授以上の職位に就いて２年以内の者であって、

所属する研究機関において研究室を主宰する者については、所属する研究機関が研究基

盤整備を主体的に実施することを条件に、配分額を追加する研究課題を選定する。

なお、選定に当たっては、研究代表者の研究機関の移動状況を確認するとともに、多様

な人材及び研究機関を支援することに配慮する。

オ 研究活動スタート支援

ａ 研究機関に採用されたばかりの研究者又は産前産後の休暇を終え、若しくは未就学児

を養育していた研究者が一人で行う研究計画であって、その研究活動のスタートを支援す

ることにより、将来の発展が期待できる優れた着想を持つ研究課題を選定する。 

ｂ 研究課題の研究期間は、２年以内とする。 

ｃ 次の応募研究課題については、審査の際に配慮を行う。 

(ｱ) 応募研究課題の開始年度に、「特別研究員奨励費」の内約があった者の応募研究

課題

(ｲ) 産前産後の休暇を取得又は未就学児を養育していたため、文部科学省及び日本

学術振興会が前年に公募を行った研究種目に応募できなかった者の応募研究課題

カ 挑戦的萌芽研究（平成２９年度助成に係る公募以降公募停止）

ａ 独創的な発想に基づく、挑戦的で高い目標設定を掲げた芽生え期の研究課題を選定

する。 

ｂ 研究課題の研究期間は、３年以内の範囲において、期待される研究成果をあげ

るための適切な期間とする。

キ 挑戦的研究

ａ 一人又は複数の研究者で組織する研究計画であって、斬新な発想に基づき、これまで

の学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを志向し、飛躍的に発展する潜在性を

有する研究課題を選定する。なお、（萌芽）については、探索性の強い、あるいは芽生え期

の研究課題も選定する。

ｂ 研究課題の研究期間は、（開拓）は３年から６年以内、（萌芽）は２年から３年以内とする。

ｃ 採択候補研究課題の配分予定額については、応募研究課題の応募額を最大限尊重し

て決定するが、明らかに問題がある場合には、評価項目の一つである「研究経費の妥当

性」の評価結果も踏まえ、（開拓）においては合議審査、（萌芽）においては１段階目の書

面審査において査定する。この際、採択された研究課題の研究が十分遂行し得るよう配慮

すること。

(3) 科学研究費（奨励研究）

① 各審査区分への配分については、配分方式により算出した額を審査区分ごとの配分予定枠

とするが、各審査区分にわたって調和が図られるように配慮する。

② 教育・研究機関の教職員等であって、他の科学研究費助成事業の応募資格を持たない者

が一人で行う研究で、教育的・社会的意義を有する研究課題（商品・役務の開発・販売等を直

接の目的とする研究（市場動向調査を含む。）及び業として行う受託研究を除く。）を選定す
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る。 

  特に、教育関係者の応募研究課題については、研究内容の先端性にとらわれず、学校教

育の改善に資する点等に十分配慮する。 

③ 研究課題の研究期間は、１年とする。

④ 採択候補研究課題の配分予定額については、基本的に研究種目ごとに定める充足率に従

って決定するが、明らかに問題がある場合には、評価項目の一つである「経費の妥当性」の評

価結果も踏まえ査定する。この際、採択された研究課題の研究が十分遂行し得るよう配慮する

こと。

⑤ 他の研究課題の受入・応募等の状況の取扱い

ア 他の研究課題の受入・応募等の状況は、審査において「研究資金の不合理な重複や過

度の集中にならず、研究課題を十分遂行し得るかどうか」を判断する際の参考とする。

イ 応募研究課題について、研究計画調書の「研究費の応募・受入等の状況」欄を参照し、

研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当しないかどうかを確認する。

ウ 応募研究課題を研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当することを理由として不

採択とする場合には、書面審査により決定する。

(4) 研究成果公開促進費

① 共通事項

ア 各審査区分への配分方法（「国際情報発信強化」「ひらめき☆ときめきサイエンス」

を除く。）

各審査区分への配分については、種目ごとに、応募額に基づいて「配分可能額」を按分

することにより算出した額を「配分予定枠」とするが、各審査区分にわたって調和が図られる

ように配慮する。 

イ 多元的な評価指標に基づく審査

審査は、各種目ごとに設定された多元的な評価指標に基づき行うこととする。

なお、多元的な評価指標のうち、格段に優れた指標があるものについては、慎重に審査を

行うこととする。 

ウ 翌年度以降の内約額の扱い

翌年度以降に内約する金額の配分については、採択された成果公開が十分遂行しうるよ

う配慮すること。ただし、内約額が増加することによって、翌年度以降の新規応募成果公開

の審査に少なからず影響を及ぼすことも考慮すること。 

② 「研究成果公開発表」、「国際情報発信強化」及び「データベース」に係る事項

経理管理事務・監査体制の整備状況

成果公開の応募者の所属する学会又は複数の学会等の協力体制による団体等におい

て、経理管理事務・監査体制の整備がなされておらず、補助金の交付先として適さないもの

は選定しない。 

③ 個別事項

ア 研究成果公開発表（Ｂ）（研究成果公開発表（Ｂ）のうち、「ひらめき☆ときめ

きサイエンス」を除く）（Ｃ）

a 学会や民間学術研究機関等が主催するシンポジウム、学術講演会等で、青少年（小・

中・高校生を含む）や一般社会人の関心が高いと思われる分野の研究動向・研究内容 

を、分かりやすく普及啓発しようとするもの、又は我が国の学会が主催する国際会議等
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で、その運営体制が確保されているもの、共催で開催する場合には応募学会が主体とな

って開催するものを選定する。 

ただし、次の(a)及び(b)に該当するものは選定しない。 

(a） 研究成果公開発表（Ｂ）において、主催団体の会員のみを対象とするもの。

(b) 研究成果公開発表（Ｃ）において、日本学術会議の「共同主催国際会議」に採択

されているもの。

ｂ 選定に当たって次の(a)及び(b)について配慮する。 

(a） 研究成果公開発表（Ｂ）において、分野や開催地域が偏らないようにする。

(b) 研究成果公開発表（Ｃ）において、同一学会に集中しないようにする。

c 事業期間は、研究成果公開発表（Ｂ）においては１年、研究成果公開発表(Ｃ)において

は２年以内とする。 

イ 研究成果公開発表（Ｂ）（ひらめき☆ときめきサイエンス）

a 以下に掲げる点を目的として、学術が持つ意義や学術と日常生活との関わりに対す

る理解を深める機会を社会に提供するものを選定する。 

(a） 我が国の将来を担う児童・生徒を対象として、若者の科学的好奇心を直に刺激し

てひらめき、ときめく心の豊かさと知的創造性を育むこと

(b) 科学研究費助成事業による研究について、その中に含まれる科学の興味深さや

面白さを分かりやすい形で直に伝えること

(ｃ) 上記を踏まえ、学術の文化的価値及び社会的重要性を社会・国民に示し、学術

の振興を図ること

ｂ 次の項目を全て満たすプログラムを選定する。

(a） 科学研究費助成事業による研究に関わる基礎的な内容をより分かりやすく伝え、

科学の興味深さや面白さを体感できるようなプログラム

(b) 小学５・６年生、中学生及び高校生のいずれかが対象であるプログラム（対象が重

複しても構わない。）。

(c) 実施代表者等の所属する研究機関が主催するプログラム（学協会や自治体等、

実施代表者等の所属する研究機関とは別の組織が主催する行事の一部として実

施するプログラムは対象としない。）。

c 事業期間は、１年とする。 

d  配分額は原則として１万円単位とする。 なお、応募成果公開の応募額を最大限尊重し

て配分額を決定するものとする。  

e  相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする成果公開又はアンケート調査

等を行う成果公開については、人権及び利益の保護の取扱いについて十分配慮する必

要がある。 

f  ヒト遺伝子解析研究等（ヒトゲノム・遺伝子解析研究、特定胚の取扱いを含む研究、ヒトＥ

Ｓ細胞の樹立及び使用を含む研究、遺伝子組換え実験、遺伝子治療臨床研究及び疫学

研究を含む研究）に係る成果公開については、法令等の遵守への対応に十分配慮する

必要がある。 

ウ 国際情報発信強化

ａ 研究者の研究成果を発表する媒体であって、質の保証のため組織的対応体制が取ら

れ、一貫したタイトルを付して刊行されるものの国際情報発信力を強化する取組を選定す

る。 

なお、取組の例としては、以下のようなものがあげられる。 

(a) 複数の学術団体等で協力体制をとることにより、国際情報発信力を強化する取組

(b) 電子化やオープンアクセス刊行により、国際情報発信力を強化する取組

(c) 独創的な計画等により、国際情報発信力を強化する取組
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また、成果公開の選定に当たっては、次の(ｱ)～(ｳ)の応募区分ごとに行う。 

(ｱ) 「国際情報発信強化（Ａ）」

(ｲ) 「国際情報発信強化（Ｂ）」

(ｳ) 「オープンアクセス刊行支援」

ｂ 合議審査において、複数の学術団体等が行う取組等については、選定にあたり配慮す

る。 

ｃ 成果公開の助成期間は、５年とする。 

エ 学術図書

ａ 個人又は研究者グループ等が、学術研究の成果を公開するために刊行しようとする学

術図書、又は我が国の優れた学術研究の成果を広く海外に提供するため、日本語で書

かれた図書・論文を外国語に翻訳・校閲の上刊行する学術図書で、学術的価値が高いも

の（特に独創的又は先駆的なもの）、又は学術の国際交流に重要な役割を果たすものを

選定する。

  ただし、次の(a)～(h)に該当するものは選定しない。 

(a) 既に類似の成果が刊行されているもの

(b) 既にインターネットや学術誌等を通じて公表されている論文、又は公表が義務付

けられている論文（例：博士論文）を単に集成し、刊行するもの

(c) 学術研究の成果とは言い難いもの

(d) 大学、研究所等の研究機関及び学術団体等がその事業として翻訳・校閲・刊行

すべきもの

(e) 出版社等の企画によって刊行するもの

(f) 市販しないもの

(g) 十分に市販性があるもの

(h) 翻訳者・校閲者又は出版社等への原稿渡しが、事業開始年度の４月１日より前の

もの

ｂ 当該学術図書が刊行されることの意義についても審査を行う。 

ｃ 同一体系の図書であっても、個々の学術図書の応募として、個別に審査を行う。 

ｄ 同一の応募者から複数の応募が行われている場合は、個々の学術図書の応募として、

個別に審査を行う。 

ｅ 発行部数が２，０００部以上のもの、及び定価が高額のものは、慎重に審査する。 

ｆ  翻訳・校閲の上２年次目に刊行するものについては、応募のあった事業期間（２年）につ

いて内約を行う。 

オ データベース

我が国の学術研究動向を踏まえ、データベースの必要性は高いが未整備の分野、我が

国で発展を遂げた分野、我が国がその研究や情報の世界的なセンターになっている分野等

において、個人又は研究者グループ等が作成するデータベースで、公開利用を目的とし

た、学術的価値が高いものを選定する。 

(ｱ) 「データベース」は、個人又は研究者グループ等が作成するデータベースで、既に

実用に供し得る条件を備え、かつ次の(a)～(d)の全ての要件を満たすものから選定す

る。

(a) 我が国の学術研究動向を踏まえ、次のいずれかの分野に属するもの。

・我が国における研究活動が国際的に主導的な立場にあり、我が国でデータベー

スを形成することが国際的にも期待されている分野。

・国内の優れた研究成果を国際的に適切に流通させるため、国内においてデータ

ベース化する必要のある分野。

・国内で学術研究を推進する上で、データベースの形成に対して期待が高く、か
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つ国際的にも同様な内容のデータベースが存在しない分野。 

・国際的にも重要な分野で、データベースの形成に対して我が国に協力を求めら

れている分野。

(b) データベース化するためのデータの収集、評価及びそのデータベース化の作業

等について、作成組織及び技術的方式が確立しているもの。

(c) 当該データベースにより、広く関係研究者等に情報提供サービスを行う方策が確

立しており、公開計画が明確なもの。

(d) データ容量、所要経費が相当量（額）以上であるもの。

(ｲ) 学術的価値のみならず、有用性、公開利用状況及び経費の妥当性等の指標に基

づいて、審査を行うとともに、データベースの作成計画全体についても、審査を行う。

(ｳ) 採択されたもののうち、研究者による有効利用を通じ、当該分野における学術研究

の発展に特に有用であると見込まれるデータベースで、重点的かつ継続的な助成を

行うものを「重点データベース」とし、その他を「一般データベース」とする。

「重点データベース」は、当該分野の研究者のニーズ・研究動向を踏まえた学問的貢

献度、作成組織体制等において特に優れており、当該分野の学術研究の発展に大き

く貢献するものを選定し、データベース作成を円滑かつ計画的に遂行させるため、応

募のあった事業期間（最長５年）を限度として、複数年度の内約を行うことができる。

(5) 特別研究員奨励費

① 我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ若手研究者を育成するため、独立行政法

人日本学術振興会の特別研究員が行う、又は外国人特別研究員が受入研究者と共同して行

う、将来の発展が期待できる優れた着想を持つ研究課題を選定する。

② 研究課題の研究期間は、５年以内の範囲において、期待される研究成果をあげるための適

切な期間とする。

(6) 国際共同研究加速基金

① 共通事項

ア 各審査区分及び審査希望分野への配分方法

各審査区分及び審査希望分野にわたって調和を図るとともに、学術研究の実態に適合す

るようあらかじめ配分方式により算出した審査区分及び審査希望分野別の配分枠を設けるも

のとする。

新規応募研究課題に係る審査区分及び審査希望分野ごとの配分枠は、文部科学省から

示される配分予定額をもとに、配分方式により算出した額とする。

イ 配分予定額の決定

採択候補研究課題の配分予定額については、基本的に研究種目ごとに定める充足率に

従って決定するが、明らかに問題がある場合には、評価項目の一つである「研究経費の妥

当性」の評価結果も踏まえ、総合審査においては合議審査、２段階書面審査においては１

段階目の書面審査において査定する。この際、研究が十分遂行し得るよう配慮すること。

ウ 他の研究課題の受入・応募等の状況の取扱い

ａ 他の研究課題の受入・応募等の状況は、審査において「研究資金の不合理な重複や過

度の集中にならず、研究課題を十分遂行し得るかどうか」を判断する際の参考とする。 

ｂ 応募研究課題について、研究計画調書の「研究費の応募・受入等の状況」欄を参照し、

研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当しないかどうかを確認する。 

ｃ 応募研究課題を研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当することを理由として不
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採択とする場合には、総合審査においては合議審査、２段階書面審査においては書面審

査により決定する。 

② 個別事項

ア 国際共同研究強化

ａ 応募年度の７月１日現在で「基盤研究（海外学術調査を除く）」、「若手研究」又は「特別

研究員奨励費」に採択されており、応募時点において研究を実施中の研究者（応募年度

の４月１日現在で４５歳以下の者。）が一人で一定期間海外の大学や研究機関において海

外共同研究者と共同で行う研究計画であって、基課題を格段に進展させることが期待され

る研究課題を選定する。 

ｂ 研究期間は、交付申請した年度から起算して３年目の年度末までとする。 

c 渡航期間は６か月から１年を原則とするが、研究期間の範囲内において１年を超えて渡

航する計画も可能とする。また、渡航先での研究活動に支障を及ぼさない一時帰国は可能

とする。ただし、交付申請を行った年度の翌年度中までに渡航を開始するものとする。 

イ 海外連携研究

ａ 複数（３人から５人程度）の日本側研究者による研究組織を構成し、海外の研究機関に

所属する研究者と共同して行う国際共同研究が中核をなす研究計画であって、学術の発

展に必要な国際共同研究を実施することにより、独創的、先駆的な研究を格段に発展させ

るための研究課題を選定する。 

ｂ 研究組織に１名以上の若手研究者（開始年度の４月１日現在で博士の学位を取得後８

年未満の者及び博士の学位取得後に取得した産前・産後の休暇、育児休業の期間を除く

と博士の学位取得後８年未満となる者を対象とする）が参画する研究計画を対象とする。ま

た、若手研究者が研究代表者の場合には、１人又は２人の若手研究者で組織される研究

計画も対象とする。 

c 研究計画は、海外の研究者（又は研究者グループ）との共同研究を前提とし、当該研究

者グループの研究拠点である「海外の研究機関等（国外地域を含む）」に日本側研究者が

直接出向き研究活動を実施するものを対象とする。 

d 研究期間は、３年から６年以内とする。 

ウ 帰国発展研究

ａ 応募時点において日本国外の研究機関に所属する日本人研究者が、帰国後に日本国

内の研究機関に所属し日本を主たる拠点として一人又は複数の研究者で行う研究計画で

あって、独創的、先駆的な研究を格段に発展させるための研究課題を選定する。 

ｂ 研究課題の研究期間は、交付申請した年度から起算して３年目の年度末までとする。 

エ 国際先導研究

a 高い研究実績と国際ネットワークを有する複数の日本側研究者及び、当該研究者数の３

倍程度のポストドクター、大学院生（博士課程）による研究組織を構成し、海外の研究機関

に所属する極めて優れた研究業績を有する研究者（海外の共同研究者）と共同して行う国

際共同研究が中核をなす研究計画であって、国際的に高い学術的価値のある研究成果

の創出のみならず、当該学術分野の更なる国際化、研究水準の更なる高度化を図るため

の研究課題を選定する。 

また、本研究種目を通じ、将来、国際的な研究コミュニティの中核を担う研究者の育成を

図るため、研究組織のポストドクターや大学院生（博士課程）を海外の共同研究グループ

へ派遣・交流（２年～３年を中心とする）する計画を盛り込んだ研究課題を選定する。 

ｂ 国際共同研究の中心的な役割を担うとともに研究者の育成を支援する研究種目である
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ことから、研究構想の学術研究としての意義のみならず、国際共同研究としての先進性・将

来性・優位性等について審査を行う。 

c 研究課題の研究期間は、原則として７年（最大１０年）とする。 

（審査の実施体制） 

第１１条 委員会において行う審査は、独立行政法人日本学術振興会科学研究費委員会運営規則に定

める部会、小委員会、運営小委員会において行うものとする。 

 （審査の方法） 

第１２条  審査の方法は、次のとおりとする。 

一 特別推進研究 

(1) 審査の進め方

〔研究課題の採択決定までの進め方〕

ア 各小委員会は、各小委員会に属する審査委員全員が全ての研究課題について書面審査

を行った上で、同一の審査委員が合議審査の場で各応募研究課題について幅広い視点か

ら議論により審査し、ヒアリング研究課題を選定する。（総合審査）

イ 各小委員会は、選定したヒアリング研究課題について、ヒアリングを行い採択候補研究課題

及び補欠研究課題を選定する。

ウ 運営小委員会は、各小委員会が選定した採択候補研究課題及び補欠研究課題について、

合議により採択研究課題を決定する。

〔各小委員会における採択候補研究課題の決定までの進め方〕 

ア 審査意見書の作成

ａ 国内の研究機関に所属する研究者への依頼

書面審査、合議審査及びヒアリングの資料とするため、応募研究課題ごとに選定した３名

程度の審査意見書作成者に、審査意見書の作成を依頼する。  

審査意見書作成者は、研究計画調書に基づき「(2)(ｱ)審査に当たっての着目点（a）～ 

（d）及び(f)」の各要素に着目し、意見を付す。また、当該研究課題の研究経費の内容につ

いて、意見を付すことができる。

ｂ 海外の研究機関に所属する研究者への依頼 

合議審査及びヒアリングの資料とするため、応募研究課題ごとに選定した３名程度の審査

意見書作成者に、審査意見書の作成を依頼する。 

審査意見書作成者は、研究計画調書のうち Web 入力項目（前半）及び添付ファイル項目

S-1(1)に基づき、次の要素に着目し、意見を付す。

(a) 当該研究分野の現状と動向の中で、当該研究課題の目的、内容が新しい学術を切り

拓く真に優れた独自性のあるものであるか。

(b) 当該研究課題は、当該研究者の着想に基づいた独創性の高い優れた研究課題であ

るか。

（c）当該研究者は、当該研究課題を実行できる能力が認められるか。

イ ヒアリング研究課題の選定

ａ 各小委員会に属する審査委員は、「(2)(ｱ)審査に当たっての着目点(a)～(d)及び(f)」の各

要素に着目し、研究計画調書及び審査意見書により、書面審査としてヒアリングの可否及び

審査意見を付す。 

ｂ 各小委員会は、研究計画調書、審査意見書及び書面審査の結果に基づき、合議により

ヒアリング研究課題を選定する。

ｃ 各小委員会は、研究課題ごとに担当委員を決定する。

ウ ヒアリングの実施
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各小委員会におけるヒアリングは、研究計画調書、追加説明資料及び審査意見書等をもと

に、次のとおり行うこととする。 

なお、研究代表者に対して、事前に質問事項を提示することができる。 

(a) 時間配分の目安

(ｱ) 研究代表者等から研究内容の説明・・・・・・・・・・ １０分

(ｲ) 質疑応答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０分

(ｳ) 審査結果の記載・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５分

(b) 説明者

研究代表者を含め３名以内

(c) 説明資料

研究計画調書及び追加説明資料

エ 採択候補研究課題の選定

ａ 各審査委員は、ヒアリングを行った研究課題について、「(2)(ｱ)審査に当たっての着目点

(a)～(ｆ)」の各要素に着目し、「(2)(ｲ) 審査基準」により審査を行う。 

なお、担当委員は、当該研究課題について、研究計画調書、審査意見書及び「(3)研究

経費の査定」により、査定案の作成を行う。 

ｂ 各小委員会は、研究課題のヒアリング終了後、各審査委員の審査結果に基づき、合議に

より採択候補研究課題及び補欠研究課題を選定するとともに、当該研究課題については、

「(3)研究経費の査定」により、担当委員の査定案を踏まえ、査定を行う。 

ｃ 運営小委員会は、各小委員会が選定した採択候補研究課題及び補欠研究課題につい

て、配分総額の範囲内で、合議により採択研究課題を決定する。 

(2) 審査に当たっての着目点及び審査基準

(ｱ) 審査に当たっての着目点

(a) 特別推進研究として推進する必要性

・新しい学術を切り拓く真に優れた独自性のある研究であるか。

・着想に至る背景と経緯が明確で、研究の目的、内容が特別推進研究として、ふさわしい

か。

(b) 研究の独創性及び研究の意義

・研究目的、方法が独創的であるか。

・関連する学術分野の発展に対し、学術的又は社会的要請に応え、革新的な貢献をする

ことが期待されるものであるか。

(c) 研究分野の現状と動向及びその中でのこの研究課題の位置づけ

・当該研究分野の現状と動向にかんがみ、当該研究分野において、世界の最先端を競うこ

とが可能な研究であるか。

・当該研究は、国際的な高い評価を得られるものであるか。

(d) 研究遂行能力の適切性

・これまでの研究活動やその結果から見て、当該研究者はこの研究を遂行し、国際的に当

該研究分野を牽引する卓越した成果をあげることが期待できるか。

・研究分担者等と数人で共同して行う研究の場合、研究組織、研究施設・設備等の諸条件

にかんがみ、有機的連携が保たれ、研究が効果的に進められるものとなっているか。

(e) 応募研究経費の妥当性

・研究経費は研究計画遂行上、合理的かつ必要不可欠なものか。

・他の研究資金との不合理な重複や過度の研究費の集中の可能性はないか。

(f) 複数回受給の妥当性

・これまでに特別推進研究を受給している場合は、研究の目的、内容が全く異なるものであ

るか（平成３０年度助成以降に採択された研究課題に限る）。

-60-



(ｲ) 審査基準

評価 評  価  基  準 

○ 優先して採択すべきもの 

（空白） 上記以外のもの 

(3) 研究経費の査定

(ｱ) 査定の観点

・研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。

・応募総額が５億円を超える研究課題については、特に研究経費の内容及び５億円を超え

る研究経費を必要とする理由等を踏まえ、真に必要性が認められるか。

・設備備品の購入経費等は研究計画遂行上、真に必要なものが計上されているか。

・研究計画のいずれかの年度において、「設備備品費」、「旅費」、又は「人件費・謝金」のい

ずれかの経費が当該年度の研究経費の９０％を超えている場合には、当該経費の研究計

画遂行上の必要性及び妥当性が認められ、かつ有効に使用されることが見込まれるか。

(ｲ) 査定方法

・研究経費の内容を踏まえ、各年度の費目ごとに査定を行う。

二 基盤研究（Ｓ） 

〔研究課題の採択決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、各小委員会に属する審査委員全員が全ての研究課題について書面審査

を行った上で、同一の審査委員が合議審査の場で各応募研究課題について幅広い視点か

ら議論により審査し、ヒアリング研究課題を選定する。（総合審査）

② 各小委員会において応募件数が多数の場合には、審査を円滑に進めるため、当該小委員会

を分割して複数の審査組織を設ける。この場合、本規程においては、当該審査組織を各小委

員会と読み替える。

③ 各小委員会は、選定したヒアリング研究課題について、審査区分ごとにヒアリングを行い採択

候補研究課題及び補欠研究課題を選定する。

④ 運営小委員会は、審査区分ごとに選定した採択候補研究課題及び補欠研究課題について、

合議により採択研究課題を決定する。

〔各小委員会等における採択研究課題の決定までの進め方〕 

① 審査意見書の作成

書面審査、合議審査及びヒアリングの資料とするため、応募研究課題ごとに選定した３名程

度の審査意見書作成者に、審査意見書の作成を依頼する。 

審査意見書作成者は、研究計画調書に基づき「④(ｱ)審査に当たっての着目点(a)～(c)」の

各要素に着目し、意見を付す。 

② ヒアリング研究課題の選定

ａ 各小委員会に属する審査委員は、別添３の評定基準等に基づき、事前に研究計画調

書及び審査意見書により書面審査を行う。 

ｂ 各小委員会は、研究計画調書、審査意見書及び書面審査の結果を基に、合議によりヒア

リング研究課題を選定する。

ｃ 各小委員会は、研究課題ごとに担当委員を決定する。 

③ ヒアリングの実施

各小委員会におけるヒアリングは、研究計画調書、追加説明資料及び審査意見書をもとに、
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次のとおり行うこととする。 

なお、研究代表者に対して、事前に質問事項を提示することができる。 

(ａ) 時間配分の目安 

(ｱ) 研究代表者等から研究内容の説明・・・・・・・・ １０分

(ｲ) 質疑応答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０分

(ｳ) 審査結果の記載・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５分 

(ｂ) 説明者 

研究代表者を含め３名以内 

(ｃ) 説明資料 

研究計画調書及び追加説明資料 

④ 採択候補研究課題の選定

ａ 各審査委員は、ヒアリングを行った研究課題について、「(ｱ)審査に当たっての着目点(a)～

(d)」の各要素に着目し、「(ｲ)審査基準」により審査を行う。

ｂ 各小委員会は、配分方式により算出した「配分枠」を基に、合議により採択候補研究課題

を選定する。 

なお、「配分枠」の範囲内では採択できないが、基盤研究（Ｓ）として採択すべき研究課題

がある場合には、当該研究課題を補欠研究課題として選定することができる。 

ｃ 運営小委員会は、各小委員会が選定した採択候補研究課題及び補欠研究課題につい

て、配分総額の範囲内で、合議により採否を決定する。 

(ｱ) 審査に当たっての着目点

(a) 研究課題の学術的重要性

・ 学術的に見て、推進すべき重要な研究課題であるか。

・ 研究課題の核心をなす学術的「問い」は明確であり、学術的独自性や創造性が

認められるか。

・ 研究計画の着想に至る経緯や、関連する国内外の研究動向と研究の位置づけは

明確であるか。

・ 本研究課題の遂行によって、より広い学術、科学技術あるいは社会などへの波及

効果が期待できるか。

(b) 研究方法の妥当性

・研究目的を達成するため、研究方法等は具体的かつ適切であるか。また、研究経

費は研究計画と整合性がとれたものとなっているか。

・ 研究目的を達成するための準備状況は適切であるか。

(c) 研究遂行能力及び研究環境の適切性

・ これまでの研究活動等から見て、研究計画に対する十分な遂行能力を有している

か。

・ 研究計画の遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等、研究環境は整っている

か。

(d) 応募研究経費の妥当性

・ 他の研究資金との不合理な重複や過度の研究費の集中の可能性はないか。

(ｲ) 審査基準

評価 評 価  基 準 

○ 優先して採択すべきもの 

（空白） 上記以外のもの 
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 三 基盤研究（Ａ）（応募区分「一般」） 

〔研究課題の採択決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、各小委員会に属する審査委員全員が全ての研究課題について書面審査を

行った上で、同一の審査委員が合議審査の場で各応募研究課題について幅広い視点から議

論により審査し、採択研究課題を決定する。（総合審査）

② 各小委員会において応募件数が多数の場合には、審査を円滑に進めるため、当該小委員

会を分割して複数の審査組織を設ける。この場合、本規程においては、当該審査組織を各小

委員会と読み替える。

③ 各小委員会に属する審査委員は、別添４の評定基準に基づき、事前に研究計画調書により

審査を行う。

〔各小委員会等における採択研究課題の決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、配分方式により算出した「配分枠」を基に採択研究課題を決定する。

② 各小委員会は、採択研究課題を決定する際に、「配分枠」の範囲内で多くの研究課題を採

択するために、採択候補研究課題の充足率を著しく下げるなど、不適切な配分予定額の調整

は避ける。

③ 各小委員会は、採択予定件数の範囲内では採択できないが、基盤研究（Ａ）として採択すべ

き研究課題がある場合には、当該研究課題を補欠研究課題として選定することができる。

④ 各小委員会は、採択研究課題を決定するにあたり、他の研究資金との不合理な重複や過度

の研究費の集中の可能性がないか考慮することとする。

〔各研究課題への配分額の調整〕 

各研究課題への配分額については、配分額に関する審査結果を踏まえた額とする。 

 四 基盤研究（Ｂ）（Ｃ）（応募区分「一般」）、若手研究（Ｂ）、若手研究 

(1) 基盤研究（Ｂ）（Ｃ）（応募区分「一般」）、若手研究

〔研究課題の採択決定までの進め方〕

① 各小委員会は、各小委員会に属する審査委員が研究計画調書により個別に審査する１段階

目の書面審査結果を基にして、さらに、採否のボーダーゾーンとなった研究課題のみを対象

に、同一の審査委員による、他の審査委員が付した１段階目の審査意見等を参考にして行う２

段階目の書面審査結果に基づき採択研究課題を決定する。（２段階書面審査）

② 各小委員会において応募件数が多数の場合には、審査を円滑に進めるため、当該小委員

会を分割して複数の審査組織を設ける。この場合、本規程においては、当該審査組織を各小

委員会と読み替える。また、合同審査を行うこととされている審査区分は、それらを合わせて一

つの審査組織を設ける。この場合、本規程においては、当該審査組織を各小委員会と読み替

える。

③ 各小委員会に属する審査委員は、別添５の評定基準等に基づき、研究計画調書により書面

審査を行う。

〔各小委員会における採択研究課題の決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、配分方式により算出した「配分枠」を基に、採択研究課題を決定する。

② 各小委員会は、「配分枠」のボーダーゾーンにある応募研究課題の中から、「私立学校・高

等専門学校調整枠」により採択する研究課題を選定する。

③ 各小委員会は、採択研究課題を決定するにあたり、他の研究資金との不合理な重複や過度

の研究費の集中の可能性がないか考慮することとする。

〔各研究課題への配分額の調整〕 

各研究課題への配分額については、配分額に関する審査結果を踏まえた上で、配分総額が「配

分枠」の範囲となるように、各小委員会における採択研究課題全体の平均充足率を調整することに

より算出される額とする。
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(2) 基盤研究（Ｃ）（応募区分「一般」）及び若手研究における独立基盤形成支援

〔研究課題の採択決定までの進め方〕

科学研究費委員会は、総合的な判断の上、採択研究課題を決定する。 

五 研究活動スタート支援 

〔研究課題の採択決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、各小委員会に属する審査委員が研究計画調書により個別に審査する書面

審査結果に基づき採択研究課題を決定する。

② 各小委員会において応募件数が多数の場合には、審査を円滑に進めるため、当該小委員

会を分割して複数の審査組織を設ける。この場合、本規程においては、当該審査組織を各小

委員会と読み替える。

③ 各小委員会に属する審査委員は、別添６の評定基準等に基づき、研究計画調書により書面

審査を行う。

〔各小委員会等における採択研究課題の決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、配分方式により算出した「配分枠」を基に、採択研究課題を決定する。

② 各小委員会は、採択研究課題を決定するにあたり、他の研究資金との不合理な重複や過度

の研究費の集中の可能性がないか考慮することとする。

〔各研究課題への配分額の調整〕 

各研究課題への配分額については、配分額に関する審査結果を踏まえた上で、配分総額が「配

分枠」の範囲となるように、各小委員会における採択研究課題全体の平均充足率を調整することに

より算出される額とする。 

六 挑戦的研究 

(1) 挑戦的研究（開拓）

〔研究課題の採択決定までの進め方〕

① 各小委員会は、各小委員会に属する審査委員全員が全ての研究課題について書面審査を

行った上で、同一の審査委員が合議審査の場で各応募研究課題について幅広い視点から議

論により審査し、採択研究課題を決定する。（総合審査）

② 各小委員会において応募件数が多数の場合には、審査を円滑に進めるため、当該小委員

会を分割して複数の審査組織を設ける。この場合、本規程においては、当該審査組織を各小

委員会と読み替える。

また、「総合審査」に先立ち、各小委員会は必要に応じて事前の選考を行うことができる。 

③ 各小委員会に属する審査委員は、別添７の評定基準等に基づき、事前に研究計画調書に

より審査を行う。

〔各小委員会における採択研究課題の決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、配分方式により算出した「配分枠」を基に、採択研究課題を決定する。

② 各小委員会は、採択研究課題を決定する際に、「配分枠」の範囲内で多くの研究課題を採

択するために採択候補研究課題の充足率を著しく下げるなど、不適切な配分予定額の調整は

避ける。

③ 各小委員会は、採択予定件数の範囲内では採択できないが、挑戦的研究として採択すべき

研究課題がある場合には、当該研究課題を補欠研究課題として選定することができる。

④ 各小委員会は、採択研究課題を決定するにあたり、他の研究資金との不合理な重複や過度

の研究費の集中の可能性がないか考慮することとする。

〔各研究課題への配分額の調整〕 

各研究課題への配分額については、配分額に関する審査結果を踏まえた額とする。
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(2) 挑戦的研究（萌芽）

〔研究課題の採択決定までの進め方〕

① 各小委員会は、各小委員会に属する審査委員が研究計画調書により個別に審査する１段

階目の書面審査結果を基にして、さらに、採否のボーダーゾーンとなった研究課題、及びボ

ーダーゾーンよりも上位の研究課題の中で、審査委員のうち１名でも挑戦的研究として妥当で

ないと評価した審査委員がいる研究課題を対象に、同一の審査委員による、他の審査委員が

付した１段階目の審査意見等を参考にして行う２段階目の書面審査結果に基づき採択研究

課題を決定する。（２段階書面審査）

② 各小委員会において応募件数が多数の場合には、審査を円滑に進めるため、当該小委員

会を分割して複数の審査組織を設ける。この場合、本規程においては、当該審査組織を各小

委員会と読み替える。

また、「２段階書面審査」に先立ち、各小委員会は必要に応じて事前の選考を行うことができ

る。 

③ 各小委員会に属する審査委員は、別添７の評定基準等に基づき、研究計画調書により書面

審査を行う。

〔各小委員会における採択研究課題の決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、配分方式により算出した「配分枠」を基に、採択研究課題を決定する。

② 各小委員会は、採択研究課題を決定するにあたり、他の研究資金との不合理な重複や過度

の研究費の集中の可能性がないか考慮することとする。

〔各研究課題への配分額の調整〕 

各研究課題への配分額については、配分額に関する審査結果を踏まえた額とする。

七 基盤研究（Ｂ）（Ｃ）（応募区分「特設分野研究」） 

〔研究課題の採択決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、各小委員会に属する審査委員全員が全ての研究課題について書面審査を

行った上で、同一の審査委員が合議審査の場で各応募研究課題について幅広い視点から議

論により審査し、採択研究課題を決定する。（総合審査）

② 「総合審査」に先立ち、各小委員会は必要に応じて事前の選考を行うことができる。

③ 各小委員会に属する審査委員は、別添８の評定基準等に基づき、事前に研究計画調書によ

り審査を行う。

〔各小委員会等における採択研究課題の決定までの進め方〕 

小委員会は、あらかじめ設定された採択予定件数に基づき、合議により採択研究課題を選定す

る。 

〔各研究課題への配分額の調整〕 

① 各研究課題への配分額については、配分額に関する審査結果を踏まえた額とする。

② 運営小委員会は、上記「①」の調整の結果、特定の小委員会の採択研究課題全体の平均充

足率が、他の小委員会の採択研究課題全体の平均充足率と比較し著しく低いと判断した場合

には、各小委員会の採択研究課題全体の平均充足率に著しい不均衡が生じないよう調整を行

う。

 八 奨励研究 

〔研究課題の採択決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、各小委員会に属する審査委員が研究計画調書により個別に審査する書面審

査結果に基づき採択研究課題を決定する。

② 各小委員会において応募件数が多数の場合には、審査を円滑に進めるため、当該小委員会

を分割して複数の審査組織を設ける。この場合、本規程においては、当該審査組織を各小委員
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会と読み替える。 

③ 各小委員会に属する審査委員は、別添９の評定基準等に基づき、研究計画調書により書面審

査を行う。

〔各小委員会等における採択研究課題の決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、配分方式により算出した「配分枠」を基に、採択研究課題を決定する。

② 各小委員会は、採択研究課題を決定するにあたり、応募者が企業の職員である場合、奨励研

究の適切性を考慮することとする。

③ 各小委員会は、採択研究課題を決定するにあたり、他の研究資金との不合理な重複や過度の

研究費の集中の可能性がないか考慮することとする。

〔各研究課題への配分額の調整〕 

 各研究課題への配分額については、配分額に関する審査結果を踏まえた上で、配分総額が「配

分枠」の範囲となるように、各小委員会における採択研究課題全体の平均充足率を調整することに

より算出される額とする。 

九 研究成果公開促進費 

(1) 研究成果公開発表（Ｂ）（研究成果公開発表（Ｂ）のうち、「ひらめき☆ときめきサイエ

ンス」を除く）（Ｃ）

 〔成果公開の採択決定までの進め方〕 

ア 各小委員会は、事前に個別の書面審査を行い、その結果に基づき、合議により採択成

果公開を決定する。

イ 各小委員会に属する審査委員は、別添１０の評定基準等に基づき、事前に計画調書に

より審査を行う。

 〔各小委員会等における採択成果公開の決定までの進め方〕 

ア 各小委員会は、審査を円滑に進めるため、審査区分内番号ごとに審査グループを設ける

こととする。

イ 各小委員会は、種目ごとに、応募額に基づいて「配分可能額」を按分することにより「配分

予定枠」を算出する。

ウ 「配分予定枠」に１００分の５を乗じることにより「調整枠」を算出し、「配分予定枠」から「調

整枠」を確保する。

エ イからウを差し引いた額を、審査グループごとの応募額により按分し、算出した額を基に

して、次の a～b のとおり、採択候補成果公開を選定する。

ａ 各審査グループにおいて、「研究成果公開発表（Ｂ）」と「研究成果公開発表（Ｃ）」の採

択候補成果公開を選定する。 

 ｂ 各審査グループにおいて、種目（区分）等にとらわれず、重要な成果公開を採択もしく

は重点配分できるようにするために、「配分予定枠」からあらかじめ確保している「調整

枠」による採択候補成果公開について検討する。 

オ 各小委員会は、各審査グループが選定した採択候補成果公開について、小委員会全

体での合議により必要な調整を行い、次の a～b のとおり、採択成果公開等を決定する。

ａ 各小委員会において、採択成果公開を決定する。

ｂ 各小委員会は、種目（区分）等にとらわれず、「調整枠」による採択成果公開を決定す

る。 

カ 各小委員会は、採択成果公開を決定する際に、「配分予定枠」の範囲内で多くの成果公

開を採択するために採択成果公開の充足率を著しく下げるなど、不適切な配分予定額の

調整は避ける。

 〔各成果公開への配分額の調整〕 

ア 各成果公開への配分額については、配分額に関する審査結果を踏まえた上で、配分総

額が「配分予定枠」の範囲となるように、各小委員会における採択成果公開全体の平均充
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足率を調整することにより算出される額とする。 

イ 運営小委員会及び各小委員会は、「配分予定枠」からあらかじめ確保している「調整枠」

により、種目（区分）等にとらわれず、重要な成果公開を重点配分できるようにするための調

整を行う。

(2) 研究成果公開発表（Ｂ）「ひらめき☆ときめきサイエンス」

〔成果公開の採択決定までの進め方〕

ア 研究成果の社会還元・普及小委員会は、事前に個別の書面審査を行い、合議により採

択成果公開を決定する。

イ 研究成果の社会還元・普及小委員会に属する審査委員は、別添１１の評定基準等に基

づき、事前に計画調書により審査を行う。

〔研究成果の社会還元・普及小委員会による採択成果公開の決定までの進め方〕 

 研究成果の社会還元・普及小委員会は、配分総額が配分可能額の範囲となるように、合

議により採択成果公開を選定する。 

(3) 国際情報発信強化

（応募区分「国際情報発信強化（Ａ）」「オープンアクセス刊行支援」〕

〔成果公開の採択決定までの進め方〕

ア 国際情報発信強化小委員会は審査に先立ち小委員会を開催し、審査にあたっての審

査方法等の確認を行う。

イ 国際情報発信強化小委員会に属する審査委員は、別添１２の評定基準等に基づき、計

画調書により書面審査を行う。

ウ 国際情報発信強化小委員会は必要に応じて追加説明資料の提出を求めることができ

る。

エ 国際情報発信強化小委員会は、書面審査の結果及び追加説明資料に基づき、合議に

より採択成果公開を選定する。

(4) 国際情報発信強化（応募区分「国際情報発信強化（Ｂ）」〕

〔成果公開の採択決定までの進め方〕

ア 国際情報発信強化小委員会は審査に先立ち小委員会を開催し、審査にあたっての審

査方法等の確認を行う。

イ 国際情報発信強化小委員会に属する審査委員は、別添１２の評定基準等に基づき、計

画調書により審査を行う。

ウ 国際情報発信強化小委員会は、個別の書面審査を行い、その結果に基づき、合議により

採択成果公開を決定する。

(5) 学術図書

〔成果公開の採択決定までの進め方〕

① 各小委員会は、事前に個別の書面審査を行い、その結果に基づき、合議により採択成

果公開の決定及び補欠成果公開の選定を行う。

② 各小委員会に属する審査委員は、別添１０の評定基準等に基づき、事前に計画調書に

より審査を行う。

③ 運営小委員会は、各小委員会が選定した補欠成果公開について、合議により採択成果

公開を決定する。

〔各小委員会等における採択成果公開の決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、審査を円滑に進めるため、審査区分内番号ごとに審査グループを設け

ることとする。

② 各小委員会は、種目ごとに、応募額に基づいて「配分可能額」を按分することにより「配
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分予定枠」を算出する。 

③ 「配分予定枠」に１００分の５を乗じることにより「調整枠」を算出し、「配分予定枠」から

「調整枠」を確保する。

④ ②から③を差し引いた額を、審査グループごとの応募額により按分し、算出した額を基

にして、次のア～ウのとおり、採択候補成果公開等を選定する。

ア 各審査グループにおいて、採択候補成果公開を選定する。

イ 各審査グループにおいて、種目（区分）等にとらわれず、重要な成果公開を採択もしく

は重点配分できるようにするために、「配分予定枠」からあらかじめ確保している「調整枠」

による採択候補成果公開について検討する。

ウ 各審査グループにおいて、広領域の応募成果公開に対して、該当する分野の各小委

員会として付す評点について検討する。

⑤ 各小委員会は、各審査グループが選定した採択候補成果公開について、小委員会全

体での合議により必要な調整を行い、次のア～エのとおり、採択成果公開等を決定する。

ア 各小委員会において、採択成果公開を決定する。

イ 各小委員会は、種目（区分）等にとらわれず、「調整枠」による採択成果公開を決定す

る。

ウ 各小委員会は、補欠成果公開を選定する。

エ 該当する分野の各小委員会において、広領域の応募成果公開に対して、各小委員会

として付す評点を決定する。

⑥ 運営小委員会は、各小委員会における評価結果を基に、運営小委員会において合議

により必要な調整を行い、広領域の採択成果公開、「調整枠」による採択成果公開及び各

小委員会が選定した補欠成果公開の採否を決定する。

〔各成果公開への配分額の調整〕 

① 各成果公開への配分額については、配分額に関する審査結果を踏まえた上で、配分

総額が「配分予定枠」の範囲となるように、運営小委員会における採択成果公開全体の平

均充足率を調整することにより算出される額とする。

② 運営小委員会及び各小委員会は、「配分予定枠」からあらかじめ確保している「調整

枠」により、種目（区分）等にとらわれず、重要な成果公開を重点配分できるようにするため

の調整を行う。

(6) データベース

〔成果公開の採択決定までの進め方〕

① 各小委員会は、事前に個別の書面審査を行い、その結果に基づき、合議により採択成

果公開を決定する。

② 各小委員会に属する審査委員は、別添１０の評定基準等に基づき、事前に計画調書に

より審査を行う。

〔各小委員会等における採択成果公開の決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、審査を円滑に進めるため、審査区分内番号ごとに審査グループを設け

ることとする。

② 各小委員会は、種目ごとに、応募額に基づいて「配分可能額」を按分することにより「配

分予定枠」を算出する。

③ 「配分予定枠」に１００分の５を乗じることにより「調整枠」を算出し、「配分予定枠」から「調

整枠」を確保する。

④ ②から③を差し引いた額を、審査グループごとの応募額により按分し、算出した額を基に

して、次のア～エのとおり、採択候補成果公開等を選定する。

ア 各審査グループにおいて、採択候補成果公開を選定する。

イ 各審査グループにおいて、全ての採択候補成果公開の中から複数年の内約を行う成

果公開（「重点データベース」）に値する候補成果公開の有無について検討する。
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ウ 各審査グループにおいて、種目（区分）等にとらわれず、重要な成果公開を採択もしく

は重点配分できるようにするために、「配分予定枠」からあらかじめ確保している「調整

枠」による採択候補成果公開について検討する。

エ 各審査グループにおいて、広領域の応募成果公開に対して、該当する分野の各小委

員会として付す評点について検討する。

⑤ 各小委員会は、各審査グループが選定した採択候補成果公開について、小委員会全

体での合議により必要な調整を行い、次のア～エのとおり、採択成果公開等を決定する。

ア 各小委員会において、採択成果公開を決定する。

イ 各小委員会において、複数年の内約を行う成果公開（「重点データベース」）としての

採択成果公開を決定する。

ウ 各小委員会は、種目（区分）等にとらわれず、「調整枠」による採択成果公開を決定す

る。

エ 該当する分野の各小委員会において、広領域の応募成果公開に対して、各小委員

会として付す評点を決定する。

⑥ 運営小委員会は、各小委員会における評価結果を基に、運営小委員会において合議に

より必要な調整を行い、広領域の採択成果公開及び「調整枠」による採択成果公開を決定

する。

⑦ 運営小委員会及び各小委員会は、採択成果公開を決定する際に、「配分予定枠」の範

囲内で多くの成果公開を採択するために採択成果公開の充足率を著しく下げるなど、不適

切な配分予定額の調整は避ける。

〔各成果公開への配分額の調整〕 

① 各成果公開への配分額については、配分額に関する審査結果を踏まえた上で、配分総

額が「配分予定枠」の範囲となるように、各小委員会における採択成果公開全体の平均充

足率を調整することにより算出される額とする。

② 運営小委員会及び各小委員会は、「配分予定枠」からあらかじめ確保している「調整枠」

により、種目（区分）等にとらわれず、重要な成果公開を重点配分できるようにするための調

整を行う。

十 特別研究員奨励費 

〔研究課題の採択決定までの進め方〕 

科学研究費委員会は、特別研究員等審査会で付された意見を参考とし、総合的な判断の上、

採択研究課題を決定する。 

十一 国際共同研究加速基金（国際共同研究強化） 

〔研究課題の採択決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、各小委員会に属する審査委員全員が全ての研究課題について書面審査を

行った上で、同一の審査委員が合議審査の場で各応募研究課題について幅広い視点から議

論により審査し、採択研究課題を決定する。（総合審査）

② 各小委員会において応募件数が多数の場合には、審査を円滑に進めるため、当該小委員

会を分割して複数の審査組織を設ける。この場合、本規程においては、当該審査組織を各小

委員会と読み替える。

③ 各小委員会に属する審査委員は、別添１３の評定基準に基づき、事前に研究計画調書によ

り審査を行う。

〔各小委員会等における採択研究課題の決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、配分方式により算出した「配分枠」を基に採択研究課題を決定する。

② 各小委員会は、採択研究課題を決定する際に、「配分枠」の範囲内で多くの研究課題を採
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択するために、採択候補研究課題の充足率を著しく下げるなど、不適切な配分予定額の調整

は避ける。

③ 各小委員会は、採択予定件数の範囲内では採択できないが、国際共同研究強化として採

択すべき研究課題がある場合には、当該研究課題を補欠研究課題として選定することができ

る。

④ 各小委員会は、採択研究課題を決定するにあたり、他の研究資金との不合理な重複や過度

の研究費の集中の可能性がないか考慮することとする。

〔各研究課題への配分額の調整〕 

各研究課題への配分額については、配分額に関する審査結果を踏まえた額とする。 

十二 国際共同研究加速基金（海外連携研究） 

〔研究課題の採択決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、各小委員会に属する審査委員が研究計画調書により個別に審査する１段階

目の書面審査結果を基にして、さらに、採否のボーダーゾーンとなった研究課題、及びボーダ

ーゾーンよりも上位の課題の中で、審査委員のうち１名でも種目の趣旨・対象と合致していない

と評価した審査委員がいる課題を対象に、同一の審査委員による、他の審査委員が付した１段

階目の審査意見等を参考にして行う２段階目の書面審査結果に基づき採択研究課題を決定

する。（２段階書面審査）

② 各小委員会において応募件数が多数の場合には、審査を円滑に進めるため、当該小委員

会を分割して複数の審査組織を設ける。この場合、本規程においては、当該審査組織を各小

委員会と読み替える。

③ 各小委員会に属する審査委員は、別添１４の評定基準等に基づき、研究計画調書により書

面審査を行う。

〔各小委員会等における採択研究課題の決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、配分方式により算出した「配分枠」を基に採択研究課題を決定する。

② 各小委員会は、採択研究課題を決定するにあたり、他の研究資金との不合理な重複や過度

の研究費の集中の可能性がないか考慮することとする。

〔各研究課題への配分額の調整〕 

各研究課題への配分額については、配分額に関する審査結果を踏まえた上で、配分総額が「配

分枠」の範囲となるように、各小委員会における採択研究課題全体の平均充足率を調整することに

より算出される額とする。

十三 国際共同研究加速基金（帰国発展研究） 

〔研究課題の採択決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、各小委員会に属する審査委員全員が全ての研究課題について書面審査

を行った上で、同一の審査委員が合議審査の場で各応募研究課題について幅広い視点から

議論により審査し、採択研究課題を決定する。（総合審査）

なお、採択予定件数の範囲内では採択できない場合は、採択候補研究課題を選定するこ

とを可能とし、運営小委員会において全体予算の範囲内で採択候補研究課題から採択研究

課題を決定する。 

② 各小委員会において応募件数が多数の場合には、審査を円滑に進めるため、当該小委員

会を分割して複数の審査組織を設ける。この場合、本規程においては、当該審査組織を各小

委員会と読み替える。

③ 各小委員会に属する審査委員は、別添１５の評定基準に基づき、事前に研究計画調書によ

り審査を行う。

〔各小委員会等における採択研究課題の決定までの進め方〕 
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① 各小委員会は、配分方式により算出した「配分枠」を基に、採択研究課題を決定する。

② 各小委員会は、採択研究課題を決定する際に、「配分枠」の範囲内で多くの研究課題を採

択するために、採択候補研究課題の充足率を著しく下げるなど、不適切な配分予定額の調整

は避ける。

③ 各小委員会は、採択予定件数の範囲内では採択できないが、帰国発展研究として採択すべ

き研究課題がある場合には、当該研究課題を補欠研究課題として選定することができる。

④ 各小委員会は、採択研究課題を決定するにあたり、他の研究資金との不合理な重複や過度

の研究費の集中の可能性がないか考慮することとする。

〔各研究課題への配分額の調整〕 

各研究課題への配分額については、配分額に関する審査結果を踏まえた額とする。

十四 国際共同研究加速基金（国際先導研究） 

〔研究課題の採択決定までの進め方〕 

① 各小委員会は、各小委員会に属する審査委員全員が全ての研究課題について書面審査を

行った上で、同一の審査委員が合議審査の場で各応募研究課題について幅広い視点から議

論により審査し、ヒアリング研究課題を選定する。（総合審査）

また、「総合審査」に先立ち、各小委員会は必要に応じて事前の選考を行うことができる。 

② 各小委員会は、選定したヒアリング研究課題について、審査区分ごとにヒアリングを行い採択

候補研究課題及び補欠研究課題を選定する。

③ 運営小委員会は、審査区分ごとに選定した採択候補研究課題及び補欠研究課題について、

合議により採択研究課題を決定する。

〔各小委員会等における採択研究課題の決定までの進め方〕 

① 審査意見書の作成及び海外レビュー

書面審査、合議審査及びヒアリングの資料とするため、応募研究課題ごとに選定した３名程

度の国内の審査意見書作成者に審査意見書の作成を依頼するとともに、３名程度の海外レビ

ュアに書面による海外レビューを依頼する。 

審査意見書作成者は研究計画調書を基に別添１６の各評定要素に着目し、意見を付す。ま

た、海外レビュアは研究計画調書（英語部分）を基に別添１６の A～C の各評定要素に着目し

て意見を付し、絶対評価で５段階の総合評点を付す。 

② ヒアリング研究課題の選定

ａ 各小委員会に属する審査委員は、別添１６の各評定要素に基づき、事前に研究計画調

書、審査意見書、海外レビューの結果を基にヒアリングの可否について書面審査を行う。こ

の際、海外レビューで付された評点が著しく低い応募研究課題は不採択とする。 

ｂ 各小委員会は、研究計画調書、審査意見書、海外レビューの結果及び書面審査の結果

を基に、合議によりヒアリング研究課題を選定する。 

ｃ 各小委員会は、研究課題ごとに担当委員を決定する。 

③ ヒアリングの実施

各小委員会におけるヒアリングは次のとおり行う。なお、各小委員会は研究代表者に対して、

事前に質問事項を提示することができる。 

(ａ) 時間配分の目安 

(ｱ) 研究代表者等から研究内容の説明・・・・・・・・ １０分

(ｲ) 質疑応答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０分

(ｳ) 審査結果の記載・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５分 

(ｂ) 説明者 

研究代表者を含め３名以内 

(ｃ) 説明資料 
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研究計画調書及び追加説明資料 

(d) 参照資料

審査意見書及び海外レビューの結果

④ 採択研究課題の選定

ａ 各審査委員は、ヒアリングを行った研究課題について別添１６の各評定要素に基づき採否

について審査を行う。 

ｂ 各小委員会は、配分方式により算出した「配分枠」を基に、合議により採択候補研究課題

を選定する。この際、「配分枠」の範囲内で多くの研究課題を採択するために、採択候補研

究課題の充足率を著しく下げるなど、不適切な配分予定額の調整は避ける。 

なお、「配分枠」の範囲内では採択できないが、国際先導研究として採択すべき研究課

題がある場合には、当該研究課題を補欠研究課題として選定することができる。 

c 各小委員会は、採択研究課題及び補欠研究課題を決定するにあたり、他の研究資金との

不合理な重複や過度の研究費の集中の可能性がないか考慮する。 

d 運営小委員会は、各小委員会が選定した採択候補研究課題及び補欠研究課題につい

て、配分総額の範囲内で、合議により採択研究課題を決定する。 

〔各研究課題への配分額の調整〕 

各研究課題への配分額については、配分額に関する審査結果を踏まえた額とする。 

（審査結果の開示） 

第１３条 各審査委員の研究課題又は成果公開に対する審査結果が特定されないよう配慮した上で、以

下のとおり、審査結果の開示を行う。 

一 特別推進研究 

採択された研究課題の研究代表者に対して、審査結果の所見を開示するとともに、審査結果の

所見の概要を一般に公開する。 

また、採択されなかった研究代表者には、各小委員会が審査を行った研究課題の中における

当該研究課題のおおよその順位及び審査結果の所見を開示する。 

二 基盤研究（Ｓ） 

採択された研究課題の研究代表者に対して、審査結果の所見を開示するとともに、審査結果の

所見の概要を一般に公開する。 

また、採択されなかった研究代表者のうち、応募時に審査結果の開示を希望した者に対して、

審査区分における採択されなかった研究課題全体の中でのおおよその順位、審査結果の所見及

びその他の評価項目の評価結果を開示する。 

 三 基盤研究（Ａ）（応募区分「一般」） 

採択された研究課題の研究代表者に対して、審査結果の所見を開示するとともに、審査結果の

所見の概要を一般に公開する。 

また、採択されなかった研究代表者のうち、応募時に審査結果の開示を希望した者に対し

て、各小委員会における採択されなかった研究課題全体の中でのおおよその順位、審査結果の

所見及びその他の評価項目の評価結果を開示する。

四 基盤研究（Ｂ）（Ｃ）（応募区分「一般」）、若手研究 

採択されなかった研究代表者のうち、応募時に審査結果の開示を希望した者に対して、各小委

員会における採択されなかった研究課題全体の中でのおおよその順位、１段階目の書面審査に

おける評定要素ごとの審査結果及びその他の評価項目の評価結果を開示する。 

五 挑戦的研究（開拓）、基盤研究（Ｂ）（Ｃ）（応募区分「特設分野研究」） 

「挑戦的研究（開拓）」について、採択された研究課題の研究代表者に対して、審査結果の所見

を開示するとともに、審査結果の所見の概要を一般に公開する。 
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また、採択されなかった研究代表者のうち、応募時に審査結果の開示を希望した者に対して、

各小委員会におけるおおよその順位を開示する。さらに、合議審査対象課題の研究代表者のう

ち、採択されなかった者に対して、上記と併せて、当該研究課題の審査結果の所見、挑戦的研究

としての妥当性に係る評価結果（「挑戦的研究（開拓）」のみ）及びその他の評価項目の評価結果

を開示する。 

六 挑戦的研究（萌芽） 

採択されなかった研究代表者のうち、応募時に審査結果の開示を希望した者に対して、各小委

員会におけるおおよその順位を開示する。さらに、書面審査対象課題の研究代表者のうち、採択

されなかった者に対して、上記と併せて、１段階目の書面審査における評定要素ごとの審査結果

及びその他の評価項目の評価結果を開示する。 

七 研究活動スタート支援、奨励研究 

採択されなかった研究課題の研究代表者に対して、各小委員会における書面審査結果のおお

よその順位及びその他の評価項目の評価結果を開示する。 

八 国際情報発信強化 

代表者に対して、「国際情報発信強化（Ａ）」及び「オープンアクセス刊行支援」については、当

該成果公開の審査結果の所見を開示する。 

    また、「国際情報発信強化（Ｂ）」については、採択されなかった成果公開におけるおおよその順

位、応募成果公開の各評定要素に係る審査委員の素点（平均点）及び採択された応募成果公開

の平均点を開示する。 

九 研究成果公開発表（研究成果公開発表（Ｂ）のうち、「ひらめき☆ときめきサイエンス」を

除く）、学術図書、データベース 

採択されなかった代表者に当該成果公開の審査結果の所見を開示する。 

十 研究成果公開発表（Ｂ）「ひらめき☆ときめきサイエンス」 

採択されなかった実施代表者に対して、審査結果の所見を開示する。また、採択された実施代

表者に対して、審査結果の所見がある場合は開示する。 

十一 国際共同研究加速基金（国際共同研究強化、海外連携研究） 

採択されなかった研究代表者のうち、応募時に審査結果の開示を希望した者に対して、 各小

委員会におけるおおよその順位、種目の趣旨・対象と研究計画との合致性に係る評価結果、及び

その他の評価項目の評価結果を開示する。 

十二 国際共同研究加速基金（帰国発展研究） 

採択されなかった研究代表者のうち、応募時に審査結果の開示を希望した者に対して、 各小

委員会におけるおおよその順位、帰国発展研究としての妥当性に係る評価結果、及びその他の

評価項目の評価結果を開示する。 

十三 国際先導研究 

採択された研究課題の研究代表者に対して、審査結果の所見を開示するとともに、審査結果の

所見の概要を一般に公開する。 

また、採択されなかった研究代表者に対して、各小委員会におけるおおよその順位を開示す

る。さらに、合議審査対象課題の研究代表者のうち、採択されなかった者に対して、上記と併せ

て、当該研究課題の審査結果の所見を開示する。 
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第３章 研究進捗評価 

（研究進捗評価の方針） 

第１４条 研究進捗評価は、対象となる研究課題の進捗状況を把握し、当該研究のその後の発展に資す

る目的として行う。 

２ 研究進捗評価を受けた研究課題を継続ないし発展させる目的で、最終年度もしくはその前年度にお

いて特別推進研究、基盤研究、又は若手研究に応募がなされた場合は、当該応募研究課題の審査の

ための資料として進捗評価結果を提供する。 

３ 研究進捗評価の一環として、研究終了時の成果について評価を行う。 

（研究進捗評価の対象） 

第１５条 研究進捗評価は、特別推進研究及び基盤研究(Ｓ)の研究課題（平成２９年度助成以前に採

択された研究課題に限る。）について行う。 

（研究進捗評価の実施体制） 

第１６条 委員会において行う評価は、次に掲げる部会等において行うものとする。 

部会等の名称 評  価  事  項 

審査・評価第一部会に置く各小

委員会 

・特別推進研究の研究課題

審査・評価第二部会に置く各小

委員会 

・基盤研究（Ｓ）の研究課題

（研究進捗評価の方法） 

第１７条 研究進捗評価の方法は、次のとおりとする。 

一 特別推進研究 

① 研究進捗評価の時期及び方法

研究進捗評価は、次の時期に行うヒアリング及び現地調査等を踏まえ、合議により行う。 

最終年度前年度にヒアリングを実施する。（令和２年度をもって終了） 

現地調査の時期は、研究課題ごとに各小委員会で判断する。 

研究終了翌年度に研究期間全体を通して当初の研究目的が達成されたか等、研究成果に

ついて検証、評価を実施する。ただし、最終年度前年度の応募課題が採択された場合には、廃

止する研究課題の検証は研究期間終了の翌々年度に行う。

② 現地調査の進め方

ア 担当委員の決定

各小委員会は、現地調査を行う研究課題ごとに、各小委員会に属する委員及び専門委員

のうちから、現地調査を担当する評価者２名程度を担当委員として決定する。担当委員は、担

当する研究課題の評価において中心的役割を担う。 

イ 現地調査

ａ 現地調査で用いる資料

 研究進捗状況報告書及び研究計画調書 

 ｂ 時間配分の目安 

 ２～３時間程度 

 ｃ 研究代表者等からの研究進捗状況等の説明 

評価者は、研究代表者の研究室等において、研究代表者及び研究分担者等から研究進

捗状況報告書をもとに説明を受ける。 

 ｄ 質疑応答 

 担当委員は、質疑応答において中心的役割を担うとともに、指導・助言等を行う。 
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 e 現地調査報告書の作成 

 担当委員は、現地調査の結果を現地調査報告書にまとめ、各小委員会に提出する。 

③ ヒアリングの進め方

ア 担当委員の決定

各小委員会は、ヒアリング研究課題ごとに、各小委員会に属する委員及び専門委員のうちか

ら、担当委員を２名程度決定する。担当委員は、担当する研究課題の評価において中心的役

割を担う。 

イ ヒアリング

ａ ヒアリングで用いる資料

 研究進捗状況報告書、追加説明資料、現地調査報告書及び研究計画調書等 

 ｂ 時間配分の目安 

(ｱ) 研究代表者等からの研究進捗状況等の説明  ・・・・・・ １０分

(ｲ) 質疑応答 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５分

(ｳ) 審議及び評価結果の記載 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５分

 ｃ 研究代表者等からの研究進捗状況等の説明 

研究代表者等（３名以内）から、研究進捗状況報告書及び追加説明資料により説明を受

ける。 

 ｄ 質疑応答 

担当委員は、質疑応答において中心的役割を担う。 

 ｅ 審議及び評価結果の記載 

研究課題ごとにヒアリング終了後、評価者による審議を行い、「⑤(ｱ)評価に当たっての 

着目点(a)～(e)」の各要素に着目し、「⑤(ｲ)評価基準」により評価を行う。 

④ 合議の進め方

ア 各小委員会

各小委員会は、現地調査を行った研究課題について、担当委員から現地調査報告書に基

づく報告を受け、合議により評価コメント案を作成する。 

ヒアリングを行った研究課題について、「⑤(ｱ)評価に当たっての着目点(a)～(e)」の各要素に

着目し、「⑤(ｲ)評価基準」により合議を行い、研究進捗評価案を作成する。 

なお、研究計画の変更、研究経費の減額又は研究の中止の必要性について検討する場合

は、その具体的内容について慎重に判断する。 

また、学術研究以外で問題があった場合は、評価コメント案及び研究進捗評価案に「Ｆ」を 

付し、その内容を示す。 

研究進捗評価（検証）を行った研究課題について、十分進展した研究成果だった場合、又 

は、期待した研究成果が挙がらなかった場合等、研究進捗評価結果と異なる場合は、研究進 

捗評価の評価基準を準用して、検証結果として評点を付すことができる。 

イ 運営小委員会

運営小委員会は、評価コメント案及び研究進捗評価案について合議を行い、評価コメント及

び研究進捗評価を決定し、その結果を委員会に報告する。 

⑤ 評価に当たっての着目点及び評価基準

(ｱ) 評価に当たっての着目点

(a) 研究の進展状況

・当初の研究目的に沿って、着実に研究が進展しているか。

・今後の研究推進上、問題となる点はないか。

(b) これまでの研究成果

・当初の研究目的に照らして、現時点で期待された成果をあげているか。（あげつつある
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か。） 

・研究内容・研究成果の積極的な公表、普及に努めているか。

(c) 研究組織

・同一又は複数の研究機関に所属する研究者が数人で共同して行う研究においては、

研究組織が研究者相互に有機的連携が保たれ、研究が効率的に進められるものとな

っているか。

(d) 研究費の使用

・購入された設備等は有効に活用されているか。

・その他、研究費は効果的に使用されているか。

(e) 研究目的の達成見込み

・研究期間が終了するまでの間に研究目的を達成する見込みがあるか。

・今後の研究計画・方法の妥当性はどうか。

(ｲ) 評価基準

区分 評  価  基  準 

 Ａ＋ 当初目標を超える研究の進展があり、期待以上の成果が見込まれる 

 Ａ 当初目標に向けて順調に研究が進展しており、期待どおりの成果が見込まれる 

 Ａ－ 当初目標に向けて概ね順調に研究が進展しており、一定の成果が見込まれるが、 

一部に遅れ等が認められるため、今後努力が必要である 

Ｂ 当初目標に対して研究が遅れており、今後一層の努力が必要である 

 Ｃ 当初目標より研究が遅れ、研究成果が見込まれないため、研究経費の減額又は研

究の中止が適当である 

二 基盤研究（Ｓ） 

① 研究進捗評価の時期及び方法

研究進捗評価は、次の時期に行う書面評価等を踏まえ、合議により行う。 

最終年度前年度に書面により実施する。（令和２年度をもって終了） 

研究終了翌年度に研究期間全体を通して当初の研究目的が達成されたか等研究成果につ

いて検証、評価を実施する。ただし、最終年度前年度の応募課題が採択された場合には、廃止

する研究課題の検証は研究期間終了の翌々年度に行う。 

なお、書面による評価で判断できない場合は、現地調査又はヒアリングを行う。 

② 書面評価の進め方

ア 評価意見書の作成

各小委員会幹事は、研究進捗評価を行う研究課題ごとに選定した３名程度の評価協力者

に、評価意見書の作成を依頼する。 

評価協力者は、研究代表者が作成する研究進捗状況報告書及び関係書類（研究計画調

書、交付申請書及び実績報告書（収支決算報告書））等に基づき、評価意見書を作成する。 

イ 担当委員の決定及び評価コメント票の作成

各小委員会は、研究進捗評価を行う研究課題ごとに、各小委員会に属する委員及び専門委

員のうちから、評価者２名程度を担当委員として決定する。担当委員は、必要に応じて評価協

力者の協力を得て、担当する研究課題の評価において中心的役割を担う。 

担当委員は、研究進捗状況報告書、関係書類及び評価意見書に基づき、評価コメント票を

作成する。 

ウ 各小委員会の評価

小委員会は、研究進捗状況報告書、関係書類、評価意見書及び評価コメント票に基づき評
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価を行う。 

③ 現地調査の進め方

a 質問事項

研究代表者に対して、事前に書面による評価で明らかにされなかった点を中心として質問事

項を提示する。 

b 現地調査で用いる資料 

研究進捗状況報告書及び関係書類（研究計画調書、交付申請書及び実績報告書（収支決

算報告書））等をもとに行う。 

c 時間配分の目安 

２～３時間程度 

d 研究代表者等からの研究進捗状況等の説明 

評価者等は、研究代表者の研究室等において、研究代表者及び研究分担者等から事前に

提示した質問事項を中心に説明を受ける。 

e 質疑応答 

担当委員は、質疑応答において中心的役割を担うとともに、指導・助言等を行う。また、必要

に応じて評価協力者の協力を受けるものとする。 

f 現地調査報告書の作成 

担当委員は、現地調査の結果を現地調査報告書にまとめ、運営小委員会に提出する。 

④ ヒアリングの進め方

a 質問事項

研究代表者に対して、事前に書面等による評価で明らかにされなかった点を中心として質問

事項を提示する。 

b ヒアリングで用いる資料 

研究進捗状況報告書、追加説明資料及び関係書類（研究計画調書、交付申請書及び実績

報告書（収支決算報告書））等をもとに行う。 

c 時間配分の目安 

(ｱ) 研究代表者等からの研究進捗状況等の説明  ・・・・・・ １０分

(ｲ) 質疑応答 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５分

(ｳ) 審議及び評価結果の記載 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ５分

d 研究代表者等からの研究進捗状況等の説明 

研究代表者等（３名以内）から、事前に提示した質問事項を中心に説明を受ける。 

e 質疑応答 

担当委員は、質疑応答において中心的役割を担う。また、必要に応じて評価協力者の協力を

受けるものとする。 

f 審議及び評価結果の記載 

研究課題ごとにヒアリング終了後、評価者等による審議を行い、「⑥(ｱ)評価に当たっての着目

点(a)～(e)」の各要素に着目し、「⑥(ｲ)評価基準」により評価を行う。 

⑤ 合議の進め方

ア 各小委員会

各小委員会は、書面評価及びヒアリングを行った研究課題について、「⑥(ｱ)評価に当たって

の着目点(a)～(e)」の各要素に着目し、「⑥(ｲ)評価基準」により合議を行い、研究進捗評価案を

作成する。 

なお、「評価基準」が「Ｃ」の場合は、研究経費の減額又は研究の中止について検討する。 

また、学術研究以外で問題があった場合は、その内容とともに、「⑥(ｲ)評価基準」で整理した

区分に「Ｆ」を付す。 
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研究進捗評価（検証）を行った研究課題について、十分進展した研究成果だった場合、又

は、期待した研究成果が挙がらなかった場合等、研究進捗評価結果と異なる場合は、研究進捗

評価の評価基準を準用して、検証結果として評点を付すことができる。 

イ 運営小委員会

運営小委員会は、研究進捗評価案について合議を行い、研究進捗評価を決定し、その結果

を委員会に報告する。 

⑥ 評価に当たっての着目点及び評価基準

(ｱ) 評価に当たっての着目点

(a) 研究の進展状況

・当初の研究目的に沿って、着実に研究が進展しているか。

・今後の研究推進上、問題となる点はないか。

(b) これまでの研究成果

・当初の研究目的に照らして、現時点で期待された成果をあげているか。（あげつつある

か。）

・研究内容・研究成果の積極的な公表、普及に努めているか。

(c) 研究組織

・同一又は複数の研究機関に所属する研究者が数人で共同して行う研究においては、研

究組織が研究者相互に有機的連携が保たれ、研究が効率的に進められるものとなって

いるか。

(d) 研究費の使用

・購入された設備等は有効に活用されているか。

・その他、研究費は効果的に使用されているか。

(e) 研究目的の達成見込み

・研究期間が終了するまでの間に研究目的を達成する見込みがあるか。

・今後の研究計画・方法の妥当性はどうか。

(ｲ) 評価基準

区分 評  価  基  準 

Ａ＋ 当初目標を超える研究の進展があり、期待以上の成果が見込まれる 

Ａ 当初目標に向けて順調に研究が進展しており、期待どおりの成果が見込まれる 

 Ａ－ 当初目標に向けて概ね順調に研究が進展しており、一定の成果が見込まれるが、 

一部に遅れ等が認められるため、今後努力が必要である 

Ｂ 当初目標に対して研究が遅れており、今後一層の努力が必要である 

 Ｃ 当初目標より研究が遅れ、研究成果が見込まれないため、研究経費の減額又は研

究の中止が適当である 

（研究進捗評価結果の開示等） 

第１８条 研究進捗評価結果は、各評価者及び評価協力者の個別評価結果が特定されないように配慮

した上で、評価結果及び所見を研究代表者に開示するとともに、独立行政法人日本学術振興会ホーム

ページ等により公表する。 

２ 所見の公表にあたっては、特許権等の知的財産権の保護に配慮する。 
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第４章 中間評価 

（中間評価の方針） 

第１９条 中間評価の方針は以下のとおりとする。

一 研究課題に対する中間評価 

中間評価は、対象となる研究課題の進捗状況を把握するとともに、当該研究の今後の発展に資する

ことを目的として行う。

二 成果公開に対する中間評価 

(1) 中間評価は、対象となる成果公開の進捗状況を把握し、当該成果公開のその後の取組に資する

目的として行う。

(2) 中間評価を受けた成果公開を発展させる目的で、最終年度において国際情報発信強化に応募が

なされた場合は、当該応募成果公開の審査資料として中間評価結果を提供する。

（中間評価の対象） 

第２０条 中間評価は、特別推進研究及び基盤研究(Ｓ)の研究課題（平成３０年度以降に採択された研究

課題に限る。）並びに国際情報発信強化の成果公開について行う。 

（中間評価の実施体制） 

第２１条 委員会において行う評価は、次に掲げる部会等において行うものとする。 

部会等の名称 評  価  事  項 

審査・評価第一部会に置く各小委員会 ・特別推進研究の研究課題

審査・評価第二部会に置く各小委員会 ・基盤研究（Ｓ）の研究課題

成果公開部会国際情報発信強化小委員会 ・国際情報発信強化の成果公開

（中間評価の方法） 

第２２条 中間評価の方法は、次のとおりとする。

一 特別推進研究 

① 中間評価の時期及び方法

中間評価は、次に掲げる時期に、ヒアリングを踏まえ合議により行う。

研究期間 中間評価の実施時期

３年間 ２年度目

４～５年間 ３年度目

６～７年間 ４年度目

なお、ヒアリングによる評価で判断できない場合は、現地調査を行う。 

② ヒアリングの進め方

ア 担当委員の決定

各小委員会は、中間評価を行う研究課題ごとに、各小委員会に属する委員及び専門委員のう

ちから、評価者２名程度を担当委員として決定する。担当委員は、担当する研究課題の評価にお

いて中心的役割を担う。 

イ ヒアリング

a ヒアリングで用いる資料

中間評価報告書、追加説明資料及び研究計画調書等 

b 時間配分の目安 
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(ｱ) 研究代表者等からの研究進捗状況等の説明  ・・・・・・ １０分

(ｲ) 質疑応答 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５分

(ｳ) 評価結果の記載 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５分 

 c 研究代表者等からの研究進捗状況等の説明 

  研究代表者等（３名以内）から、中間評価報告書及び追加説明資料により説明を受ける。 

 d 質疑応答 

  担当委員は、質疑応答において中心的役割を担う。 

 e 評価結果の記載 

評価者は、ヒアリング終了後、研究課題ごとに「⑤(ｱ)評価に当たっての着目点(a)～(d)」の

各要素に着目し、「⑤(ｲ)評価基準」により評価を行う。 

③ 現地調査の進め方

a 質問事項 

研究代表者に対して、事前にヒアリングによる評価で明らかにされなかった点を中心として質

問事項を提示する。 

 b 現地調査で用いる資料 

中間評価報告書、追加説明資料及び研究計画調書等 

 c 時間配分の目安 

２～３時間程度 

 d 研究代表者等からの研究進捗状況等の説明 

評価者は、研究代表者の研究室等において、研究代表者及び研究分担者等から事前に提

示した質問事項を中心に説明を受ける。 

 e 質疑応答 

担当委員は、質疑応答において中心的役割を担うとともに、指導・助言等を行う。 

 f 現地調査報告書の作成 

担当委員は、現地調査の結果を現地調査報告書にまとめ、運営小委員会に提出する。 

④ 合議の進め方

ア 各小委員会

各小委員会は、ヒアリングを行った研究課題について、「⑤(ｱ)評価に当たっての着目点(a)～

(ｄ)」の各要素に着目し、「⑤(ｲ)評価基準」により合議を行い、中間評価案を作成する。 

なお、「評価基準」が「Ｃ」の場合は、研究経費の減額又は研究の中止について検討する。 

また、学術研究以外で問題があった場合は、評価コメント案にその内容を示すとともに、中間評

価案に「Ｆ」を付す。 

イ 運営小委員会

運営小委員会は、評価コメント案及び中間評価案について合議を行い、評価コメント及び中間

評価を決定し、その結果を委員会に報告する。 

⑤ 評価に当たっての着目点及び評価基準

(ｱ) 評価に当たっての着目点

(a) 研究の進展状況

・当初予見していなかった展開を含め、当初の研究目的又はそれと同等以上の研究の進展

が見られるか。

・今後の研究推進上、問題となる点はないか。

・関連する学術分野の発展に対し、革新的な貢献をする見込みがあるか。

・今後の研究計画・方法の妥当性はどうか。

(b) これまでの研究成果

・当初予見していなかった成果を含め、国際的に当該研究分野を牽引する卓越した成果
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をあげているか。（あげつつあるか。） 

(c) 研究組織

・研究分担者等と数人で共同して行う研究においては、研究者相互に有機的連携が保た

れ、研究が効果的に進められているか。

(d) 研究費の使用

・購入された設備等は有効に活用されているか。

・その他、研究費は効果的に使用されているか。

(ｲ) 評価基準

区分 評  価  基  準 

 Ａ＋ 想定を超える研究の進展があり、期待以上の成果が見込まれる 

 Ａ 順調に研究が進展しており、期待どおりの成果が見込まれる 

 Ａ－ 一部に遅れ等が認められるため、今後努力が必要であるが、概ね順調に研究が進

展しており、一定の成果が見込まれる 

Ｂ 研究が遅れており、今後一層の努力が必要である 

 Ｃ 研究が遅れ、研究成果が見込まれないため、研究経費の減額又は研究の中止が適

当である 

二  基盤研究（Ｓ） 

① 中間評価の時期及び方法

中間評価は、原則として、３年度目に書面により実施する。ただし、研究期間が３年の場合は２年度

目に行う。 

なお、書面による評価で判断できない場合は、現地調査又はヒアリングを行う。 

② 書面評価の進め方

ア 評価意見書の作成

各小委員会は、中間評価を行う研究課題ごとに選定した３名程度の評価協力者に、評価意見書

の作成を依頼する。 

評価協力者は、研究代表者が作成する中間評価報告書及び関係書類（研究計画調書、交付申

請書及び実績報告書（収支決算報告書））等に基づき、評価意見書を作成する。 

イ 担当委員の決定及び中間評価コメント票の作成

各小委員会は、中間評価を行う研究課題ごとに、各小委員会に属する委員及び専門委員のうち

から、評価者２名程度を担当委員として決定する。担当委員は、必要に応じて評価協力者の協力

を得て、担当する研究課題の評価において中心的役割を担う。 

担当委員は、中間評価報告書、関係書類及び評価意見書に基づき、中間評価コメント票を作成

する。 

ウ 各小委員会の評価

小委員会は、中間評価報告書、関係書類、評価意見書及び中間評価コメント票に基づき評価を

行う。 

③ 現地調査の進め方

a 質問事項

研究代表者に対して、事前に書面による評価で明らかにされなかった点を中心として質問事項を

提示する。 

b 現地調査で用いる資料 

中間評価報告書及び関係書類（研究計画調書、交付申請書及び実績報告書（収支決算報告
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書））等をもとに行う。 

c 時間配分の目安 

２～３時間程度 

d 研究代表者等からの研究進捗状況等の説明 

評価者等は、研究代表者の研究室等において、研究代表者及び研究分担者等から事前に提示

した質問事項を中心に説明を受ける。 

e 質疑応答 

担当委員は、質疑応答において中心的役割を担うとともに、指導・助言等を行う。また、必要に応

じて評価協力者の協力を受けるものとする。 

f 現地調査報告書の作成 

担当委員は、現地調査の結果を現地調査報告書にまとめ、運営小委員会に提出する。 

④ ヒアリングの進め方

a 質問事項

研究代表者に対して、事前に書面等による評価で明らかにされなかった点を中心として質問事

項を提示する。 

b ヒアリングで用いる資料 

中間評価報告書、追加説明資料及び関係書類（研究計画調書、交付申請書及び実績報告書

（収支決算報告書））等をもとに行う。 

c 時間配分の目安 

(ｱ) 研究代表者等からの研究進捗状況等の説明  ・・・・・・ １０分

(ｲ) 質疑応答 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １５分

(ｳ) 評価結果の記載 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５分

d 研究代表者等からの研究進捗状況等の説明 

研究代表者等（３名以内）から、事前に提示した質問事項を中心に説明を受ける。 

e 質疑応答 

担当委員は、質疑応答において中心的役割を担う。また、必要に応じて評価協力者の協力を受

けるものとする。 

f 評価結果の記載 

評価者は、ヒアリング終了後、研究課題ごとに「⑥(ｱ)評価に当たっての着目点(a)～(d)」の各要素

に着目し、「⑥(ｲ)評価基準」により評価を行う。 

⑤ 合議の進め方

ア 各小委員会

各小委員会は、書面評価及びヒアリングを行った研究課題について、「⑥(ｱ)評価に当たっての着

目点(a)～(d)」の各要素に着目し、「⑥(ｲ)評価基準」により合議を行い、中間評価案を作成する。 

なお、「評価基準」が「Ｃ」の場合は、研究経費の減額又は研究の中止について検討する。 

また、学術研究以外で問題があった場合は、評価コメント案にその内容を示すとともに、中間評価

案に「Ｆ」を付す。 

イ 運営小委員会

運営小委員会は、中間評価案について合議を行い、中間評価を決定し、その結果を委員会に

報告する。 

⑥ 評価に当たっての着目点及び評価基準

(ｱ) 評価に当たっての着目点

(a) 研究の進展状況

・当初予見していなかった展開を含め、当初の研究目的又はそれと同等以上の研究の進展が

見られるか。
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・今後の研究推進上、問題となる点はないか。

・関連する学術分野の発展に対し、革新的な貢献をする見込みがあるか。

・今後の研究計画・方法の妥当性はどうか。

(b) これまでの研究成果

・当初予見していなかった成果を含め、国際的に当該研究分野を牽引する卓越した成果をあげ

ているか。（あげつつあるか。）

(c) 研究組織

・研究分担者等と数人で共同して行う研究においては、研究者相互に有機的連携が保たれ、

研究が効果的に進められているか。

(d) 研究費の使用

・購入された設備等は有効に活用されているか。

・その他、研究費は効果的に使用されているか。

(ｲ) 評価基準

区分 評  価  基  準 

Ａ＋ 想定を超える研究の進展があり、期待以上の成果が見込まれる 

Ａ 順調に研究が進展しており、期待どおりの成果が見込まれる 

 Ａ－ 一部に遅れ等が認められるため、今後努力が必要であるが、概ね順調に研究が進展

しており、一定の成果が見込まれる 

Ｂ 研究が遅れており、今後一層の努力が必要である 

 Ｃ 研究が遅れ、研究成果が見込まれないため、研究経費の減額又は研究の中止が適

当である 

三 国際情報発信強化 

(1)国際情報発信強化（Ａ）・オープンアクセス刊行支援

① 中間評価の時期及び方法

中間評価は、次の時期に行うヒアリングを踏まえ、合議により行う。

成果公開の助成期間３年目にヒアリングを実施する。

② ヒアリングの進め方

ア 担当委員の決定

小委員会は、中間評価を行う成果公開ごとに、小委員会に属する委員のうちから、評価者２

名を担当委員として決定する。担当委員は、担当する成果公開の評価において中心的役割を

担う。 

担当委員は、中間評価報告書、関係書類に基づき、評価コメント票を作成する。 

イ ヒアリング

小委員会は、中間評価報告書、関係書類に基づき、評価を行う。

ａ ヒアリングで用いる資料 

中間評価報告書、追加説明資料及び関係書類（計画調書、交付申請書及び実績報告

書）等をもとに行う。 

ｂ 時間配分の目安 

(ｱ) 代表者等からの事業進捗状況等の説明・・・・・・ １０分

(ｲ) 質疑応答 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０分

(ｳ) 審議及びヒアリング結果の記載 ・・・・・・・・・・・・・ １０分

ｃ 代表者等からの事業進捗状況等の説明 

代表者等（３名以内）から、中間評価報告書及び追加資料により説明を受ける。 
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ｄ 質疑応答 

担当委員は、質疑応答において中心的役割を担う。 

ｅ 審議及びコメント票の記載 

成果公開ごとにヒアリング終了後、評価者等による審議を行い、「④(ｱ)評価に当たって

の着目点（ａ）～（ｄ）」の各要素に着目し、「④(ｲ)評価基準」によりコメント票の記載を行う。 

③ 合議の進め方

小委員会

小委員会は、ヒアリングを行った成果公開について、「④(ｱ)評価に当たっての着目点（ａ）～ 

（ｄ）」の各要素に着目し、「④(ｲ)評価基準」により合議を行い、中間評価を作成する。 

なお、「評価基準」が「Ｃ」の場合は経費の減額又は取組の中止について検討する。 

また、取組以外で問題があった場合は、その内容とともに「④(ｲ)評価基準」で整理した区分   

に「F」を付す。 

④ 評価に当たっての着目点及び評価基準

(ｱ) 評価に当たっての着目点

（ａ）国際情報発信強化への目標の達成状況及び評価指標の改善・向上

・当初に設定された目標は、中間評価の時点においてどの程度達成されているか。

・当初に設定された評価指標は、中間評価の時点においてどの程度改善・向上している

か。

（ｂ）国際情報発信の取組内容及び実施計画の実施状況 

・これまでの取組内容及び実施計画・方法は、当初の予定通り実施されているか。

・今後の取組内容及び実施計画・方法は、目標を達成するために適切な計画となっている

か。

（ｃ）補助事業終了後の継続性 

・補助事業終了後、事業を継続できる見通しがあるか。

（ｄ）使用された経費の妥当性 

・新たな取組として使用された経費の内容は妥当であり、また有効に使用されている

か。

(ｲ) 評価基準

区分 評  価  基  準 

Ａ＋ 当初計画を上回っており、かつ改善した評価指標による目標達成が見込まれる。 

Ａ 当初計画が達成されつつあり、今後の目標達成が見込まれる。 

Ａ－ 当初計画より一部遅れは見られるが、概ね今後の目標達成が見込まれる。 

Ｂ 当初計画から遅れており、今後一層の努力が必要である。 

Ｃ 
当初計画から遅れ、今後の目標達成が見込まれないため、経費の減額又は取組の

中止が適当である。 

（2）国際情報発信強化（Ｂ）

① 中間評価の時期及び方法

中間評価は、次の時期に行う書面評価を踏まえ、合議により行う。

成果公開の助成期間３年目に書面評価を実施する。

なお、書面による評価で判断できない場合は、ヒアリングを行う。

② 書面評価の進め方
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ア 担当委員の決定及び評価コメント票の作成

小委員会は、中間評価を行う成果公開ごとに、小委員会に属する委員のうちから、評価者２

名を担当委員として決定する。担当委員は、担当する成果公開の評価において中心的役割を

担う。 

担当委員は、中間評価報告書、関係書類に基づき、評価コメント票を作成する。書面のみで

判断が困難な場合、ヒアリングを行う。 

イ 小委員会の評価

小委員会は、中間評価報告書、関係書類に基づき、評価を行う。

③ ヒアリングの進め方

ヒアリング

小委員会は、中間評価報告書、関係書類に基づき、評価を行う。

ａ ヒアリングで用いる資料 

中間評価報告書、追加説明資料及び関係書類（計画調書、交付申請書及び実績報告書）

等をもとに行う。 

ｂ 時間配分の目安 

(ｱ) 代表者等からの事業進捗状況等の説明・・・・・ １０分

(ｲ) 質疑応答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １０分 

(ｳ) 審議及びヒアリング結果の記載・・・・・・・・・・・・・  １０分

ｃ 代表者等からの事業進捗状況等の説明 

代表者等（３名以内）から、中間評価報告書及び追加資料により説明を受ける。 

ｄ 質疑応答 

担当委員は、質疑応答において中心的役割を担う。 

ｅ 審議及びコメント票の記載 

成果公開ごとにヒアリング終了後、評価者等による審議を行い、「⑤(ｱ)評価に当たって

の着目点（ａ）～（ｄ）」の各要素に着目し、「⑤(ｲ)評価基準」によりコメント票の記載を行う。 

④ 合議の進め方

小委員会

小委員会は、書面評価及びヒアリングを行った成果公開について、「⑤(ｱ)評価に当たって 

の着目点（ａ）～（ｄ）」の各要素に着目し、「⑤(ｲ)評価基準」により合議を行い、中間評価を作

成する。 

なお、「評価基準」が「Ｃ」の場合は経費の減額又は事業の中止について検討する。 

また、取組以外で問題があった場合は、その内容とともに「⑤(ｲ)評価基準」で整理した区分

に「F」を付す。 

⑤ 評価に当たっての着目点及び評価基準

(ｱ) 評価に当たっての着目点

（ａ） 国際情報発信強化への目標の達成状況及び評価指標の改善・向上

・当初に設定された目標は、中間評価の時点においてどの程度達成されているか。

・当初に設定された評価指標は、中間評価の時点においてどの程度改善・向上してい

るか。

（ｂ） 国際情報発信の取組内容及び実施計画の実施状況 

・これまでの取組内容及び実施計画・方法は、当初の予定通り実施されているか。

・今後の取組内容及び実施計画・方法は、目標を達成するために適切な計画となって

いるか。

（ｃ） 補助事業終了後の継続性 

・補助事業終了後、事業を継続できる見通しがあるか。
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（ｄ） 使用された経費の妥当性 

・新たな取組として使用された経費の内容は妥当であり、また有効に使用されているか。 

  

 

 

 (ｲ) 評価基準 

区分 評  価  基  準 

 Ａ＋  当初計画を上回っており、かつ改善した評価指標による目標達成が見込まれる。 

 Ａ  当初計画が達成されつつあり、今後の目標達成が見込まれる。 

 Ａ－  当初計画より一部遅れは見られるが、概ね今後の目標達成が見込まれる。 

 Ｂ  当初計画から遅れており、今後一層の努力が必要である。  

 Ｃ 
 当初計画から遅れ、今後の目標達成が見込まれないため、経費の減額又は取組の

中止が適当である。 

   

 

（中間評価結果の開示等） 

 第２３条 中間評価は、各評価者及び評価協力者の個別評価結果が特定されないように配慮した上で、

評価結果及び所見を代表者に開示するとともに、独立行政法人日本学術振興会ホームページ等により

公表する。 

２ 所見の公表にあたっては、特許権等の知的財産権の保護に配慮する。 
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第５章 事後評価 
 

（事後評価の方針） 

第２４条 事後評価は、対象となる研究課題の目的達成度等を把握するとともに、当該研究の今後の発展

に資することを目的として行う。 

 

（事後評価の対象） 

第２５条 事後評価は、特別推進研究及び基盤研究(Ｓ)の研究課題（平成３０年度助成以降に採択された

研究課題に限る。）について行う。 

 

（事後評価の実施体制） 

第２６条 委員会において行う評価は、次に掲げる部会等において行うものとする。 

 

部会等の名称 評  価  事  項 

審査・評価第一部会に置く各小委員会 ・特別推進研究の研究課題 

審査・評価第二部会に置く各小委員会 ・基盤研究（Ｓ）の研究課題 

 

（事後評価の方法） 

第２７条 事後評価の方法は、次のとおりとする。 

一 特別推進研究 

① 事後評価の時期及び方法 

事後評価は、研究の終了翌年度に書面により実施する。 

ただし、最終年度前年度の応募課題が採択された場合には、廃止する研究課題の事後評価は研

究期間終了の翌々年度に行う。 

 

② 書面評価の進め方 

ア 担当委員の決定及び評価コメント票の作成 

各小委員会は、事後評価を行う研究課題ごとに、各小委員会に属する委員及び専門委員のう

ちから、評価者２名程度を担当委員として決定する。担当委員は、担当する研究課題の評価にお

いて中心的役割を担う。 

担当委員は、事後評価報告書、関係書類に基づき、事後評価コメント票を作成する。 

イ 各小委員会の評価 

小委員会は、事後評価報告書、関係書類及び事後評価コメント票に基づき評価を行う。 

 

③ 合議の進め方 

ア 各小委員会 

各小委員会は、書面評価を行った研究課題について、「④(ｱ)評価に当たっての着目点(a)～

(c)」の各要素に着目し、「④(ｲ)評価基準」により合議を行い、事後評価案を作成する。 

また、学術研究以外で問題があった場合は、評価コメント案にその内容を示すとともに、事後評

価案に「Ｆ」を付す。 

イ 運営小委員会 

運営小委員会は、事後評価結果案について合議を行い、事後評価を決定し、その結果を委員

会に報告する。 

 

④ 評価に当たっての着目点及び評価基準 

(ｱ) 評価に当たっての着目点 

(a) 研究目的の達成度 

・当初予見していなかった展開を含め、当初の研究目的又はそれと同等以上の研究の進展が
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あったか。 

・研究推進時に生じた問題への対応は適切であったか。 

・関連する学術分野の発展に対し、革新的な貢献があったか。 

(b) 研究成果 

・当初予見していなかった成果を含め、国際的に当該研究分野を牽引する卓越した成果をあげ

たか。 

(c) 研究費の使用 

・購入された設備等は有効に活用されたか。 

・その他、研究費は効果的に使用されたか。 

 

 (ｲ) 評価基準 

区分 評  価  基  準 

 Ａ＋ 期待以上の成果があった 

 Ａ 期待どおりの成果があった 

 Ａ－ 一部十分ではなかったが、概ね期待どおりの成果があった 

 Ｂ 十分ではなかったが一応の成果があった 

 Ｃ 期待された成果が上がらなかった 

 

 

  二 基盤研究（Ｓ） 

① 事後評価の時期及び方法 

事後評価は、研究の終了翌年度に書面により実施する。 

ただし、最終年度前年度の応募課題が採択された場合には、廃止する研究課題の事後評価は

研究期間終了の翌々年度に行う。 

 

② 書面評価の進め方 

ア 担当委員の決定及び評価コメント票の作成 

各小委員会は、事後評価を行う研究課題ごとに、各小委員会に属する委員及び専門委員の

うちから、評価者２名程度を担当委員として決定する。担当委員は、担当する研究課題の評価

において中心的役割を担う。 

担当委員は、事後評価報告書及び関係書類に基づき、事後評価コメント票を作成する。 

イ 各小委員会の評価 

小委員会は、事後評価報告書、関係書類及び事後評価コメント票に基づき評価を行う。 

 

③ 合議の進め方 

ア 各小委員会 

各小委員会は、書面評価を行った研究課題について、「④(ｱ)評価に当たっての着目点(a)

～(c)」の各要素に着目し、「④(ｲ)評価基準」により合議を行い、事後評価案を作成する。 

また、学術研究以外で問題があった場合は、評価コメント案にその内容を示すとともに、事後

評価案に「Ｆ」を付す。 

イ 運営小委員会 

運営小委員会は、事後評価結果案について合議を行い、事後評価を決定し、その結果を委

員会に報告する。 

 

④ 評価に当たっての着目点及び評価基準 

(ｱ) 評価に当たっての着目点 

(a) 研究目的の達成度 
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・当初予見していなかった展開を含め、当初の研究目的又はそれと同等以上の研究の進展

があったか。 

・研究推進時に生じた問題への対応は適切であったか。 

・関連する学術分野の発展に対し、革新的な貢献があったか。 

(b) 研究成果 

・当初予見していなかった成果を含め、国際的に当該研究分野を牽引する卓越した成果を

あげたか。 

(c) 研究費の使用 

・購入された設備等は有効に活用されたか。 

・その他、研究費は効果的に使用されたか。 

 

 (ｲ) 評価基準 

区分 評  価  基  準 

 Ａ＋ 期待以上の成果があった 

 Ａ 期待どおりの成果があった 

 Ａ－ 一部十分ではなかったが、概ね期待どおりの成果があった 

 Ｂ 十分ではなかったが一応の成果があった 

 Ｃ 期待された成果が上がらなかった 

 

（事後評価結果の開示等） 

 第２８条 事後評価は、各評価者の個別評価結果が特定されないように配慮した上で、評価結果及び所

見を代表者に開示するとともに、独立行政法人日本学術振興会ホームページ等により公表する。 

２ 所見の公表にあたっては、特許権等の知的財産権の保護に配慮する。 

 

 附則（平成２９年８月２８日） 
この規程は、平成２９年８月２８日から施行する。 
 
 附則（平成２９年１０月３０日） 
この規程は、平成２９年１０月３０日から施行する。 
 

附則（平成３０年７月１９日） 
この規程は、平成３０年７月１９日から施行する。 
 

附則（平成３０年１０月３日） 
この規程は、平成３０年１０月３日から施行する。 
 

附則（令和元年７月２日） 
この規程は、令和元年７月２日から施行する。 
 

附則（令和元年９月１２日） 
この規程は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、第１０条二（２）及び第１２条四（２）の

規定は、令和元年９月１２日から施行する。 
 

附則（令和元年１１月１２日） 
この規程は、令和元年１１月１２日から施行する。 
 

附則（令和２年５月１２日） 
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この規程は、令和２年５月１２日から施行する。 
 

附則（令和２年８月１８日） 
この規程は、令和２年８月１８日から施行する。 
 

附則（令和２年１０月１３日） 
この規程は、令和２年１０月１３日から施行する。 
 

附則（令和２年１０月３０日） 
この規程は、令和２年１０月３０日から施行する。 

 
附則（令和２年１２月１４日） 

この規程は、令和２年１２月１４日から施行する。 
 
 附則（令和３年５月１０日） 
この規程は、令和３年５月１０日から施行する。 
 
 附則（令和３年８月２日） 
この規程は、令和３年８月２日から施行する。 
 

附則（令和３年１０月５日） 
この規程は、令和３年１０月５日から施行する。 
 

附則（令和４年４月１５日） 
この規程は、令和４年４月１５日から施行する。 
 
 附則（令和４年６月１０日） 
この規程は、令和４年６月１０日から施行する。 
 
 附則（令和４年１０月１３日） 
この規程は、令和４年１０月１３日から施行する。 
 
 附則（令和５年３月７日） 
この規程は、令和５年３月７日から施行する。ただし、第１２条十の規定は、令和６(2024)年度以

降の特別研究員奨励費の公募から適用する。 
 
 附則（令和５年６月１９日） 
この規程は、令和５年６月１９日から施行する。 
 

附則（令和６年３月１日） 
この規程は、令和６年３月１日から施行する。 
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【合計１１小委員会】

審査・評価第二部会 Ａ～Ｋ小委員会

運営小委員会
　基盤研究（S)

【合計６５小委員会】

科学研究費委員会組織図
【小委員会合計：１，２３８小委員会（分割及び合同は含まない）】

【合計３小委員会】

審査・評価第一部会 人文社会系小委員会

運営小委員会 理工系小委員会
　特別推進研究

生物系小委員会

【合計３０６小委員会】

審査第三部会 第０１０１０小委員会～第９０１５０小委員会

運営小委員会
　基盤研究（C）（応募区分「一般」）

【合計３０６小委員会】

審査第一部会 第１小委員会～第９０小委員会

運営小委員会
　基盤研究（Ａ）（応募区分「一般」）
　基盤研究（Ａ・Ｂ）（応募区分「海外学術調査」）
　（継続研究課題）
　若手研究（Ａ）（継続研究課題）

【合計３０６小委員会】

審査第二部会 第０１０１０小委員会～第９０１５０小委員会

運営小委員会
　基盤研究（Ｂ）（応募区分「一般」）

【合計６７小委員会】

挑戦的研究部会 第１小委員会～第９０小委員会

運営小委員会 高度科学技術社会の新局面小委員会
　挑戦的研究（開拓)
　挑戦的研究（萌芽）
　挑戦的萌芽研究（継続研究課題）

超高齢社会研究小委員会

審査第四部会 第０１０１０小委員会～第９０１５０小委員会

運営小委員会
　若手研究
　若手研究（Ｂ）（継続研究課題）

【合計４７小委員会】

審査第五部会 第０１０１小委員会～第１１０１小委員会

運営小委員会
　研究活動スタート支援

次世代の農資源利用小委員会

情報社会におけるトラスト小委員会

【合計３７小委員会】

奨励研究部会 第１１１０小委員会～第４１２０小委員会

　奨励研究 運営小委員会

【合計６小委員会】

特設分野研究部会 グローバル・スタディーズ小委員会

運営小委員会 人工物システムの強化小委員会
　基盤研究（B・C)
　（応募区分「特設分野研究」） 複雑系疾病論小委員会

オラリティと社会小委員会

国際科学研究費第一部会 情報学小委員会

運営小委員会 環境学小委員会
　国際共同研究加速基金
　（国際共同研究強化、
　海外連携研究、
　帰国発展研究）

人文学小委員会

社会科学小委員会

【合計６小委員会】

成果公開部会 国際情報発信強化小委員会

運営小委員会 人文科学小委員会
　研究成果公開発表
　国際情報発信強化
　学術図書、データベース

社会科学小委員会

理工小委員会

生物小委員会

数物系科学小委員会

化学小委員会

工学小委員会

生物学小委員会

農学小委員会

医歯薬学小委員会

研究成果の社会還元・普及小委員会

【合計７５小委員会】

第１小委員会～第９０小委員会

【合計３小委員会】

国際科学研究費第二部会 人文社会系小委員会

運営小委員会 理工系小委員会
　国際共同研究加速基金
　（国際先導研究） 生物系小委員会

科
学
研
究
費
委
員
会

日
本
学
術
振
興
会
理
事
長

別添１
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別添２ 

科学研究費助成事業配分方式 
（基盤研究（Ｂ・Ｃ）（応募区分「特設分野研究」）、「奨励研究」、 

「研究成果公開促進費」、「特別研究員奨励費」を除く。） 

 

○基盤研究（Ｓ・Ａ）の審査区分毎の配分枠 
 

ａ＋ｂ 

（Ｂ－Ａ）× 

２ 

 

 

 （注）要素： Ａ＝当該研究種目（応募区分）の継続の研究課題の本年度分の内約額 
Ｂ＝当該研究種目（応募区分）の本年度配分予定額 

ａ＝当該研究種目（応募区分）の本年度新規応募研究経費（継続研究

課題の増額応募分を含む）（Ｃ）に対する当該審査区分に係る本

年度新規応募研究経費（継続研究課題の増額応募分を含む）（Ｄ）

の構成比〔Ｄ／Ｃ〕 

ｂ＝当該研究種目（応募区分）の本年度新規応募研究課題数（Ｅ）に

対する当該審査区分に係る本年度新規応募研究課題数（Ｆ）の構

成比〔Ｆ／Ｅ〕 

 

○基盤研究（Ｂ・Ｃ）、若手研究、研究活動スタート支援、挑戦的研究（開拓、萌芽）、

国際共同研究加速基金の審査区分毎の配分枠 
 

ａ＋ｂ 

Ａ × 

２ 

 

 

 （注）要素： Ａ＝当該研究種目の全研究期間の配分予定額 
ａ＝当該研究種目の全研究期間の新規応募研究経費（Ｃ）に対する当

該審査区分に係る全研究期間の新規応募研究経費（Ｄ）の構成比

〔Ｄ／Ｃ〕 

ｂ＝当該研究種目の新規応募研究課題数（Ｅ）に対する当該審査区分

に係る新規応募研究課題数（Ｆ）の構成比〔Ｆ／Ｅ〕 
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別添３ 

 
基盤研究（Ｓ）の 

書面審査における評定基準等 
 

 
 

 科学研究費助成事業（科研費）は、全ての研究分野にわたり、基礎から応用までのあら

ゆる学術研究を格段に発展させることを目的とするものです。配分審査にあたって、各審

査委員は、応募研究課題について、この目的に大きく寄与するかどうかを適切かつ公正に

判断することが求められます。 

 

  審査においては、審査区分として「大区分」を適用します。審査方式は、審査委員全員

が全ての研究課題について書面審査を行った上で、同一の審査委員が合議審査の場で応募

研究課題について幅広い視点から議論により審査する「総合審査」を実施します。 

この審査方式により、研究課題に対する深い理解と徹底した議論によって、その提案の

独自性、創造性、実行可能性を多角的に見極め、優れた研究課題を見いだすことができる

よう、適切な評価を行ってください。 

 

 書面審査では、各研究課題について、以下の個別の評定要素を考慮した上で、４段階に

よる相対的な総合評点を付すこととします。合議審査では、書面審査における総合評点の

素点等を適切に勘案して議論を行い、ヒアリング研究課題を選定します。ヒアリングの結

果等に基づき、研究課題の採否及び研究費の配分額を決定します。 

 なお、審査の過程においては、ヒアリング研究課題の選定のため、専門分野に近い研究

者が作成する「審査意見書」も活用してください。 

 

 審査にあたり、高い総合評点を付す研究課題は、必ずしも、全ての個別要素において高

い評価を得た研究課題である必要はありません。 

 研究分野の特性など、学術研究の多様性に配慮しつつ、幅広く重要な研究を見いだし、学

術研究が進展するよう、適切な評価を行ってください。 

  

また、利害関係にある研究者が研究組織に参加している応募研究課題（第８条の一参

照）の審査は行わないでください。 
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ⅰ評定基準 
 

〔評定要素〕  
        

 （１）研究課題の学術的重要性  

・学術的に見て、推進すべき重要な研究課題であるか。 

・研究課題の核心をなす学術的「問い」は明確であり、学術的独自性や創造性が認められるか。 

・研究計画の着想に至る経緯や、関連する国内外の研究動向と研究の位置づけは明確であるか。 

      ・本研究課題の遂行によって、より広い学術、科学技術あるいは社会などへの波及効果が期待で

きるか。 

       

 （２）研究方法の妥当性 

   ・研究目的を達成するため、研究方法等は具体的かつ適切であるか。また、研究経費は研究計画

と整合性がとれたものとなっているか。 

   ・研究目的を達成するための準備状況は適切であるか。 

  

 

 （３）研究遂行能力及び研究環境の適切性 

      ・これまでの研究活動等から見て、研究計画に対する十分な遂行能力を有しているか。 

     ・研究計画の遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等、研究環境は整っているか。 

       

  

 
〔総合評点〕 

 

   各研究課題の採択について、上記（１）～（３）の評定要素に着目しつつ、「審査意見書」

も活用しながら、総合的な判断の上、下表右欄に基づき示される評点分布に従って４段階評価

を行い、総合評点を付してください。（担当研究課題数が少ない場合は、この限りではあり

ません。）   

    なお、「利害関係」にあたる研究課題の場合は「利害関係の理由」欄に理由を記入して

ください。 

        また、研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び法

令等の遵守への対応」欄は、書面審査において付す総合評点には考慮しないこととしてい

るため、それ以外の各欄等に基づいて総合評点を付してください。「研究費の応募・受入

等の状況」欄、「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の審査における取扱いは、

「ⅲ 留意事項」を確認してください。 

 
 

評点区分 評 定 基 準  評点分布の目安 

  Ｓ 最優先で採択すべき １０％ 

  Ａ 積極的に採択すべき １０％ 

  Ｂ 採択してもよい １０％ 

  Ｃ Ｓ～Ｂに入らないもの ７０％ 

  － 利害関係があるので判定できない － 
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〔審査意見の記入〕 

 

    基盤研究（Ｓ）では、書面審査と合議審査を同一の審査委員が行いますが、合議審査での議論

を深めるためにも、書面審査における審査意見は審査委員名等とともに審査資料として提示しま

す。 

    「審査意見」欄には、全ての研究課題について、当該研究課題の長所と短所を中心とした審査

意見を必ず記入してください。 
   
ⅱ その他の評価項目 
 

 研究経費の妥当性 
 

  科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、研究経費の妥当性・必要性について以下の

点を考慮し、下記の評定区分により、評定をしてください。（「（空白）」以外の評定区分

は、各評定基準の記載内容に明らかに該当すると判断する場合。） 

  なお、「△」又は「×」の評定をする場合は、その判断に至った根拠を具体的に「その判

断に至った理由」欄に記入してください。 
 

・研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 

・設備備品の購入経費等は研究計画遂行上真に必要なものが計上されているか。 

・研究設備の購入経費、旅費又は人件費・謝金のいずれかの経費が９０％を超えて計上さ

れている場合には、研究計画遂行上有効に使用されることが見込まれるか。 
 

評定区分 評 定 基 準 

 （空白） 平均的な充足率であれば当該研究の遂行が可能である 

    ○ 研究計画の内容から判断し、充足率を高くすることが望ましい 

    △ 研究計画の内容から判断し、充足率を低くすることが望ましい 

    × 研究経費の内容に問題がある 
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ⅲ 留意事項 

 

 （１）「研究費の応募・受入等の状況」欄の取扱いについて 

 

他の研究課題の応募・受入等の状況については、合議審査において「研究資金の不合理な重複や

過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を判断する際の参考とすることとして

います。このため、審査において付す総合評点には考慮しないでください。 

書面審査においては、明らかに「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研究課

題が十分遂行し得ない」と判断した研究課題がある場合には、その根拠を「その判断に至っ

た理由」欄に記入してください。 

なお、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合を含む）」場

合には記入は不要です。 
 

 

（２）「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の取扱いについて 

 

   研究計画の遂行において人権保護や法令等の遵守が必要とされる研究課題については、関連する

法令等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・対策等を行った上

で、研究計画を実施することとなります。このため、審査の評価項目として考慮する必要はありま

せん。 

 

なお、研究を実施するに当たり所定の手続き・対策等に不十分な点が見受けられるなど研究機

関に対して予め指摘が必要と考える場合には、その考えに至った根拠を具体的に「その判断に至

った理由」欄に記入してください。採択された場合には、応募者が所属する研究機関に対して所

定の手続き・対策等を行うよう通知するとともに、不採択であった場合でも、審査結果の開示に

おいて所定の手続き・対策等に不十分な点があった旨を表示します。 

また、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合も含む。）」場合

には、「その判断に至った理由」欄への記入は不要です。 
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別添４ 

 
基盤研究（Ａ）（応募区分「一般」）の 

書面審査における評定基準等 
 

 
 

 科学研究費助成事業（科研費）は、全ての研究分野にわたり、基礎から応用までのあら

ゆる学術研究を格段に発展させることを目的とするものです。配分審査にあたって、各審

査委員は、応募研究課題について、この目的に大きく寄与するかどうかを適切かつ公正に

判断することが求められます。 

 

  審査においては、審査区分として「中区分」を適用します。審査方式は、審査委員全員

が全ての研究課題について書面審査を行った上で、同一の審査委員が合議審査の場で応募

研究課題について幅広い視点から議論により審査する「総合審査」を実施します。 

この審査方式により、研究課題に対する深い理解と徹底した議論によって、その提案の

独自性、創造性、実行可能性を多角的に見極め、優れた研究課題を見いだすことができる

よう、適切な評価を行ってください。 

 

 書面審査では、各研究課題について、以下の個別の評定要素を考慮した上で、４段階に

よる相対的な総合評点を付すこととします。合議審査では、書面審査における総合評点の

素点等を適切に勘案して議論を行い、研究課題の採否及び研究費の配分額を決定します。 

 

 審査にあたり、高い総合評点を付す研究課題は、必ずしも、全ての個別要素において高

い評価を得た研究課題である必要はありません。 

 研究分野の特性など、学術研究の多様性に配慮しつつ、幅広く重要な研究を見いだし、学

術研究が進展するよう、適切な評価を行ってください。 

  

また、利害関係にある研究者が研究組織に参加している応募研究課題（第８条の一参

照）の審査は行わないでください。 
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ⅰ評定基準 
 

〔評定要素〕  
        

 （１）研究課題の学術的重要性  

・学術的に見て、推進すべき重要な研究課題であるか。 

・研究課題の核心をなす学術的「問い」は明確であり、学術的独自性や創造性が認められるか。 

・研究計画の着想に至る経緯や、関連する国内外の研究動向と研究の位置づけは明確であるか。 

       ・本研究課題の遂行によって、より広い学術、科学技術あるいは社会などへの波及効果が期待

できるか。 

       

 （２）研究方法の妥当性 

   ・研究目的を達成するため、研究方法等は具体的かつ適切であるか。また、研究経費は研究計画

と整合性がとれたものとなっているか。 

   ・研究目的を達成するための準備状況は適切であるか。 

  

 （３）研究遂行能力及び研究環境の適切性 

      ・これまでの研究活動等から見て、研究計画に対する十分な遂行能力を有しているか。 

     ・研究計画の遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等、研究環境は整っているか。 

       

 
〔総合評点〕 

 

   各研究課題の採択について、上記（１）～（３）の評定要素に着目しつつ、総合的な判断の

上、下表右欄に基づき示される評点分布に従って４段階評価を行い、総合評点を付してくだ

さい。（担当研究課題数が少ない場合は、この限りではありません。）   

    なお、「利害関係」にあたる研究課題の場合は「利害関係の理由」欄に理由を記入して

ください。 

        また、研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び法

令等の遵守への対応」欄は、書面審査において付す総合評点には考慮しないこととしてい

るため、それ以外の各欄等に基づいて総合評点を付してください。「研究費の応募・受入

等の状況」欄、「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の審査における取扱いは、

「ⅲ 留意事項」を確認してください。 

 

評点区分 評 定 基 準  評点分布の目安 

  Ｓ 最優先で採択すべき １０％ 

  Ａ 積極的に採択すべき １０％ 

  Ｂ 採択してもよい １０％ 

  Ｃ Ｓ～Ｂに入らないもの ７０％ 

  － 利害関係があるので判定できない － 
 
 

〔審査意見の記入〕 

 

    基盤研究（Ａ）（応募区分「一般」）では、書面審査と合議審査を同一の審査委員が行います

が、合議審査での議論を深めるためにも、書面審査における審査意見は審査委員名等とともに審

査資料として提示します。 
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    「審査意見」欄には、全ての研究課題について、当該研究課題の長所と短所を中心とした審査

意見を必ず記入してください。 
   
 
ⅱ その他の評価項目 
 

 研究経費の妥当性 
 

  科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、研究経費の妥当性・必要性について以下の

点を考慮し、下記の評定区分により、評定をしてください。（「（空白）」以外の評定区分

は、各評定基準の記載内容に明らかに該当すると判断する場合。） 

  なお、「△」又は「×」の評定をする場合は、その判断に至った根拠を具体的に「その判

断に至った理由」欄に記入してください。 
 

・研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 

・設備備品の購入経費等は研究計画遂行上真に必要なものが計上されているか。 

・研究設備の購入経費、旅費又は人件費・謝金のいずれかの経費が９０％を超えて計上さ

れている場合には、研究計画遂行上有効に使用されることが見込まれるか。 
 

評定区分 評 定 基 準 

 （空白） 平均的な充足率であれば当該研究の遂行が可能である 

    ○ 研究計画の内容から判断し、充足率を高くすることが望ましい 

    △ 研究計画の内容から判断し、充足率を低くすることが望ましい 

    × 研究経費の内容に問題がある 
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ⅲ 留意事項 

 

 （１）「研究費の応募・受入等の状況」欄の取扱いについて 

 

他の研究課題の応募・受入等の状況については、合議審査において「研究資金の不合理な重複や

過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を判断する際の参考とすることとして

います。このため、審査において付す総合評点には考慮しないでください。 

書面審査においては、明らかに「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研究課

題が十分遂行し得ない」と判断した研究課題がある場合には、その根拠を「その判断に至っ

た理由」欄に記入してください。 

なお、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合を含む）」場

合には記入は不要です。 
 

 

（２）「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の取扱いについて 

 

   研究計画の遂行において人権保護や法令等の遵守が必要とされる研究課題については、関連する

法令等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・対策等を行った上

で、研究計画を実施することとなります。このため、審査の評価項目として考慮する必要はありま

せん。 

 

なお、研究を実施するに当たり所定の手続き・対策等に不十分な点が見受けられるなど研究機

関に対して予め指摘が必要と考える場合には、その考えに至った根拠を具体的に「その判断に至

った理由」欄に記入してください。採択された場合には、応募者が所属する研究機関に対して所

定の手続き・対策等を行うよう通知するとともに、不採択であった場合でも、審査結果の開示に

おいて所定の手続き・対策等に不十分な点があった旨を表示します。 

また、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合も含む。）」場合

には、「その判断に至った理由」欄への記入は不要です。 
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別添５ 

基盤研究（Ｂ・Ｃ）（応募区分「一般」）、若手研究の 

書面審査における評定基準等 

 

 科学研究費助成事業（科研費）は、全ての研究分野にわたり、基礎から応用までのあら

ゆる学術研究を格段に発展させることを目的とするものです。配分審査にあたって、各審

査委員は、応募研究課題について、この目的に大きく寄与するかどうかを適切かつ公正に

判断することが求められます。 

 

審査においては、審査区分として「小区分」を適用します。なお、基盤研究（Ｂ）にお

いて著しく応募件数の少ない小区分は、他の小区分と合同で審査を行います。 

審査方式は、合議審査を行わず、同一の審査委員が２段階にわたり、書面審査を実施し

採否を決定する「２段階書面審査」を実施します。 

 

 １段階目の審査においては、各研究課題について、以下の研究内容、研究計画等に関す

る個別の評定要素に対する絶対評価を行った上で、４段階による総合評点を相対的な評価

に基づいて付すこととします。  

なお、評定要素ごとに行う絶対評価において、「２ やや不十分である」又は「１ 不

十分である」を付した場合には、当該評定要素のいずれの項目について「やや不十分であ

る」又は「不十分である」と判断したか、その理由を選択することとします。この選択さ

れた項目については、不採択者のうち１段階目の審査結果の開示を予め希望した者に開示

します。 

 ２段階目の審査では、同一の審査委員が、１段階目の書面審査の結果に基づき２段階目

の審査対象となった研究課題について、新たに２段階目の評点を付します。その際、同じ

研究課題の審査をしている全ての審査委員の審査意見（１段階目）等を確認の上、自身の

見識に基づいて評点を付してください。 

研究課題の採否及び研究費の配分額は、その評点等に基づき決定します。 

 

 審査にあたり、高い総合評点を付す研究課題は、必ずしも、全ての個別要素において高

い評価を得た研究課題である必要はありません。 

 研究分野の特性など、学術研究の多様性に配慮しつつ、幅広く重要な研究を見いだし、

学術研究が進展するよう、適切な評価を行ってください。 

  

また、利害関係にある研究者が研究組織に参加している応募研究課題（第８条の一参

照）の審査は行わないでください。 
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ⅰ評定基準 

 

〔評定要素〕  

 

 （１）研究課題の学術的重要性        

・学術的に見て、推進すべき重要な研究課題であるか。 

   ・研究課題の核心をなす学術的「問い」は明確であり、学術的独自性や創造性が認められるか。 

・研究計画の着想に至る経緯や、関連する国内外の研究動向と研究の位置づけは明確であるか。 

・本研究課題の遂行によって、より広い学術、科学技術あるいは社会などへの波及効果が期待で

きるか。 
       

評点区分 評定基準 

４ 優れている 

３ 良好である 

２ やや不十分である 

１ 不十分である 

 
 

 （２）研究方法の妥当性 

   ・研究目的を達成するため、研究方法等は具体的かつ適切であるか。また、研究経費は研究計画

と整合性がとれたものとなっているか。 

・研究目的を達成するための準備状況は適切であるか。 
      

評点区分 評定基準 

４ 優れている 

３ 良好である 

２ やや不十分である 

１ 不十分である 

 
 

 （３）研究遂行能力及び研究環境の適切性 

      ・これまでの研究活動等から見て、研究計画に対する十分な遂行能力を有しているか。 

      ・研究計画の遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等、研究環境は整っているか。 
      

評点区分 評定基準 

４ 優れている 

３ 良好である 

２ やや不十分である 

１ 不十分である 
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〔１段階目の審査における総合評点及び審査意見の記入〕 

  

 【１段階目の審査における総合評点】 

   各研究課題の採択について、上記（１）～（３）の評定要素に着目しつつ、総合的な判断の上、

下表右欄の評点分布に従って４段階評価を行い、総合評点を付してください。（担当研究課題数

が少ない場合は、この限りではありません。）   

    なお、「利害関係」にあたる研究課題の場合は「利害関係の理由」欄に理由を記入してくだ

さい。 

    また、研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び法令等

の遵守への対応」欄は、審査において付す総合評点には考慮しないこととしているため、それ

以外の各欄等に基づいて総合評点を付してください。「研究費の応募・受入等の状況」欄、

「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の審査における取扱いは、「ⅲ 留意事項」を確

認してください。 

 

評点区分 評点分布の目安 

４ １０％ 

３ ２０％ 

２ ４０％ 

１ ３０％ 

利害関係があるので判定できない  － 

       注：評価にあたっては、以下を目安として評点を付してください。 

         「４：非常に優れている」、「３：優れている」、「２：普通」、 

「１：劣っている」 

 

【１段階目の審査における審査意見の記入】 

    １段階目の審査においては、全ての研究課題の「審査意見」欄に、当該研究課題の長所と短所

を中心とした審査意見を必ず記入してください。なお、２段階目の審査では審査意見を付す必要

はありません。 

この審査意見は、２段階目の審査において新たな総合評点を付す際に、各審査委員が研究課題

への理解をより深めるために、他の審査委員に提示します。 

     

〔２段階目の審査における総合評点〕 

    １段階目の書面審査の結果に基づき２段階目の審査対象となった各研究課題の採択について、

上記（１）～（３）の評定要素に着目しつつ、同じ研究課題の審査をしている全ての審査委員が

付した審査意見等も確認し、総合的な判断の上、下表右欄に基づき別途示される評点分布に従っ

て４段階評価を行い、総合評点を付してください。 

    なお、２段階目の審査対象とする研究課題を設定するにあたっては、１段階目の書面審査の結

果における順位が採択予定件数付近にある研究課題のほか、一部の審査委員が極端に低い評点を

付した研究課題についても考慮しています。 

     また、研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び法令等の

遵守への対応」欄は、審査において付す総合評点には考慮しないこととしているため、それ以外

の各欄等に基づいて総合評点を付してください。「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の

保護及び法令等の遵守への対応」欄の審査における取扱いは、「ⅲ 留意事項」を確認してくだ

さい。 
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評点区分 

 

評 定 基 準 

 

 評点分布の目安  

  Ａ 

 

２段階目の審査の対象となった研究

課題のうち、最優先で採択すべき 

 

 

 

採択予定件数に応じて調整 

 

  Ｂ 

 

２段階目の審査の対象となった研究

課題のうち、積極的に採択すべき 

  Ｃ 

 

２段階目の審査の対象となった研究

課題のうち、採択してもよい 

  Ｄ Ａ～Ｃに入らないもの 

  － 

 

利害関係があるので判定できない － 

 

 

ⅱ その他の評価項目 

 

 研究経費の妥当性 

 

  科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、研究経費の妥当性・必要性について以下の点を

考慮し、研究経費の内容に問題があり、充足率を低くすることが望ましい場合には「×」を付し

てください。「×」を付した審査委員が複数となった研究課題については、平均充足率よりも低

く設定します。 

  

・研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 

・設備備品の購入経費等は研究計画遂行上真に必要なものが計上されているか。 

・研究設備の購入経費、旅費又は人件費・謝金のいずれかの経費が９０％を超えて計上されて

いる場合には、研究計画遂行上有効に使用されることが見込まれるか。 

  

ⅲ 留意事項 

 

 （１）「研究費の応募・受入等の状況」欄の取扱いについて 

 

   他の研究課題の応募・受入等の状況については、当該研究課題が「研究資金の不合理な重複や

過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を判断するために参考とすることと

しています。そのため、審査において付す総合評点には考慮しないでください。 

なお、研究資金の不合理な重複等の判断に当たっては以下の手続きに従って判断をしてください。 

 

  【１段階目】 

１段階目の審査においては、明らかに「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研究課

題が十分遂行し得ない」と判断した研究課題がある場合には、その根拠を「その判断に至った理

由」欄に記入してください。 

なお、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合を含む）」場合には

記入は不要です。 
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【２段階目】 

   ２段階目の審査においては、２段階目の審査対象となった研究課題及びそれよりも上位の研究課

題のうち、１段階目の審査で、「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研究課題が十

分遂行し得ない」と判断し、その根拠を「その判断に至った理由」に記入した審査委員が複数い

た研究課題について、改めて、「研究資金の不合理な重複や過度の集中にならず、研究課題が十

分遂行し得るかどうか」を確認することとなります。確認の上、研究資金の不合理な重複や過度

の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るまたは判断ができない場合には「特段の問題はない

（判断できない場合を含む）」を、明らかに問題がある場合には「×」を付してください。 

   なお、審査委員全員が「×」を付した研究課題は、学術的価値の評価にかかわらず不採択とな

ります。 

 

 

（２）「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の取扱いについて 

 

   研究計画の遂行において人権保護や法令等の遵守が必要とされる研究課題については、関連する

法令等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・対策等を行った上

で、研究計画を実施することとなります。このため、審査の評価項目として考慮する必要はありま

せん。 

 

なお、研究を実施するに当たり所定の手続き・対策等に不十分な点が見受けられるなど研究機

関に対して予め指摘が必要と考える場合には、その考えに至った根拠を具体的に「その判断に至

った理由」欄に記入してください。採択された場合には、応募者が所属する研究機関に対して所

定の手続き・対策等を行うよう通知するとともに、不採択であった場合でも、審査結果の開示に

おいて所定の手続き・対策等に不十分な点があった旨を表示します。 

また、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合も含む。）」場合

には、「その判断に至った理由」欄への記入は不要です。 
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別添６ 

 
 

研究活動スタート支援の書面審査における評定基準等 
 

 

 科学研究費助成事業（科研費）は、全ての研究分野にわたり、基礎から応用までのあら

ゆる学術研究を格段に発展させることを目的とするものです。配分審査にあたって、各審

査委員は、応募研究課題について、この目的に大きく寄与するかどうかを適切かつ公正に

判断することが求められます。 

 

審査においては、審査区分として「『研究活動スタート支援』審査区分」を適用しま

す。審査方式は、合議審査を行わず、書面審査を実施し採否を決定します。 

 

 各研究課題について、以下の研究内容、研究計画等に関する個別の評定要素に対する絶

対評価を行った上で、４段階による総合評点を相対的な評価に基づいて付すこととしま

す。  

なお、評定要素ごとに行う絶対評価において、「２ やや不十分である」又は「１ 不

十分である」を付した場合には、当該評定要素のいずれの項目について「やや不十分であ

る」又は「不十分である」と判断したか、その理由を選択することとします。この選択さ

れた項目については、不採択者のうち審査結果の開示を予め希望した者に開示します。 

研究課題の採否及び研究費の配分額は、その評点等に基づき決定します。 

 

 審査にあたり、高い総合評点を付す研究課題は、必ずしも、全ての個別要素において高

い評価を得た研究課題である必要はありません。 

 研究分野の特性など、学術研究の多様性に配慮しつつ、幅広く重要な研究を見いだし、学

術研究が進展するよう、適切な評価を行ってください。 

  

また、利害関係にある研究者が研究組織に参加している応募研究課題（第８条の一参

照）の審査は行わないでください。 
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ⅰ評定基準 
 

〔評定要素〕  
 

 （１）研究課題の学術的重要性        

・学術的に見て、推進すべき重要な研究課題であるか。 

   ・研究課題の核心をなす学術的「問い」は明確であり、学術的独自性や創造性が認められるか。 

・研究計画の着想に至る経緯や、関連する国内外の研究動向と研究の位置づけは明確であるか。 

・本研究課題の遂行によって、より広い学術、科学技術あるいは社会などへの波及効果が期待で

きるか。 
       

評点区分 評定基準 

４ 優れている 

３ 良好である 

２ やや不十分である 

１ 不十分である 
 
 

 （２）研究方法の妥当性 

   ・研究目的を達成するため、研究方法等は具体的かつ適切であるか。また、研究経費は研究計画

と整合性がとれたものとなっているか。 

・研究目的を達成するための準備状況は適切であるか。 
      

評点区分 評定基準 

４ 優れている 

３ 良好である 

２ やや不十分である 

１ 不十分である 
 
 

 （３）研究遂行能力及び研究環境の適切性 

      ・これまでの研究活動等から見て、研究計画に対する十分な遂行能力を有しているか。 

      ・研究計画の遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等、研究環境は整っているか。 
      

評点区分 評定基準 

４ 優れている 

３ 良好である 

２ やや不十分である 

１ 不十分である 
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〔総合評点及び審査意見の記入〕 
  

 【総合評点】 

   各研究課題の採択について、上記（１）～（３）の評定要素に着目しつつ、総合的な判断の

上、下表右欄の評点分布に従って４段階評価を行い、総合評点を付してください。（担当研究課

題数が少ない場合は、この限りではありません。）   

    なお、「利害関係」にあたる研究課題の場合は「利害関係の理由」欄に理由を記入してくだ

さい。 

    また、研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び法令等

の遵守への対応」欄は、審査において付す総合評点には考慮しないこととしているため、それ

以外の各欄等に基づいて総合評点を付してください。「研究費の応募・受入等の状況」欄、

「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の審査における取扱いは、「ⅲ 留意事項」を確

認してください。 

 

評点区分 評点分布の目安 

４ １０％ 

３ ２０％ 

２ ４０％ 

１ ３０％ 

利害関係があるので判定できない － 

       注：評価にあたっては、以下を目安として評点を付してください。 

         「４：非常に優れている」、「３：優れている」、「２：普通」、 

「１：劣っている」 
 

【審査意見の記入】 

    審査においては、研究課題の「審査意見」欄に、当該研究課題の長所と短所を中心とした審査

意見を記入してください。 

     
         

ⅱ その他の評価項目 

 

 研究経費の妥当性 

 

  科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、研究経費の妥当性・必要性について以下の点を

考慮し、研究経費の内容に問題があり、充足率を低くすることが望ましい場合には「×」を付し

てください。「×」を付した審査委員が複数となった研究課題については、平均充足率よりも低

く設定します。 

  

・研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 

・設備備品の購入経費等は研究計画遂行上真に必要なものが計上されているか。 

・研究設備の購入経費、旅費又は人件費・謝金のいずれかの経費が９０％を超えて計上されて

いる場合には、研究計画遂行上有効に使用されることが見込まれるか。 
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ⅲ 留意事項 

 

 （１）「研究費の応募・受入等の状況」欄の取扱いについて 

 

   他の研究課題の応募・受入等の状況については、当該研究課題が「研究資金の不合理な重複や

過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を判断するために参考とすることと

しています。そのため、審査において付す総合評点には考慮しないでください。 

なお、研究資金の不合理な重複等の判断に当たっては以下の手続きに従って判断をしてくださ

い。 

 

明らかに「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研究課題が十分遂行し得ない」と判

断した研究課題がある場合には、その根拠を「その判断に至った理由」欄に記入してください。

（審査委員全員が「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研究課題が十分遂行し得な

い」と判断した研究課題は、学術的価値の評価にかかわらず不採択となります。） 

なお、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合を含む）」場合には

記入は不要です。 

 

（２）「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の取扱いについて 

 

   研究計画の遂行において人権保護や法令等の遵守が必要とされる研究課題については、関連する

法令等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・対策等を行った上

で、研究計画を実施することとなります。このため、審査の評価項目として考慮する必要はありま

せん。 

 

なお、研究を実施するに当たり所定の手続き・対策等に不十分な点が見受けられるなど研究機

関に対して予め指摘が必要と考える場合には、その考えに至った根拠を具体的に「その判断に至

った理由」欄に記入してください。採択された場合には、応募者が所属する研究機関に対して所

定の手続き・対策等を行うよう通知するとともに、不採択であった場合でも、審査結果の開示に

おいて所定の手続き・対策等に不十分な点があった旨を表示します。 

また、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合も含む。）」場合

には、「その判断に至った理由」欄への記入は不要です。 
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別添７ 

挑戦的研究（開拓・萌芽）の書面審査における評定基準等 

 

 

 科学研究費助成事業（科研費）は、全ての研究分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる学

術研究を格段に発展させることを目的とするものです。配分審査にあたって、各審査委員は、応

募研究課題について、この目的に大きく寄与するかどうかを適切かつ公正に判断することが求め

られます。 
 

「挑戦的研究（開拓・萌芽）」は、斬新な発想に基づき、これまでの学術の体系や方向を大き

く変革・転換させることを志向し、飛躍的に発展する潜在性を有する研究計画（（萌芽）につい

ては、探索的性質の強い、あるいは芽生え期の研究計画を含む）を支援することを目的としてお

り、「基盤研究」や「若手研究」などの研究種目とは明確に異なる性格を持ったものです。 

 

「挑戦的研究」では、「新しい原理や学理の発見・追求」、「学術の概念や体系の見直し」、

「研究のブレークスルーをもたらすような、大きな発想の転換や斬新な方法論等の導入」といっ

たこれまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させる潜在性を有している研究課題を対象と

していますので、当該研究の「挑戦的研究」としての意義を重視した審査を行ってください。 

また、そうした「挑戦的研究」の実行可能性を確認する観点から、これまでの研究歴と当該研

究活動の内容等を見るなどして応募者の研究遂行能力を確認してください。ただし、研究実績に

関する記述がある場合は、その多寡のみで判断することは避けてください。 

 

「挑戦的研究」の審査においては、審査区分として中区分を適用するほか、審査区分表とは別

に、とりわけ学術的要請の高いと思われる領域を「特設審査領域」として必要に応じて時限設定

します。また、（開拓）においては、審査委員全員が全ての研究課題について書面審査を行った

上で、同一の審査委員が合議審査の場で応募研究課題について幅広い視点から議論により審査す

る「総合審査」を実施します。（萌芽）においては、合議審査を行わず、同一の審査委員が２段

階にわたり、書面審査を実施し採否を決定する「２段階書面審査」を実施します。 

 

なお、応募件数が多数の場合は、全審査委員で書面審査を実施するのに適切な課題数に絞り込

むために「事前の選考」（プレスクリーニング）を行い、５段階による相対的な総合評点を付す

こととします。 

 

（開拓）の書面審査では、各研究課題について挑戦的研究としての妥当性に関する評定要素に

対する３段階による絶対評価を行い、さらに研究計画の内容に関する評定要素を考慮した上で、

４段階による相対的な総合評点を付すこととします。 

合議審査では、書面審査における総合評点の素点等を適切に勘案して議論を行い、研究課題の

採否及び研究費の配分額を決定します。この際、応募者が「挑戦的研究」に十分取り組めるよう、

応募額を最大限尊重した配分を行うこととします。 

 

（萌芽）の１段階目の書面審査では、各研究課題について挑戦的研究としての妥当性に関する

評定要素に対する３段階の絶対評価及び研究計画の内容に関する評定要素に対する４段階の絶

対評価を行った上で、４段階による相対的な総合評点を付すこととします。 

なお、評定要素ごとに行う絶対評価において、「２ やや不十分である」又は「１ 不十分で

ある」を付した場合には、当該評定要素のいずれの項目について「やや不十分である」又は「不

十分である」と判断したか、その理由を選択することとします。この選択された項目については、
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不採択者のうち１段階目の審査結果の開示を予め希望した者に開示します。 

２段階目の審査では、同一の審査委員が、１段階目の書面審査の結果に基づき２段階目の審査

対象となった研究課題について、新たに２段階目の評点を付します。その際、同じ研究課題の審

査をしている全ての審査委員の審査意見（１段階目）等を確認の上、自身の見識に基づいて評点

を付してください。 

研究課題の採否及び研究費の配分額は、その評点等に基づき決定します。この際、応募者が「挑

戦的研究」に十分取り組めるよう、応募額を最大限尊重した配分を行うこととします。 

審査にあたり、高い総合評点を付す研究課題は、必ずしも、全ての個別要素において高い評価

を得た研究課題である必要はありません。 

 

研究課題の内容を客観的に判断した上で、真に挑戦的と言える、価値のある研究を見いだすこ

とができるよう、適切な評価を行ってください。 

 

また、利害関係にある研究者が研究組織に参加している応募研究課題（第８条の一参照）の審

査は行わないでください。 
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Ⅰ 挑戦的研究（開拓）における評定基準等 

 

ⅰ 評定基準 

 

〔評定要素〕  

 

Ａ．挑戦的研究としての妥当性に関する評定要素 

・これまでの学術の体系や方向を大きく変革、転換させる潜在性を有する研究課題であるか。 

・本研究課題の遂行によって、将来的により広い学術、科学技術、産業、文化など、幅広い意味

で社会に与えるインパクト・貢献の可能性が期待できるか。 

・着想に至る背景と経緯が明確で、それによって得られた研究構想は合理的か。また、挑戦性の

高い課題の設定であるか。 

 

 

Ｂ．研究計画の内容に関する評定要素 

 

（１）研究目的及び研究計画の妥当性 

・研究目的は明確であり、その研究目的を達成するため、研究計画は適切であるか。 

 

（２）研究遂行能力の適切性 

・これまでの研究活動やその結果から見て、研究計画に対する高い遂行能力を有していると判断

できるか。 

・研究計画の遂行の前提となる研究施設・設備・研究資料等、研究環境の準備状況は適切か。 

 

 

〔総合評点等〕 

 
【事前の選考】 

   各研究課題について、上記「Ａ．挑戦的研究としての妥当性に関する評定要素」及び「Ｂ．

研究計画の内容に関する評定要素」（１）～（２）の評定要素を考慮し、総合的な判断の

上、別途示される評点分布に従って、書面審査に進める研究課題として優先度の高い順に

評点「５」から５段階評価を行い、総合評点を付してください。 

なお、「利害関係」にあたる研究課題の場合は「利害関係の理由」欄に理由を記入して

ください。 

 

評点区分 評点分布 

５ １０％ 

４ １０％ 

３ １０％ 

２ １０％ 

１ ６０％ 

利害関係があるので判定できない  － 

 
※評点区分「５」を付した研究課題のうち、特に書面審査に残したい研究課題がある場合
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は、「審査優先課題」として１件を選定することができます。当該研究課題については

他の審査委員の付した評点に関わらず書面審査に進めることができます。 
 

【書面審査】 
   各研究課題の採択について、上記「Ａ．挑戦的研究としての妥当性に関する評定要素」

について３段階の絶対評価を行ってください。 

 

評点区分 評 点 基 準 

３ 妥当である 

２ 概ね妥当である 

１ 妥当でない 

 

     挑戦的研究として「妥当でない」と判断し「１」を付した課題について、その根拠を

「その判断に至った理由」欄に記入してください。 

 

さらに、上記「Ｂ．研究計画の内容に関する評定要素」（１）～（２）の評定要素も

考慮し、総合的な判断の上、下表右欄に基づき別途示される評点分布に従って４段階評

価を行い、総合評点を付してください。（特設審査領域への応募研究課題については、

当該領域に合致しているかどうかも考慮の上、総合評点を付してください。） 

なお、「利害関係」にあたる研究課題の場合は「利害関係の理由」欄に理由を記入し

てください。 

         また、研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び

法令等の遵守への対応」欄は、書面審査において付す総合評点には考慮しないこととし

ているため、それ以外の各欄等に基づいて総合評点を付してください。「研究費の応募

・受入等の状況」欄、「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の審査における取扱

いは、「ⅲ 留意事項」を確認してください。 

 

評点区分 評定基準 評点分布 

Ｓ 最優先で採択すべき 

採択可能件数に応じて調整 
Ａ 積極的に採択すべき 

Ｂ 採択してもよい 

Ｃ Ｓ～Ｂに入らないもの 

－ 利害関係があるので判定できない － 

 

〔審査意見の記入〕 
 

    挑戦的研究（開拓）では、書面審査と合議審査を同一の審査委員が行いますが、合議審

査での議論を深めるために、書面審査における審査意見は審査委員名等とともに審査資料とし

て提示します。 

    このため、書面審査の「審査意見」欄には、全ての研究課題について、当該研究課題の

挑戦的研究としての長所と短所を中心とした審査意見を必ず記入してください。 

    なお、事前の選考では審査意見を付す必要はありません。 
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ⅱ その他の評価項目 

 

 研究経費の妥当性 
 

    科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、書面審査において研究経費の妥当性・必

要性について以下の点を考慮し、下記の評定区分により、評定をしてください。（「（空

白）」以外の評定区分は、各評定基準の記載内容に明らかに該当すると判断する場合。） 

また、挑戦的研究では応募額を最大限尊重した研究経費の配分を行う予定です。 

  なお、「△」又は「×」の評定をする場合は、その判断に至った根拠を具体的に「その

判断に至った理由」欄に記入してください。 
 

・研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 

・設備備品の購入経費等は研究計画遂行上真に必要なものが計上されているか。 

・研究設備の購入経費、旅費又は人件費・謝金のいずれかの経費が９０％を超えて計上

されている場合には、研究計画遂行上有効に使用されることが見込まれるか。 
 

評定区分 評  定  基  準 

（空白） 平均的な充足率であれば当該研究の遂行が可能である 

△ 研究計画の内容から判断し、充足率を低くすることが望ましい 

× 研究経費の内容に問題がある 

 
 

ⅲ 留意事項 
 

（１）「研究費の応募・受入等の状況」欄の取扱いについて 
 

他の研究課題の応募・受入等の状況については、合議審査において「研究資金の不合理な

重複や過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を判断する際の参考とす

ることとしています。そのため、審査において付す総合評点には考慮しないでください。 

書面審査においては、明らかに「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研究課

題が十分遂行し得ない」と判断した研究課題がある場合には、その根拠を「その判断に至っ

た理由」欄に記入してください。 

なお、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合を含む）」場

合には記入は不要です。 

 

 

（２）「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の取扱いについて 
 

研究計画の遂行において人権保護や法令等の遵守が必要とされる研究課題については、関

連する法令等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・対策

等を行った上で、研究計画を実施することとなります。このため、審査の評価項目として考

慮する必要はありません。 
 

なお、研究を実施するに当たり所定の手続き・対策等に不十分な点が見受けられるなど研

究機関に対して予め指摘が必要と考える場合には、その考えに至った根拠を具体的に「その
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判断に至った理由」欄に記入してください。採択された場合には、応募者が所属する研究機関

に対して所定の手続き・対策等を行うよう通知するとともに、不採択であった場合でも、審査結

果の開示において所定の手続き・対策等に不十分な点があった旨を表示します。 

また、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合も含む。）」

場合には、「その判断に至った理由」欄への記入は不要です。 
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Ⅱ 挑戦的研究（萌芽）における評定基準等 

 

ⅰ 評定基準 

 

〔評定要素〕   

 

Ａ．挑戦的研究としての妥当性に関する評定要素 

・これまでの学術の体系や方向を大きく変革、転換させる潜在性を有する研究課題であるか。探

索的性質の強い、あるいは芽生え期の研究計画の場合には、「挑戦的研究」としての可能性を

有するか。 

・本研究課題の遂行によって、将来的により広い学術、科学技術、産業、文化など、幅広い意味

で社会に与えるインパクト・貢献の可能性が期待できるか。 

・着想に至る背景と経緯が明確で、それによって得られた研究構想は合理的か。また、挑戦的な

課題の設定であるか。 

 

 

Ｂ．研究計画の内容に関する評定要素 

 

（１）研究目的及び研究計画の妥当性 

・研究目的は明確であり、その研究目的を達成するため、研究計画は適切であるか。 

  

（２）研究遂行能力の適切性 

・これまでの研究活動やその結果から見て、研究計画に対する遂行能力を有していると判断でき

るか。 

 

 

〔評点及び審査意見の記入〕 

 
【事前の選考における評価】 

   各研究課題について、上記「Ａ．挑戦的研究としての妥当性に関する評定要素」及び「Ｂ．

研究計画の内容に関する評定要素」（１）～（２）の評定要素を考慮し、総合的な判断の

上、別途示される評点分布に従って、書面審査に進める研究課題として優先度の高い順に

評点「５」から５段階評価を行い、総合評点を付してください。（特設審査領域への応募

研究課題については、当該領域に合致しているかどうかも考慮の上、総合評点を付してく

ださい。） 

なお、「利害関係」にあたる研究課題の場合は「利害関係の理由」欄に理由を記入して

ください。 

評点区分 評点分布 

５ １０％ 

４ １０％ 

３ １０％ 

２ １０％ 

１ ６０％ 
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利害関係があるので判定できない  － 

 
※評点区分「５」を付した研究課題のうち、特に書面審査に残したい研究課題がある場合

は、「審査優先課題」として１件を選定することができます。当該研究課題については

他の審査委員の付した評点に関わらず書面審査に進めることができます。 

 

 
【１段階目の審査における評価】 

各研究課題の採択について、上記「Ａ．挑戦的研究としての妥当性に関する評定要素」

について３段階の絶対評価を行ってください。 

 

評点区分 評 点 基 準 

３ 妥当である 

２ 概ね妥当である 

１ 妥当でない 

 

挑戦的研究として「妥当でない」と判断し「１」を付した課題について、その根拠を

「その判断に至った理由」欄に記入してください。 

 

また、「Ｂ．研究計画の内容に関する評定要素」（１）～（２）の各評定要素につい

て、４段階の絶対評価を行ってください。 

評点区分 評定基準 

４ 優れている 

３ 良好である 

２ やや不十分である 

１ 不十分である 

 

 

最後に、評定要素ごとに行った評価を踏まえ、総合的な判断の上、下表右欄の評点分

布に従って４段階の相対評価を行い、総合評点を付してください。（担当研究課題数が

少ない場合は、この限りではありません。特設審査領域への応募研究課題については、

当該領域に合致しているかどうかも考慮の上、総合評点を付してください。） 

なお、「利害関係」にあたる研究課題の場合は「利害関係の理由」欄に理由を記入し

てください。 

また、研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び

法令等の遵守への対応」欄は、審査において付す総合評点には考慮しないこととしてい

るため、それ以外の各欄等に基づいて総合評点を付してください。「研究費の応募・受

入等の状況」欄、「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の審査における取扱いは、

「ⅲ 留意事項」を確認してください。 

 

評点区分 評定分布の目安 

４ １０％ 

３ ２０％ 
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２ ４０％ 

１ ３０％ 

利害関係があるので判定できない － 

    注：評価に当たっては、以下を目安として評点を付してください。 

      「４：非常に優れている」、「３：優れている」、「２：普通」、 

      「１：劣っている」 

 

【１段階目の審査における審査意見の記入】 
１段階目の審査においては、全ての研究課題の「審査意見」欄に、当該研究課題の挑戦

的研究としての長所と短所を中心とした審査意見を必ず記入してください。なお、２段階

目の審査では審査意見を付す必要はありません。 

この審査意見は、２段階目の審査において新たな総合評点を付す際に、各審査委員が研

究課題への理解をより深めるために、他の審査委員に提示します。 

 

【２段階目の審査の対象】 

   １段階目の審査の結果に基づき、以下のような研究課題を２段階目の審査の対象としま

す。 

    ・１段階目の書面審査の結果における順位が採択予定件数付近にある研究課題 

    ・１段階目の書面審査の結果における順位が上位の課題のうち、「Ａ．挑戦的研究とし

ての妥当性に関する評定要素」において「１」を付した審査委員がいる研究課題 

    ・１段階目の書面審査の結果における順位が上位の課題のうち、総合評点で「１」を付

した委員がいる研究課題 

    ・１段階目の書面審査の結果における順位が下位の課題のうち、委員１名のみが総合評

点で「１」を付しており、当該評点を除いて平均点を算出すると採択予定件数付近の

順位になる研究課題 

 
【２段階目の審査における「挑戦的研究」としての妥当性の判断】 
  （萌芽）の２段階目の書面審査に係る審査時期は、（開拓）の合議審査終了後の約２週

間です。（萌芽）の２段階目の書面審査においては、（開拓）の合議審査における「挑戦

性」の議論を踏まえ、挑戦的研究としての妥当性を判断してください。 

 

【２段階目の審査における総合評点】 

１段階目の書面審査の結果に基づき２段階目の審査対象となった各研究課題の採択につ

いて、上記「Ａ．挑戦的研究としての妥当性に関する評定要素」及び「Ｂ．研究計画の内

容に関する評定要素」（１）～（２）の評定要素を考慮し、同じ研究課題の審査をしてい

る全ての審査委員が付した審査意見等も確認し、総合的な判断の上、下表右欄に基づき別

途示される評点分布に従って４段階評価を行い、総合評点を付してください。（特設審査

領域への応募研究課題については、当該領域に合致しているかどうかも考慮の上、総合評

点を付してください。） 

    また、研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び法

令等の遵守への対応」欄は、審査において付す総合評点には考慮しないこととしているた

め、それ以外の各欄等に基づいて総合評点を付してください。「研究費の応募・受入等の

状況」欄、「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の審査における取扱いは、「ⅲ 

留意事項」を確認してください。 
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評点区分 

 

評 定 基 準 

 

 評点分布の目安  

  Ａ 

 

２段階目の審査の対象となった研究

課題のうち、最優先で採択すべき 

 

 

 

採択予定件数に応じて調整 

 

  Ｂ 

 

２段階目の審査の対象となった研究

課題のうち、積極的に採択すべき 

  Ｃ 

 

２段階目の審査の対象となった研究

課題のうち、採択してもよい 

  Ｄ Ａ～Ｃに入らないもの 

  － 

 

利害関係があるので判定できない  － 

 

 

ⅱ その他の評価項目 

 

 研究経費の妥当性 

 

科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、研究経費の妥当性・必要性について以下の

点を考慮し、研究経費の内容に問題があり、充足率を低くすることが望ましい場合には「×」

を付してください。挑戦的研究では応募額を最大限尊重した研究経費の配分を行う予定です

が、「×」を付した審査委員が複数となった研究課題については、充足率を低く設定します。 

  

・研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 

・設備備品の購入経費等は研究計画遂行上真に必要なものが計上されているか。 

・研究設備の購入経費、旅費又は人件費・謝金のいずれかの経費が９０％を超えて計上

されている場合には、研究計画遂行上有効に使用されることが見込まれるか。 
 

ⅲ 留意事項 
 

（１）「研究費の応募・受入等の状況」欄の取扱いについて 
 

他の研究課題の応募・受入等の状況については、当該研究課題が「研究資金の不合理な重

複や過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を判断する際の参考とする

こととしています。そのため、審査において付す総合評点には考慮しないでください。 

なお、研究資金の不合理な重複等の判断に当たっては以下の手続きに従って判断をしてく

ださい。 

 

【１段階目】 

１段階目の審査においては、明らかに「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、

研究課題が十分遂行し得ない」と判断した研究課題がある場合には、その根拠を「その判

断に至った理由」欄に記入してください。 

なお、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合を含む）」

場合には記入は不要です。 
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【２段階目】 

    ２段階目の審査においては、２段階目の審査対象となった研究課題及びそれよりも上位

の研究課題のうち、１段階目の審査で、「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、

研究課題が十分遂行し得ない」と判断し、その根拠を「その判断に至った理由」に記入し

た審査委員が複数いた研究課題について、改めて、「研究資金の不合理な重複や過度の集

中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を確認することとなります。確認の上、

研究資金の不合理な重複や過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るまたは判断が

できない場合には「特段の問題はない（判断できない場合を含む）」を、明らかに問題が

ある場合には「×」を付してください。 

    なお、審査委員全員が「×」を付した研究課題は、学術的価値の評価にかかわらず不採

択となります。 

 
 

（２）「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の取扱いについて 
 

研究計画の遂行において人権保護や法令等の遵守が必要とされる研究課題については、関

連する法令等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・対策

等を行った上で、研究計画を実施することとなります。このため、審査の評価項目として考

慮する必要はありません。 
 

なお、研究を実施するに当たり所定の手続き・対策等に不十分な点が見受けられるなど研

究機関に対して予め指摘が必要と考える場合には、その考えに至った根拠を具体的に「その

判断に至った理由」欄に記入してください。採択された場合には、応募者が所属する研究機関

に対して所定の手続き・対策等を行うよう通知するとともに、不採択であった場合でも、審査結

果の開示において所定の手続き・対策等に不十分な点があった旨を表示します。 

また、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合も含む。）」

場合には、「その判断に至った理由」欄への記入は不要です。 
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別添８ 

 

 

基盤研究（Ｂ・Ｃ）（応募区分「特設分野研究」）の 

書面審査における評定基準等 

 

 

 科学研究費助成事業（科研費）は、全ての研究分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる学

術研究を格段に発展させることを目的とするものです。配分審査にあたって、各審査委員は、応

募研究課題について、この目的に大きく寄与するかどうかを適切かつ公正に判断することが求め

られます。 

 

 本応募区分では、審査委員全員が全ての研究課題について書面審査を行った上で、同一の審査

委員が合議審査の場で応募研究課題について幅広い視点から議論により審査する「総合審査」を

実施します。 

この審査方式により、研究課題に対する深い理解と徹底した議論によって、その提案の独自性、

創造性、実行可能性を多角的に見極め、優れた研究課題を見出すことができるよう、適切な評価

を行ってください。 

 

なお、応募件数が多数の場合は、全審査委員で書面審査を実施するのに適切な課題数に絞り込

むために「事前の選考」（プレスクリーニング）を行います。事前の選考及び書面審査では、各

研究課題について、以下の個別の評定要素を考慮した上で、４段階による相対的な総合評点を付

すこととします。合議審査では、書面審査における総合評点の素点等を適切に勘案して議論を行

い、研究課題の採否及び研究費の配分額を決定します。 

 

 審査にあたり、高い総合評点を付す研究課題は、必ずしも、全ての個別要素において高い評価

を得た研究課題である必要はありません。 

 研究分野の特性など、学術研究の多様性に配慮しつつ、幅広く重要な研究を見いだし、学術研

究が進展するよう、適切な評価を行ってください。 

 

また、利害関係にある研究者が研究組織に参加している応募研究課題（第８条の一参照）の審

査は行わないでください。 

 

なお、基盤研究（Ｂ・Ｃ）（応募区分「特設分野研究」）では、未開のまま残された重要な分

野、技術の長足な進歩によって生まれつつある分野、分野横断的な研究から生まれることが期待

される分野として応募された研究課題が対象となることを念頭に審査を行ってください。 
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ⅰ 評定基準 

 

〔評定要素〕 

 

（１）研究課題の学術的重要性 

・学術的に見て、推進すべき重要な研究課題であるか。 

・研究課題の核心をなす学術的「問い」は明確であり、学術的独自性や創造性が認められ

るか。 

・研究計画の着想に至る経緯や、関連する国内外の研究動向と研究の位置づけは明確であ

るか。 

・本研究課題の遂行によって、より広い学術、科学技術あるいは社会などへの波及効果が

期待できるか。 

 

（２）研究方法の妥当性 

   ・研究目的を達成するため、研究方法等は具体的かつ適切であるか。また、研究経費は研

究計画と整合性がとれたものとなっているか。 

・研究目的を達成するための準備状況は適切であるか。 

 

（３）研究遂行能力及び研究環境の適切性 

・これまでの研究活動等から見て、研究計画に対する十分な遂行能力を有しているか。 

・研究計画の遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等、研究環境は整っているか。 

 

 

〔総合評点〕 

 

【事前の選考】 

   各研究課題について、上記（１）～（３）の評定要素に着目しつつ、特設分野研究とし

ての適切性も考慮し、総合的な判断のうえ、下表右欄に基づき別途示される評点分布に従

って、書面審査に進める研究課題として優先度の高い順に評点「４」から４段階評価を行

い、総合評点を付してください。 

     なお、「利害関係」にあたる研究課題の場合は「利害関係の理由」欄に理由を

記入してください。                                             

評点区分 評点分布 

４ 

応募件数に応じて調整 
３ 

２ 

１ 

利害関係があるので判定できない － 

 
 

 

【書面審査】 

   各研究課題の採択について、上記（１）～（３）の評定要素に着目しつつ、特設分野

研究としての適切性も考慮し、総合的な判断のうえ、下表右欄に基づき別途示される評
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点分布に従って４段階評価を行い、総合評点を付してください。 

なお、「利害関係」にあたる研究課題の場合は「利害関係の理由」欄に理由を記入し

てください。 

また、研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権

の保護及び法令等の遵守への対応」欄は、書面審査において付す総合評点に

は考慮しないこととしているため、それ以外の各欄等に基づいて総合評点を

付してください。「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び法

令等の遵守への対応」欄の審査における取扱いは、「ⅲ 留意事項」を確認し

てください。 

 

評点区分 評定基準 評点分布 

Ｓ 最優先で採択すべき 

採択予定件数に応じて調整 
Ａ 積極的に採択すべき 

Ｂ 採択してもよい 

Ｃ Ｓ～Ｂに入らないもの 

－ 利害関係があるので判定できない － 

 

 

 

〔審査意見の記入〕 

    基盤研究（Ｂ・Ｃ）（応募区分「特設分野研究」）では、書面審査と合議審査を同一の審

査委員が行いますが、合議審査での議論を深めるためにも、書面審査における審査意見は審

査委員名等とともに審査資料として提示します。 

    「審査意見」欄には、全ての研究課題について、当該研究課題の長所と短所を中心とした

審査意見を必ず記入してください。 

 

 

ⅱ その他の評価項目 

 

 研究経費の妥当性 

 

  科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、研究経費の妥当性・必要性について以下

の点を考慮し、下記の評定区分により、評定をしてください。（「（空白）」以外の評定

区分は、各評定基準の記載内容に明らかに該当すると判断する場合。） 

なお、「△」又は「×」の評定をする場合は、その判断に至った根拠を具体的に「その

判断に至った理由」欄に記入してください。 

 

・研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 

・設備備品の購入経費等は研究計画遂行上真に必要なものが計上されているか。 

・研究設備の購入経費、旅費又は人件費・謝金のいずれかの経費が９０％を超えて計上

されている場合には、研究計画遂行上有効に使用されることが見込まれるか。 
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評定区分 評 定 基 準 

（空白） 平均的な充足率であれば当該研究の遂行が可能である 

○ 研究計画の内容から判断し、充足率を高くすることが望ましい 

△ 研究計画の内容から判断し、充足率を低くすることが望ましい 

× 研究経費の内容に問題がある 

 

               

ⅲ 留意事項 

（１）「研究費の応募・受入等の状況」欄の取扱いについて 

 

他の研究課題の応募・受入等の状況については、合議審査において「研究資金の不合理な

重複や過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を判断するために参考と

することとしています。このため、書面審査においては考慮しないでください。 

 

（２）「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の取扱いについて 

 

研究計画の遂行において人権保護や法令等の遵守が必要とされる研究課題については、関

連する法令等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・対策

等を行った上で、研究計画を実施することとなります。このため、書面審査の評価項目とし

て考慮する必要はありません。 

 

なお、研究を実施するに当たり所定の手続き・対策等に不十分な点が見受けられるなど研

究機関に対して予め指摘が必要と考える場合には、その考えに至った根拠を具体的に「その

判断に至った理由」欄に記入してください。採択された場合には、応募者が所属する研究機

関に対して所定の手続き・対策等を行うよう通知するとともに、不採択であった場合でも、

審査結果の開示において所定の手続き・対策等に不充分な点があった旨を表示します。 

また、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合も含む。）」

場合には、「その判断に至った理由」欄への記入は不要です。 
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別添９ 

 

奨励研究の書面審査における評定基準等 

 
 
 科学研究費助成事業（科研費）のうち奨励研究は、教育・研究機関の教職員等であって、他の科

学研究費助成事業の応募資格を持たない者が１人で行う教育的・社会的意義を有する研究（商品・

役務の開発・販売等を直接の目的とする研究（市場動向調査を含む。）及び業として行う受託研究

を除く。）を助成し奨励するものです。 
 研究の対象は、人文学、社会科学及び自然科学の全分野の研究で、教育現場等での実務に基づく

研究等を対象とします。 
 したがって、配分審査にあたっては、各審査委員は、応募研究課題について、この目的等に大き

く寄与するかどうかを適切かつ公正に判断することが求められます。 
 
 審査方式は、合議審査を行わず、書面審査を実施し採否を決定します。 
 
 審査においては、各研究課題について、４段階による総合評点を相対的な評価に基づいて付すこ

ととします。 
  
 研究課題の採否及び研究費の配分額は、その評点等に基づき決定します。 
 
 審査にあたり、高い総合評点を付す研究課題は、必ずしも、全ての個別要素において高い評価を

得た研究課題である必要はありません。 
 研究分野の特性など多様性に配慮しつつ、また、特定の職種の者による研究のみに高い評価が著

しく偏ることのないよう応募バランスにも考慮しつつ、幅広く重要な研究課題を見いだし、適切な

評価を行ってください。 
 
 また、利害関係にある研究者が研究組織に参加している応募研究課題（第８条の一参照）の審査

は行わないでください。 
 
 
ⅰ 評定基準 

 
 〔評定要素〕 

 

    （１）研究の意義 

     ・当該研究課題の遂行が教育的・社会的意義を有しているか。 
     特に、教育関係者の応募研究課題については、研究内容の先端性にとらわれず、学校教

育の改善に資する点等を評価する。 
 
  （２）研究の特色 
    ・研究内容や研究計画にユニークな発想や視点が含まれているか。 
 
   （３）研究目的、研究方法の妥当性 

    ・研究目的が明確であり、その研究目的を達成するため、研究方法等は具体的かつ適切で

-125-



あるか。また、研究経費は研究計画と整合性がとれたものとなっているか。 
 
  （４）研究遂行能力 

    ・これまでの研究活動等から見て、研究計画に対する十分な遂行能力を有しているか。 
 
    （５）関連する学問分野への貢献度 

     ・本研究課題によって成果があがった場合、関連する学問分野への貢献が期待できるか。 
 

※教育現場等での実務に基づく研究を対象とした応募研究課題については、関連する学問

分野への貢献度を必ずしも考慮する必要はありません。 
 

 
〔総合評点及び審査意見の記入〕 

     
 【総合評点】 

       各研究課題の採択について、上記（１）～（５）の評定要素に着目しつつ、総合的な判断

の上、下表右欄の評点分布に従って４段階評価を行い、総合評点を付してください。（担当

研究課題数が少ない場合は、この限りではありません。） 
    なお、「利害関係」にあたる研究課題の場合は「利害関係の理由」欄に理由を記入してく

ださい。 
    また、研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び法令

等の遵守への対応」欄は、審査において付す総合評点には考慮しないこととしているため、

それ以外の各欄等に基づいて総合評点を付してください。「研究費の応募・受入等の状況」

欄、「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の審査における取扱いは、「ⅲ 留意事項」

を確認してください。 
 

評点区分 評点分布の目安 

４ １０％ 

３ ２０％ 

２ ４０％ 

１ ３０％ 

利害関係があるので判定できない － 

注：評価にあたっては、以下を目安として評点を付してください。 

  「４：非常に優れている」、「３：優れている」、「２：普通」、 

  「１：劣っている」 

       
評点を付す際、教育的・社会的意義を有する研究を助成し、奨励するものであること

に十分配慮してください。 
 
 【審査意見の記入】 

       審査においては、研究課題の「審査意見」欄に、当該研究課題の長所と短所を中心とした

審査意見を記入してください。 
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ⅱ その他の評価項目 

（１）奨励研究としての適切性

応募者が企業の職員である場合、以下の点を考慮し、評価を付してください。

当該研究課題が、商品・役務の開発・販売等を直接の目的とする研究（市場動向調査を含む。）

及び業として行う受託研究との違いが明確であり、学術の振興に寄与する研究であるかという

観点において、明らかに「奨励研究としてふさわしくない」と判断した研究課題がある場合に

は、「×」を付した上でその根拠を「その判断に至った理由」欄に記入してください。（審査

委員全員が「×」を付した研究課題は、総合評点の評価にかかわらず不採択となります。）

 なお、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合を含む）」場合

には記入は不要です。

（２）研究経費の妥当性

科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、研究経費の妥当性・必要性について以下の

点を考慮し、研究経費の内容に問題があり、充足率を低くすることが望ましい場合には「×」

を付してください。「×」を付した審査委員が複数となった研究課題については、平均充足

率よりも低く設定します。

・研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。

・設備備品の購入経費等は研究計画遂行上真に必要なものが計上されているか。

・研究設備の購入経費、旅費又は人件費・謝金のいずれかの経費が９０％を超えて計上さ

れている場合には、研究計画遂行上有効に使用されることが見込まれるか。

ⅲ 留意事項 

（１）「研究費の応募・受入等の状況」欄の取扱いについて

 他の研究課題の応募・受入等の状況については、当該研究課題が「研究資金の不合理な重複

や過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を判断するために参考とする

こととしています。そのため、審査において付す総合評点には考慮しないでください。 

なお、研究資金の不合理な重複等の判断に当たっては以下の手続きに従って判断をしてくだ

さい。 

明らかに「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研究課題が十分遂行し得ない」

と判断した研究課題がある場合には、その根拠を「その判断に至った理由」欄に記入してくだ

さい。（審査委員全員が「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研究課題が十分遂

行し得ない」と判断した研究課題は、学術的価値の評価にかかわらず不採択となります。） 

なお、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合を含む）」場合

には記入は不要です。 

（２）「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の取扱いについて
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研究計画の遂行において人権保護や法令等の遵守が必要とされる研究課題については、関連

する法令等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・対策等を

行った上で、研究計画を実施することとなります。このため、書面審査の評価項目として考慮

する必要はありません。 
 

なお、研究を実施するに当たり所定の手続き・対策等に不十分な点が見受けられるなど予め

指摘が必要と考える場合には、その考えに至った根拠を具体的に「その判断に至った理由」欄

に記入してください。採択された場合には、応募者が所属する研究機関（補助金の管理を応募

者本人が行う場合にあっては、当該応募者）に対して所定の手続き・対策等を行うよう通知す

るとともに、不採択であった場合でも、審査結果の開示において所定の手続き・対策等に不十

分な点があった旨を通知します。 
また、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合も含む。）」場

合には、「その判断に至った理由」欄への記入は不要です。 
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別添１０ 

 

   

研究成果公開促進費の書面審査における評定基準等 

 

 

 科学研究費助成事業（科研費）のうち研究成果公開促進費は、研究成果の公開発表、重要な学

術研究の成果の刊行及びデータベースの作成について助成することによって、我が国の学術の振

興と普及に資するとともに、学術の国際交流に寄与することを目的とするものです。配分審査に

あたって、各審査委員は、応募成果公開について、この目的に大きく寄与するかどうかを適切か

つ公正に判断することが求められます。 

 

 書面審査においては、各応募成果公開について、以下の個別の評価項目及び評定要素に着目し

つつ、最終的に、５段階による総合評点を付すこととします。 

 合議審査では、書面審査における総合評点等を基に、個別の評定要素や応募状況等を適切に勘

案して、成果公開の採否及び経費の配分額を決定します。 

 

 審査にあたり、高い総合評点を付す応募成果公開は、必ずしも、全ての個別要素において高い

評価を得た成果公開である必要はありません。 

 分野の特性など、研究成果の公開の多様性に配慮しつつ、各種目の性格に合った重要な成果公

開を幅広く見いだし、学術の発展に寄与するよう、適切な評価を行ってください。 

 

 また、利害関係にある研究者が研究組織に参加している応募成果公開（第８条の二参照）の審

査は行わないでください。 

 

 なお、国際情報発信強化及び研究成果公開発表（Ｂ）のうち「ひらめき☆ときめきサイエンス

～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」の書面審査における評定基準等は別に定めます。 

 

ⅰ 応募要件に係る評価項目 

〔評価項目〕 （ ）内は、計画調書における参照箇所を示します。 

 

（1）「研究成果公開発表」、及び学術団体等が作成する「データベース」における共通事項 

 

【学術団体等組織における経理管理及び監査体制の整備状況】 

（「経理管理事務・監査体制」欄） 

各応募成果公開について、科研費の適正な管理の実施の観点から、以下の点を考慮し、下記

の評定区分により評定をしてください。なお、「×」の評定を付す場合は、その判断に至った

根拠を具体的に「その判断に至った理由」欄に記入してください。 

 

・交付された科研費を適正に管理するに十分な経理管理事務体制が整備されているか。 

・内部監査又は外部監査を行うなどにより、学術団体等組織における監査体制が整備され

ているか。 

 

 

評定区分 評 定 基 準 

（空白） 

 

学術団体等組織における経理管理事務及び監査体制が整備

されており、科研費を交付しても適正な管理ができる。 
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× 

   

学術団体等組織における経理管理事務及び監査体制が整備

されているとはいえず、科研費の交付先として適さない。 

 

 

ⅱ 評定基準 

〔評定要素〕 

 

（1）「研究成果公開発表」 

 

①「研究成果公開発表（Ｂ）」 

 

【シンポジウム・学術講演会等の目的、内容、対象】 

（「シンポジウム・学術講演会等の目的」、「シンポジウム・学術講演会等の概要」、「シンポ

ジウム・学術講演会等の対象」、「シンポジウム・学術講演会等が及ぼす効果」、「過去３年

間に実施した青少年・社会人対象のシンポジウム・学術講演会等開催状況」欄など） 

 

・過度に専門的ではなく、参加対象に応じたテーマ、内容であるか。 

 

②「研究成果公開発表（Ｃ）」 

 

【国際シンポジウム・国際会議等開催の目的、内容、対象】 

（「国際シンポジウム・国際会議等開催の目的」、「国際シンポジウム・国際会議等の 概要」、

「国際シンポジウム・国際会議等のプログラム内容」、「国際シンポジウム ・国際会議等に

おける外国人演者の氏名及び主な業績」、「国際シンポジウム・国際 会議等開催の準備状況」、

「共催の有無について」、「学会の国際的活動」、「国際シンポジウム・国際会議等の実績」

欄など） 

 

・我が国と世界の研究者に研究交流の場を提供するテーマ、内容であるか。 

・特に単年度計画のものについては、準備期間が十分取られており、かつ補助の必要性が

高いと認められるか。 

 

（2）「学術図書」 

 

【刊行の目的】 

（「刊行物の内容（概要）」、「刊行の目的及び意義」欄など） 

 

・「刊行のみ行うもの」にあっては、学術研究の成果を公開するために刊行するものであ

るか。 

・「翻訳・校閲の上、刊行するもの」にあっては、我が国の優れた学術研究成果を広く海

外に提供するため、日本語で書かれた論文を外国語に翻訳・校閲の上刊行するものである

か。 

 

【学術的価値等】 

（「刊行物の内容（概要）」、「本刊行物が学術の国際交流に対して果たす役割」欄など） 

 

・学術的価値が高いもの（特に独創的又は先駆的なもの）、又は学術の国際交流に重要な

役割を果たすものであるか。 

 

【刊行の意義】 

（「刊行の目的及び意義」欄など） 
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・当該学術図書が出版予定年度に刊行されることの意義はあるか。 

 

【応募条件】 

（「刊行物の内容（概要）」、「刊行の目的及び意義」欄など） 

 

・応募の条件を満たしているか。 

なお、次のいずれかに該当する学術図書は、応募条件を満たしていない（公募の対象とし

ていない）ものである。 

ア）既に類似の成果が刊行されているもの 

イ）既にインターネットや学術誌等を通じて公表されている論文、又は公表が義務付 

けられている論文（例：博士論文）を単に集成し、刊行するもの 

ウ）学術研究の成果とは言い難いもの 

エ）大学、研究所等の研究機関及び学術団体等がその事業として翻訳・校閲・刊行すべ

きもの 

オ）出版社等の企画によって刊行するもの 

カ）市販しないもの 

キ）十分に市販性があるもの 

ク）翻訳者・校閲者又は出版社等への原稿渡しが、事業開始年度の４月１日より前のも

の 

 

（3）「データベース」 

 

【学術的価値、応募条件】 

（「対象分野」、「概要」、「種類」、「性格」、「データベース作成計画」欄など） 

 

・学術的価値が高いものであるか。 

・以下の応募条件を全て満たすものであるか。 

ア）我が国の学術研究動向を踏まえ、次のいずれかの分野に属するものであること。 

ａ） 我が国における研究活動が国際的に主導的な立場にあり、我が国でデータベ

ースを形成することが国際的にも期待されている分野 

ｂ） 国内の優れた研究成果を国際的に適切に流通させるため、国内においてデー

タベース化する必要のある分野 

ｃ） 国内で学術研究を推進する上で、データベースの形成に対して期待が高く、

かつ国際的にも同様な内容のデータベースが存在しない分野 

ｄ） 国際的にも重要な分野で、データベースの形成に対して我が国に協力を求め

られている分野 

イ）データベース化するためのデータの収集、評価及びそのデータベース化の作業等に

ついて、作成組織及び技術的方式が確立していること。 

ウ）当該データベースにより、広く関係研究者等に情報提供サービスを行う方策が確立

しており、公開計画が明確であること。 

エ）データ容量、所要経費が相当量（額）以上であること。 

 

【有用性、公開利用状況等】 

（「公開状況」、「公開方法」、「データベース公開の具体的方法」、「公開利用件数（アクセ

ス数）の推移」、「想定している利用対象者及び想定される利用内容」、「利用者からのアク

セスを簡便にするための工夫」欄など） 

    

・利用対象者及びその利用内容等を踏まえ、有用性が高いと判断できるものであるか。 

・相応の公開利用件数である等、研究成果の公開・普及に資するものであるか。 

・公開利用状況を促進するための取り組みがなされているか。 
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【データベース作成計画の進捗状況】 

（「データベース作成計画」、「入力予定データ量」欄など） 

 

・複数年度の内約を受ける「重点データベース」については、データベース作成計画が順

調に進捗するものであるか。 

 

〔総合評点〕 
 

 各成果公開の採択について、上記の各評定要素に着目しつつ、下表の基準に基づいて、５段

階評価を行い、総合評点を付してください。 

 その際、種目・区分ごとに担当する応募成果公開全体の中で、下表右欄の評点分布を目安と

して評点を付すこととし、評点の偏った評価とならないようにしてください。（担当成果公開

数が少ない場合は、この限りではありません。） 

なお、「－」を付すのは、「利害関係」にあたる応募成果公開のみとします。その場合は「利

害関係の理由」欄に理由を記入してください。 

また、「×」を付すのは、応募条件を満たしていないと判断する場合とし、どの条件を満た

していないかを「審査意見」欄に記入してください。 

 

 

評点区分 評 定 基 準 評点分布の目安 

５ 

 

非常に優れた提案であり、最優先で

採択すべき 

       １０％        

 

    ４     

 

優れた提案であり、積極的に採択す

べき 

       ２０％        

 

    ３     

 

優れた内容を含んでおり、採択して

もよい 

       ４０％        

 

    ２     

 

採択するには内容等にやや不十分

な点があり、採択の優先度が低い 

       ２０％        

 

    １     

 

 

採択するには内容等に不十分な点

があり、採択を見送ることが適当で

ある 

       １０％        

 

 

    －     利害関係があるので判定できない － 

    ×     応募条件を満たしていない － 
 

 

 

〔審査意見の記入〕 

 

合議審査において、書面審査の結果を適切に反映させるために、審査意見は非常に重要です。 

 「審査意見」欄には、全ての応募成果公開について、当該成果公開の長所と短所を中心とし

た審査意見を必ず記入してください。 
 

   

ⅲ その他の評価項目 

〔経費の妥当性〕 

 

各応募成果公開について、科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、下記の各評定要素

に着目しつつ、補助要求額及び経費の妥当性・必要性について、下記の評定区分により、評定
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をしてください。（「（空白）」以外の評定区分は、各評定基準の記載内容に明らかに該当す

ると判断する場合。） 

なお、「△」又は「×」の評定をする場合は、その判断に至った根拠を具体的に「その判断

に至った理由」欄に記入してください。 

  

（1）「研究成果公開発表（Ｂ）・（Ｃ）」 

 

【経費の妥当性】 

（「応募経費」欄など） 

 

・計画及び必要経費を踏まえ、経費の妥当性が高いと判断できるものであるか。 

・補助要求額に補助対象とならない経費は計上されていないか。また、その積算根拠は明

確であるか。 

       

（2）「データベース」 

 

【経費の妥当性】 

（「入力予定データ量」、「データベースの作成に直接必要となる経費」、「平成３１年度補助

要求額の明細」欄など） 

 

・作成計画及び必要経費を踏まえ、経費の妥当性が高いと判断できるものであるか。 

・補助要求額に補助対象とならない経費は計上されていないか。また、その積算根拠は明

確であるか。 

 

 

評定区分 評  定  基  準  

 

 

  

  

 

（空白） 平均的な充足率であれば当該成果公開の遂行が可能である        

○ 計画の内容から判断し、充足率を高くすることが望ましい        

    △ 計画の内容から判断し、充足率を低くすることが望ましい        

    ×      経費の内容に問題がある           
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別添１１ 

 

研究成果公開促進費（研究成果公開発表（Ｂ）（ひらめき☆ときめきサイエン
ス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ））の書面審査における評定基
準等  

   

 科学研究費助成事業（科研費）のうち、研究成果公開促進費は、研究成果の公開発表、重要な

学術研究の成果の発信及びデータベースの作成・公開について助成することによって、我が国の

学術の振興と普及に資するとともに、学術の国際交流に寄与することを目的とするものです。配

分審査に当たって、各審査委員は、応募成果公開について、この目的に大きく寄与するかどうか

を適切かつ公正に判断することが求められます。 

 

 研究成果公開促進費（研究成果公開発表（Ｂ）（ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大

学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ））は、以下に掲げる点を目的として、学術が持つ意義や学術と

日常生活との関わりに対する理解を深める機会を社会に提供するものです。 

・我が国の将来を担う児童・生徒を対象として、若者の科学的好奇心を直に刺激してひらめき、

ときめく心の豊かさと知的創造性を育むこと 

・科研費による研究について、その中に含まれる科学の興味深さや面白さを分かりやすい形で直

に伝えること 

・上記を踏まえ、学術の文化的価値及び社会的重要性を社会・国民に示し、学術の振興を図るこ

と 

 

書面審査においては、各応募成果公開について、以下の評定要素に着目しつつ、最終的に、５

段階による総合評点を付すこととします。 

合議審査では、書面審査における総合評点等を基に、個別の評定要素や応募状況等を適切に勘

案して、成果公開の採否及び経費の配分額を決定します。  

  

審査に当たり、高い総合評点を付す応募成果公開は、必ずしも、全ての個別要素において高い

評価を得た成果公開である必要はありません。 

研究成果の公開の多様性に配慮しつつ、本種目の性格に合った重要な成果公開を幅広く見いだ

すよう、適切な評価を行ってください。  

   

また、利害関係にある研究者が参加している応募成果公開（第８条の二参照）の審査は行わな

いでください。  

 

ⅰ 評定基準 

〔評定要素〕 

（１）プログラムの内容、実施方法の工夫 

・科研費による研究について、その中に含まれる科学の興味深さや面白さを分かりやすい形で直

に伝えようとしているか。 

・科研費による研究者個人の独創的・先駆的な学術研究の一端を感じることができる企画となっ

ているか。 

・受講生の科学的好奇心を直に刺激する内容となっているか。 

・受講生の心の豊かさと知的創造性を育むことができる内容になっているか。 

・実施担当研究者自身の歩みや人柄に触れることができる内容となっているか。 

・座学（講義等）に偏りすぎることなく、実験、フィールドワーク、発表、討論等、受講生が自

ら実際に体感し考察できる内容となっているか。 

・受講生の自発的で積極的な活動を促す工夫がなされているか。 
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・異なる学校種別の受講生を同時に対象として実施する場合は、その際の実施方法の工夫がなさ

れているか。 

・進路説明会、オープンキャンパスなど実施機関が別に企画する事業と同日に実施する場合、本

事業の趣旨・目的に合致した独立したプログラムになっているか。 

・計画を遂行するため、実施方法等は具体的かつ適切であるか。また、経費は計画と整合性がと

れたものとなっているか。 

 

（２）広報活動 

・効果的な広報活動が計画されているか。 

（３）安全性の確保 

・受講生等への安全配慮が適切になされているか。 

 

〔総合評点〕 

 各成果公開の採択について、上記の各評定要素に着目しつつ、下表の基準に基づいて、５段階評価

を行い、総合評点を付してください。 

 その際、担当する応募成果公開全体の中で、下表右欄の評点分布を目安として評点を付すことと

し、評点の偏った評価とならないようにしてください。（担当成果公開数が少ない場合は、この限り

ではありません。） 

なお、「－」を付すのは、「利害関係」にあたる応募成果公開のみとします。その場合は「利害関係

の理由」欄に理由を記入してください。 

 

評点区分 評 定 基 準 評点分布の目安 

５ 非常に優れた提案であり、最優先

で採択すべき 

       １０％     

    ４     優れた提案であり、積極的に採択

すべき 

       ２０％     

    ３     優れた内容を含んでおり、採択し

てもよい 

       ４０％     

    ２     採択するには内容等にやや不十分

な点があり、採択の優先度が低い 

       ２０％        

    １     採択するには内容等に不十分な点

があり、採択を見送ることが適当

である 

       １０％      

    －     利害関係があるので判定できない － 

 

ⅱ 遵守事項 

（１）人権の保護及び法令等の遵守への対応について 
 

プログラムの実施において人権保護や法令等の遵守が必要とされる場合は、関連する指針・法令

等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・対策等を行った上で、

実施することとなります。このため、審査の評価項目として考慮する必要はありません。 

 

（２）生物を使用するプログラムについて 

 

-135-



生物を使用するプログラムの実施において公募要領に示す以下の項目を遵守して実施する必要が

あります。このため、審査の評価項目として考慮する必要はありません。 

Ⅰ飼育（栽培）・増殖された個体を用いることが可能であればそのようにし、野生個体を用いる

必要がある場合は環境影響を最小限にするように工夫すること。 

Ⅱ本プログラムは動物実験の必要性を訴える機会ではない。やむをえずマウスなどの実験動物を

用いる場合は、代替法が存在しないことを確認のうえ、次のことを遵守すること。 

ⅰ各機関の動物実験関係規定に従って動物実験計画書を提出し、許可を得ること。 

ⅱプログラムの中で受講生に各機関の動物実験関係規定に従った講習を受けさせること。 

ⅲ動物の苦痛低減や使用個体数の最少化などを心がけ、動物愛護に十分配慮して実施するこ

と。 

 

なお、プログラムを実施するに当たり所定の手続き・対策等に不十分な点が見受けられるなど実

施代表者等に対して予め指摘が必要と考える場合には、その考えに至った根拠を具体的に「その判

断に至った理由」欄に記入してください。採択された場合には、実施代表者等に対して所定の手続

き・対策等を行うよう通知するとともに、不採択であった場合でも、審査結果の開示において所定

の手続き・対策等に不充分な点があった旨を表示します。 

また、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合も含む。）」場合に

は、「その判断に至った理由」欄への記入は不要です。  
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別添１２ 

 

  

研究成果公開促進費（国際情報発信強化）の書面審査における評定基準等 

 

 

 科学研究費助成事業（科研費）のうち、研究成果公開促進費は、研究成果の公開発表、重要な

学術研究の成果の発信及びデータベースの作成・公開について助成することによって、我が国の

学術の振興と普及に資するとともに、学術の国際交流に寄与することを目的とするものです。配

分審査にあたって、各審査委員は、応募成果公開について、この目的に大きく寄与するかどうか

を適切かつ公正に判断することが求められます。 

 

研究成果公開促進費（国際情報発信強化）は、学術刊行物（研究者の研究成果を発表する媒体

であって、質の保証のための組織的な体制が取られ、一貫したタイトルを付して刊行されるもの）

の発行における国際情報発信力の強化の取組について助成することによって、我が国の学術の振

興と普及に資するとともに、学術の国際交流に寄与することを目的とするものです。 

 

 国際情報発信強化の書面審査においては、各応募成果公開について、各評定要素に関する絶対

評価を行った上で、最終的に、５段階による総合評点を相対的な評価に基づいて付すこととしま

す。 

 合議審査では、書面審査における総合評点及び審査意見等を基に、成果公開の採否及び経費の

配分額を決定します。 

 

 審査にあたり、高い総合評点を付す応募成果公開は、必ずしも、全ての個別要素において高い

評価を得た成果公開である必要はありません。 

 分野の特性など、研究成果の公開の多様性に配慮しつつ、本種目の性格に合った重要な成果公

開を幅広く見いだし、学術の国際交流に寄与するよう、適切な評価を行ってください。 

 なお、利害関係にある者が関与している応募成果公開（第８条の二参照）の審査は行わないで

ください。 

 

 

ⅰ 評定基準 

 

〔評定要素〕（ ）内は、計画調書における参照箇所を指します。 

 

（１）国際情報発信強化への目標及び評価指標の適切性 

（「国際情報発信強化の取組の目標・評価指標」、「国際情報発信強化の取組の実施計画・方法」、

「種別」欄など） 

 

・目標及び評価指標（中間及び終了時）は具体的に示されているか。 

・目標は国際情報発信の強化、実現が期待できるものか。 

・評価指標は改善状況を評価できる適切なものか。 

・英文以外の言語での応募の場合、当該言語で発行する妥当な理由となっているか。 
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評点区分 評  定  基  準 

４ 優れている 

３ 良好である 

２ やや不十分である 

１ 不十分である 

 

（２）国際情報発信の取組の内容及び実施計画の妥当性 

（「国際情報発信強化の取組の概要」、「国際情報発信強化の取組の実施計画・方法」欄など） 

 

・取組の内容は、これまでの取組と異なる新たなものとなっているか。 

・各年度の実施計画・方法は、目標を達成するために十分練られたものになっているか。 

 

評点区分 評  定  基  準 

４ 優れている 

３ 良好である 

２ やや不十分である 

１ 不十分である 

 

（３）新たな取組の準備状況の妥当性 

（「新たな取組の準備状況」欄など） 

 

・新たな取組の実施に向け十分な準備がなされているか。 

・新たな取組の実施が可能な体制が整備されているか。 

 

評点区分 評  定  基  準 

４ 優れている 

３ 良好である 

２ やや不十分である 

１ 不十分である 

 

 

〔総合評点〕 

 

各成果公開の採択について、上記の各評定要素に関する評価結果を参考に、下表の基準に基

づいて、５段階評価を行い、総合評点を付してください。 

その際、絶対評価を基本としつつも、各応募区分ごとの担当する成果公開全体の中で、下表

右欄の評点分布を目安として評点を付すこととし、評点の偏った評価とならないようにしてく

ださい。（担当成果公開数が少ない場合は、この限りではありません。） 

なお、「利害関係」にあたる応募成果公開の場合は「利害関係の理由」欄に理由を記入して

ください。 

複数の学術団体の取組については合議審査の段階で配慮しますので、書面審査においては配

慮しないでください。 
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評点区分 評 定 基 準 評点分布の目安 

５ 

 

非常に優れた提案であり、最優先で採択す

べき 

１０％ 

 

４ 

 

優れた提案であり、積極的に採択すべき ２０％ 

 

３ 

 

優れた内容を含んでおり、採択してもよい ４０％ 

 

２ 

 

採択するには内容等にやや不十分な点が

あり、採択の優先度が低い 

２０％ 

 

１ 

 

採択するには内容等に不十分な点があり、

採択を見送ることが適当である 

１０％ 

 

－ 利害関係があるので判定できない ― 

 

 

 

〔審査意見の記入〕 

 

合議審査において、書面審査の結果を適切に反映させるために、審査意見は非常に重要です。 

「審査意見」欄には、全ての応募成果公開について、当該成果公開の長所と短所を中心とし

た審査意見を必ず記入してください。  

 

 

ⅱ 評定の前提となる基本的な評価項目 

 

上記の評定基準に基づいた総合評価のほかに、下記の項目についても評価を行ってください。 

なお、「△」又は「×」の評定をする場合は、その判断に至った根拠を具体的に「その判断

に至った理由」欄に記入してください。 

 

（１）学術的価値と質の確保 

（「国際情報発信強化の取組の概要」欄、「学術団体等の活動状況」頁の各欄など） 

 

① 学術的価値の確保 

・刊行される学術刊行物は、重要な学術研究の成果の発信という「国際情報発信強化」の目

的・性格に照らし、学術的価値が確保されたものであるか。 

 

評定区分 評  定  基  準 

（空白） 学術的価値が確保されている 

× 学術的価値が確保されていない 

 

② 質の確保 

・レフェリー制等により質の保証された原著論文が迅速かつ積極的に発信されているか。 

 

評定区分 評  定  基  準 
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（空白） 質が確保されている 

× 質が確保されていない 

 

（２）補助要求額の妥当性 

（「補助要求額」、「明細」、「補助要求額の必要性・妥当性」欄など） 

 

・経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 

 

評定区分 評  定  基  準   

（空白） 補助要求額に近い配分額が望ましい 

△ 補助要求額より減じた配分額が望ましい 

× 補助要求額等に問題がある 

 

（３）学術団体等組織における経理管理及び監査体制の整備状況 

（「経理管理事務・監査体制」欄） 

 

・交付された科研費を適正に管理するに十分な経理管理事務体制が整備されているか。 

・内部監査又は外部監査を行うなどにより、学術団体等組織における監査体制が整備されて

いるか。 

 

評定区分 評  定  基  準 

（空白） 学術団体等組織における経理管理事務及び

監査体制が整備されており、科研費を交付

しても適正な管理ができる 

× 学術団体等組織における経理管理事務及び

監査体制が整備されているとはいえず、科

研費の交付先として適さない。 
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別添１３ 

国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）の 
書面審査における評定基準等 

 
 
 科学研究費助成事業（科研費）は、全ての研究分野にわたり、基礎から応用までのあ

らゆる学術研究を格段に発展させることを目的とするものです。配分審査にあたって、

各審査委員は、応募研究課題について、この目的に大きく寄与するかどうかを適切かつ

公正に判断することが求められます。 
 
 本研究種目では、審査委員全員が全ての研究課題について書面審査を行った上で、同

一の審査委員が合議審査の場で応募研究課題について幅広い視点から議論により審査す

る「総合審査」を実施します。 

この審査方式により、研究課題に対する深い理解と徹底した議論によって、その提案

の独自性、創造性、実行可能性を多角的に見極め、優れた研究課題を見いだすことがで

きるよう、適切な評価を行ってください。 

 
 書面審査では、各研究課題について、以下の個別の評定要素を考慮した上で、４段階に

よる相対的な総合評点を付すこととします。合議審査では、書面審査における総合評点

の素点等を適切に勘案して議論を行い、研究課題の採否及び研究費の配分額を決定しま

す。 
 
 審査にあたり、高い総合評点を付す研究課題は、必ずしも、全ての個別要素において高

い評価を得た研究課題である必要はありません。 
 研究分野の特性など、学術研究の多様性に配慮しつつ、幅広く重要な研究を見いだし、

学術研究が進展するよう、適切な評価を行ってください。 
  
また、利害関係にある研究者が研究組織に参加している応募研究課題（第８条の一参

照）の審査は行わないでください。 
 
「国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）（以下「国際共同研究強化」とい

う。）」は、科研費採択者が現在実施している研究計画について、国際共同研究を行う

ことでその研究計画を格段に発展させ、優れた研究成果をあげることを目的とするもの

です。その結果、国際的に活躍できる、独立した研究者の養成にも資することを目指し

ています。そのため、応募年度の７月１日現在で「基盤研究（海外学術調査は除

く）」、「若手研究」又は「特別研究員奨励費」に採択されており、応募時点において

研究を実施中の研究代表者（応募年度の４月１日現在で４５歳以下の者。）が一人で一

定期間海外の大学や研究機関において海外共同研究者と共同で行う研究計画を対象と

し、留学等単なる海外派遣を推進するものではありません。 

したがって、書面審査では、国際共同研究強化としての適切性を考慮し、国際共同研

究の意義や必要性等について、専門分野のみならず幅広い観点から、以下に述べる要素

を中心に評価を行ってください。 
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ⅰ 評定基準 
 
〔評定要素〕 
 
Ａ．種目の趣旨・対象と研究計画との合致性 

・研究代表者が一定期間直接海外の大学や研究機関に渡航し、国際共同研究を実施することで、

既に科研費に採択されている研究がどのように発展するか明確になっているか。 

・海外共同研究者との円滑な連携により優れた研究成果を期待できるか。また、その結果、当該

研究者が独立した研究者として国際的に活躍することが期待できるか。 

 
評定区分 評  定  基  準 

○ 合致している、又はほぼ合致している 
△ あまり合致していない 
× 合致していない 

 
書面審査においては、研究計画が本種目の趣旨・対象に「あまり合致していない」又は「合致

していない」と判断し「△」又は「×」を付した課題について、その根拠を「その判断に至った

理由」欄に記入してください。該当する課題については、合議審査で改めて確認することとなり

ます。 

 

 
Ｂ．研究計画の内容に関する評定要素 

 

（１）国際共同研究の意義・必要性 

・国内外の研究動向等にかんがみ、国際的な環境で海外共同研究者との研究を行う意義や必

要性があるか。 

・本研究課題の遂行によって、より広い学術、科学技術あるいは社会などへの波及効果が期

待できるか。 

 

（２）研究方法の妥当性 

・研究目的を達成するため、研究方法等は具体的かつ適切であるか。 

・海外共同研究者の役割や研究内容が明確に示されており、本国際共同研究の実施に向けた

準備状況は適切であるか。 

・研究経費は研究計画と整合性がとれたものとなっているか。また、研究代表者が一定期間

海外の大学や研究機関において海外共同研究者と共同で行う研究計画の遂行に必要な経費

が適切に計上されているか。 

 

（３）研究遂行能力及び研究環境の適切性 
      ・これまでの研究活動等から見て、研究計画に対する十分な遂行能力を有しているか。 

      ・研究計画の遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等、研究環境は整っているか。 
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〔総合評点〕 
  
  【書面審査】 
    各研究課題の採択について、上記「Ａ．種目の趣旨・対象と研究計画との合致性」及び

「Ｂ．研究計画の内容に関する評定要素」（１）～（３）の評定要素に着目しつつ、国際共

同研究強化としての適切性も考慮し、総合的な判断の上、下表右欄に基づき示される評点分

布に従って４段階評価を行い、総合評点を付してください。（担当研究課題数が少ない場合

は、この限りではありません。） 

ただし、「Ａ．種目の趣旨・対象と研究計画との合致性」において「△」又は「×」を付し

た課題については、総合評点として「Ｃ」を付してください。 

    なお、「利害関係」にあたる研究課題の場合は「利害関係の理由」欄に理由を記入してく

ださい。 

        また、研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び法令

等の遵守への対応」欄は、書面審査において付す総合評点には考慮しないこととしているた

め、それ以外の各欄等に基づいて総合評点を付してください。「研究費の応募・受入等の状

況」欄、「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の審査における取扱いは、「ⅲ 留意

事項」を確認してください。 

 
評点区分 評  定  基  準 評点分布の目安 

Ｓ 最優先で採択すべき １０％ 
Ａ 積極的に採択すべき １０％ 
Ｂ 採択してもよい １０％ 
Ｃ Ｓ～Ｂに入らないもの ７０％ 
－ 

 
利害関係があるので判定できない － 

 
 
〔審査意見の記入〕 
 
    国際共同研究強化では、書面審査と合議審査を同一の審査委員が行いますが、合議審査

での議論を深めるために、書面審査における審査意見は審査委員名とともに審査資料とし

て提示します。 
    「審査意見」欄には、全ての研究課題について、当該研究課題の長所と短所を中心とし

た審査意見を必ず記入してください。 
   
 
ⅱ その他の評価項目 
 
 研究経費の妥当性 
 

  科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、研究経費の妥当性・必要性について以下

の点を考慮し、下記の評定区分により、評定をしてください。（「空白」以外の評定区分

は、研究計画との整合性の観点から、各評定基準の記載内容に明らかに該当すると判断す

る場合。）また、本研究種目では応募額を最大限尊重した研究経費の配分を行う予定であ

り、充足率を１００％に近い水準とする予定です。 
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  なお、「△」又は「×」の評定をする場合は、その判断に至った根拠を具体的に「その

判断に至った理由」欄に記入してください。 
 
・研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 
・設備備品の購入経費等は研究計画遂行上真に必要なものが計上されているか。 

 
評定区分                    評  定  基  準 

 （空白） 平均的な充足率であれば当該研究の遂行が可能である 
    △ 研究計画の内容から判断し、充足率を低くすることが望ましい 
    × 研究経費の内容に問題がある 

     

 
ⅲ 留意事項 
 
 （１）「研究費の応募・受入等の状況」欄の取扱いについて 
 
   他の研究課題の応募・受入等の状況については、合議審査において「研究資金の不合理

な重複や過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を判断する際の参考

とすることとしています。このため、審査において付す総合評点には考慮しないでくださ

い。 

書面審査においては、明らかに「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研究

課題が十分遂行し得ない」と判断した研究課題がある場合には、その根拠を「その判断に

至った理由」欄に記入してください。 

なお、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合を含む）」

場合には記入は不要です。 
 

 

（２）「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の取扱いについて 
 

研究計画の遂行において人権保護や法令等の遵守が必要とされる研究課題については、

関連する法令等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・

対策等を行った上で、研究計画を実施することとなります。このため、書面審査の評価項

目として考慮する必要はありません。 
 
なお、研究を実施するに当たり所定の手続き・対策等に不十分な点が見受けられるなど研

究機関に対して予め指摘が必要と考える場合には、その考えに至った根拠を具体的に「そ

の判断に至った理由」欄に記入してください。採択された場合には、応募者が所属する研

究機関に対して所定の手続き・対策等を行うよう通知するとともに、不採択であった場合

でも、審査結果の開示において所定の手続き・対策等に不十分な点があった旨を表示しま

す。 
また、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合も含む。）」

場合には、「その判断に至った理由」欄への記入は不要です。 
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別添１４ 

国際共同研究加速基金（海外連携研究）の 
書面審査における評定基準等 

 
 

 科学研究費助成事業（科研費）は、全ての研究分野にわたり、基礎から応用までのあら

ゆる学術研究を格段に発展させることを目的とするものです。配分審査にあたって、各審

査委員は、応募研究課題について、この目的に大きく寄与するかどうかを適切かつ公正に

判断することが求められます。 

 

審査においては、審査区分として「中区分」を活用します。審査方式は、合議審査を行

わず、同一の審査委員が２段階にわたり、書面審査を実施し採否を決定する「２段階書面

審査」を準用します。 

 

 １段階目の審査においては、各研究課題について、以下の研究内容、研究計画等に関す

る個別の評定要素に対する絶対評価を行った上で、４段階による総合評点を相対的な評価

に基づいて付すこととします。  

なお、評定要素ごとに行う絶対評価において、「２ やや不十分である」又は「１ 不

十分である」を付した場合には、当該評定要素のいずれの項目について「やや不十分であ

る」又は「不十分である」と判断したか、その理由を選択することとします。この選択さ

れた項目については、不採択者のうち１段階目の審査結果の開示を予め希望した者に開示

します。 

 ２段階目の審査では、同一の審査委員が、１段階目の書面審査の結果に基づき２段階目

の審査対象となった研究課題について、新たに２段階目の評点を付します。その際、同じ

研究課題の審査をしている全ての審査委員の審査意見（１段階目）等を確認の上、自身の

見識に基づいて評点を付してください。 

研究課題の採否及び研究費の配分額は、その評点等に基づき決定します。 

 

 審査にあたり、高い総合評点を付す研究課題は、必ずしも、全ての個別要素において高

い評価を得た研究課題である必要はありません。 

 研究分野の特性など、学術研究の多様性に配慮しつつ、幅広く重要な研究を見いだし、学

術研究が進展するよう、適切な評価を行ってください。 

  

また、利害関係にある研究者が研究組織に参加している応募研究課題（第８条の一参

照）の審査は行わないでください。 
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 国際共同加速基金（海外連携研究）は、学術研究の発展に必要な国際共同研究を実施す

ることにより、独創的、先駆的な研究を格段に発展させることを目的とするものです。海

外で国際共同研究を実施し、我が国の研究者が国際的なネットワークの中で中核的な役割

を担うことにより、国際共同研究の基盤の構築や更なる強化に資することを目指していま

す。さらに、若手研究者の参画を要件とすることにより、国際的に活躍できる研究者の養

成に資するとともに、国際共同研究の基盤の中長期的な維持・発展につながることを期待

しています。 

このように、国際共同研究の基盤の構築や更なる強化に資することを目指す制度である

ことから、研究構想の学術研究としての意義のみならず、海外の研究機関等における研究

計画の有効性等を評価し、支援を行うこととします。 
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ⅰ評定基準 
 

〔評定要素〕  
 
 Ａ．種目の趣旨・対象と研究計画との合致性 

   ・海外で行う国際共同研究であって海外の研究機関等に直接出向き実施する研究活動が中核をな

す研究計画であり、かつ主として研究代表者の海外への渡航が予定されているものであるか。 

・国内外の研究動向等にかんがみ、海外の研究機関等へ直接出向いて国際共同研究を行う意義や

必要性が認められるか。 

   ・本国際共同研究を行うことで、我が国の研究者が国際的なネットワークの中で中核的な役割を

担うことにより、国際共同研究の基盤の構築や更なる強化に資することが期待できるか。 
    

評点区分 評定基準 

４ 合致している 

３ ほぼ合致している 

２ あまり合致していない 

１ 合致していない 
 

１段階目の審査においては、研究計画が本種目の趣旨・対象に「あまり合致していない」又は

「合致していない」と判断し「２」又は「１」を付した課題について、その根拠を「その判断に至

った理由」欄に記入してください。該当する課題については、２段階目の審査で改めて確認するこ

ととなります。 
 
 

Ｂ．研究計画の内容に関する評定要素 

（１）国際共同研究の学術的重要性・妥当性 

・学術的に見て、推進すべき重要な研究課題であるか。 

   ・研究課題の核心をなす学術的「問い」は明確であり、学術的独自性や創造性が認められるか。 

・本研究課題の遂行によって、より広い学術、科学技術あるいは社会などへの波及効果が期待で

きるか。 
       

評点区分 評定基準 

４ 優れている 

３ 良好である 

２ やや不十分である 

１ 不十分である 
 
 

（２）研究方法の妥当性 
   ・研究目的を達成するため、研究方法等は具体的かつ適切であるか。 

・参画している若手研究者が、研究計画の中で海外において果たす役割は明確に示されているか。 

・海外共同研究者の役割や研究内容が明確に示されており、本国際共同研究の実施に向けた準備

状況は適切であるか。 

・研究経費は研究計画と整合性がとれたものとなっているか。また、研究代表者をはじめとする

日本側研究者が直接海外の研究機関等に出向き研究活動を実施するための経費が適切に計上さ

れているか。 
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評点区分 評定基準 

４ 優れている 

３ 良好である 

２ やや不十分である 

１ 不十分である 
 
 

（３）研究遂行能力及び研究環境の適切性 

      ・これまでの研究活動等から見て、研究計画に対する十分な遂行能力を有しているか。 

      ・研究計画の遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等、研究環境は整っているか。 
      

評点区分 評定基準 

４ 優れている 

３ 良好である 

２ やや不十分である 

１ 不十分である 

 

 

〔１段階目の審査における総合評点及び審査意見の記入〕 
  

 【１段階目の審査における総合評点】 

   各研究課題の採択について、上記「Ａ．種目の趣旨・対象と研究計画との合致性」を考慮し、

「Ｂ．研究計画の内容に関する評定要素」（１）～（３）の評定要素に着目しつつ、総合的な判

断の上、下表右欄の評点分布に従って４段階評価を行い、総合評点を付してください。（担当研

究課題数が少ない場合は、この限りではありません。） 

   ただし、「Ａ．種目の趣旨・対象と研究計画との合致性」において「合致していない」又は

「あまり合致していない」と判断し「１」又は「２」を付した課題については、総合評点におい

ても「２」以下の評点を付してください。 

    なお、「利害関係」にあたる研究課題の場合は「利害関係の理由」欄に理由を記入してくだ

さい。 

    また、研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び法令等

の遵守への対応」欄は、審査において付す総合評点には考慮しないこととしているため、それ

以外の各欄等に基づいて総合評点を付してください。「研究費の応募・受入等の状況」欄、

「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の審査における取扱いは、「ⅲ 留意事項」を確

認してください。 

 

評点区分 評点分布の目安 

４ １０％ 

３ ２０％ 

２ ４０％ 

１ ３０％ 

利害関係があるので判定できない － 

       注：評価にあたっては、以下を目安として評点を付してください。 

         「４：非常に優れている」、「３：優れている」、「２：普通」、 

「１：劣っている」 
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【１段階目の審査における審査意見の記入】 

    １段階目の審査においては、全ての研究課題の「審査意見」欄に、当該研究課題の長所と短所

を中心とした審査意見を必ず記入してください。なお、２段階目の審査では審査意見を付す必要

はありません。 

この審査意見は、２段階目の審査において新たな総合評点を付す際に、各審査委員が研究課題

への理解をより深めるために、他の審査委員に提示します。 

 

     

〔２段階目の審査の対象〕 
 

 １段階目の審査の結果に基づき、以下のような研究課題を２段階目の審査の対象とします。 

 ・１段階目の書面審査の結果における順位が採択予定件数付近にある研究課題 

 ・１段階目の書面審査の結果における順位が上位の課題のうち、「Ａ．種目の趣旨・対象と研究計画

との合致性」において「１」又は「２」を付した審査委員がいる研究課題 

 ・１段階目の書面審査の結果における順位が上位の課題のうち、総合評点で「１」を付した委員がい

る研究課題 

 ・１段階目の書面審査の結果における順位が下位の課題のうち、委員１名のみが総合評点で「１」を

付しており、当該評点を除いて平均点を算出すると採択予定件数付近の順位になる研究課題 

 

 

〔２段階目の審査における種目の趣旨・対象と研究計画との合致性の判断及び総合評点〕 
 

【２段階目の審査における種目の趣旨・対象と研究計画との合致性の判断】 

    ２段階目の審査対象となった研究課題のうち、１段階目の審査で、「Ａ．種目の趣旨・対象と

研究計画との合致性」において「合致していない」又は「あまり合致していない」と判断した審

査委員がいた研究課題については、２段階目の審査において改めて確認することとなります。 

確認の上、種目の趣旨・対象と研究計画との合致性が「認められる」場合には「○」を、「認

められない」場合には「×」を付してください。 

    なお、種目の趣旨・対象と研究計画との合致性について審査委員の過半数が「○」を付した研

究課題でなければ、学術的価値の評価にかかわらず採択とはなりません。 

 

 【２段階目の審査における総合評点】 

１段階目の書面審査の結果に基づき２段階目の審査対象となった各研究課題の採択について、

上記「Ａ．種目の趣旨・対象と研究計画との合致性」を考慮し、「Ｂ．研究計画の内容に関する

評定要素」（１）～（３）の評定要素に着目しつつ、同じ研究課題の審査をしている全ての審査

委員が付した審査意見等も確認し、総合的な判断の上、下表右欄に基づき別途示される評点分布

に従って４段階評価を行い、総合評点を付してください。 

ただし、２段階目の審査における種目の趣旨・対象と研究計画との合致性の判断において、合

致性が「認められない」と判断し「×」を付した課題については、総合評点として「Ｄ」を付し

てください。 

また、研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び法令等の

遵守への対応」欄は、審査において付す総合評点には考慮しないこととしているため、それ以外

の各欄等に基づいて総合評点を付してください。「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の

保護及び法令等の遵守への対応」欄の審査における取扱いは、「ⅲ 留意事項」を確認してくだ

さい。 
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評点区分 

 

評 定 基 準 

 

 評点分布の目安  

  Ａ 

 

２段階目の審査の対象となった研究

課題のうち、最優先で採択すべき 

 

 

 

採択予定件数に応じて調整 

 

  Ｂ 

 

２段階目の審査の対象となった研究

課題のうち、積極的に採択すべき 

  Ｃ 

 

２段階目の審査の対象となった研究

課題のうち、採択してもよい 

  Ｄ Ａ～Ｃに入らないもの 

  － 

 

利害関係があるので判定できない － 

  

 

ⅱ その他の評価項目 

 

 研究経費の妥当性 

 

  科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、研究経費の妥当性・必要性について以下の点を

考慮し、研究経費の内容に問題があり、充足率を低くすることが望ましい場合には「×」を付し

てください。「×」を付した審査委員が複数となった研究課題については、平均充足率よりも低

く設定します。 

  

・研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 

・設備備品の購入経費等は研究計画遂行上真に必要なものが計上されているか。 

・研究設備の購入経費、旅費又は人件費・謝金のいずれかの経費が９０％を超えて計上されて

いる場合には、研究計画遂行上有効に使用されることが見込まれるか。 

  

 

ⅲ 留意事項 

 

 （１）「研究費の応募・受入等の状況」欄の取扱いについて 

 

   他の研究課題の応募・受入等の状況については、当該研究課題が「研究資金の不合理な重複や

過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を判断するために参考とすることと

しています。そのため、審査において付す総合評点には考慮しないでください。 

なお、研究資金の不合理な重複等の判断に当たっては以下の手続きに従って判断をしてください。 

 

 

  【１段階目】 

１段階目の審査においては、明らかに「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研究

課題が十分遂行し得ない」と判断した研究課題がある場合には、その根拠を「その判断に至った

理由」欄に記入してください。 
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なお、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合を含む）」場合に

は記入は不要です。 

 

【２段階目】 

    ２段階目の審査においては、２段階目の審査対象となった研究課題及びそれよりも上位の研究

課題のうち、１段階目の審査で、「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研究課題が

十分遂行し得ない」と判断し、その根拠を「その判断に至った理由」に記入した審査委員が複数

いた研究課題について、改めて、「研究資金の不合理な重複や過度の集中にならず、研究課題が

十分遂行し得るかどうか」を確認することとなります。確認の上、研究資金の不合理な重複や過

度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るまたは判断ができない場合には「特段の問題はな

い（判断できない場合を含む）」を、明らかに問題がある場合には「×」を付してください。 

    なお、審査委員全員が「×」を付した研究課題は、学術的価値の評価にかかわらず不採択と

なります。 

 

 

（２）「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の取扱いについて 

 

   研究計画の遂行において人権保護や法令等の遵守が必要とされる研究課題については、関連する

法令等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・対策等を行った上

で、研究計画を実施することとなります。このため、審査の評価項目として考慮する必要はありま

せん。 

 

なお、研究を実施するに当たり所定の手続き・対策等に不十分な点が見受けられるなど研究機

関に対して予め指摘が必要と考える場合には、その考えに至った根拠を具体的に「その判断に至

った理由」欄に記入してください。採択された場合には、応募者が所属する研究機関に対して所

定の手続き・対策等を行うよう通知するとともに、不採択であった場合でも、審査結果の開示に

おいて所定の手続き・対策等に不十分な点があった旨を表示します。 

また、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合も含む。）」場合

には、「その判断に至った理由」欄への記入は不要です。 
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別添１５ 

 

国際共同研究加速基金（帰国発展研究）の 

書面審査における評定基準等 

 

 

 科学研究費助成事業（科研費）は、全ての研究分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる学

術研究を格段に発展させることを目的とするものです。配分審査にあたって、各審査委員は、応

募研究課題について、この目的に大きく寄与するかどうかを適切かつ公正に判断することが求め

られます。 

 

 本研究種目では、審査委員全員が全ての研究課題について書面審査を行った上で、同一の審査

委員が合議審査の場で応募研究課題について幅広い視点から議論により審査する「総合審査」を

実施します。 

この審査方式により、研究課題に対する深い理解と徹底した議論によって、その提案の独自性、

創造性、実行可能性を多角的に見極め、優れた研究課題を見いだすことができるよう、適切な評

価を行ってください。 

 

 書面審査では、各研究課題について、以下の個別の評定要素を考慮した上で、４段階による相

対的な総合評点を付すこととします。合議審査では、書面審査における総合評点の素点等を適切

に勘案して議論を行い、研究課題の採否及び研究費の配分額を決定します。 

 

 審査にあたり、高い総合評点を付す研究課題は、必ずしも、全ての個別要素において高い評価を

得た研究課題である必要はありません。 

 研究分野の特性など、学術研究の多様性に配慮しつつ、幅広く重要な研究を見いだし、学術研究

が進展するよう、適切な評価を行ってください。 

  

また、利害関係にある研究者が研究組織に参加している応募研究課題（第８条の一参照）の審

査は行わないでください。 

 

国際共同研究加速基金（帰国発展研究）は、海外の研究機関等において、優れた研究実績を有す

る独立した研究者が、日本を主たる拠点として、独創的・先駆的な研究を格段に発展させるため、

日本に帰国後すぐに研究を開始できるように研究費を支援するものです。したがって、採択にあ

たっては種目の趣旨に合致するものを選定できるよう、適切な評価を行ってください。 
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ⅰ 評定基準 

 

〔評定要素〕 

 

Ａ．帰国発展研究としての妥当性 

・これまでの海外における研究活動や研究資金の獲得状況等、海外で優れた研究実績を有する

独立した研究者であることの根拠が提示されているか。 

・帰国後に研究室を主宰し、外国人研究者との連携等により日本の研究活動の活性化に資する

ことが期待できるか。 

 

評定区分 評  定  基  準 

○ 妥当である又は概ね妥当である 

△ あまり妥当でない 

× 妥当でない 

 

書面審査においては、帰国発展研究として「あまり妥当でない」又は「妥当でない」と判断

し「△」又は「×」を付した課題について、その根拠を「その判断に至った理由」欄に記入し

てください。該当する課題については、合議審査で改めて確認することとなります。 

 

 

Ｂ．研究計画の内容に関する評定要素 

 

（１）研究課題の学術的重要性 

・学術的に見て、推進すべき重要な研究課題であるか。 

・研究課題の核心をなす学術的「問い」は明確であり、学術的独自性や創造性が認められ

るか。 

・研究計画の着想に至る経緯や、関連する国内外の研究動向と研究の位置づけは明確であ

るか。 

・本研究課題の遂行によって、より広い学術、あるいは科学技術、社会などへの波及効果

が期待できるか。 

 

 

（２）研究方法の妥当性 

・研究目的を達成するため、研究方法等は具体的かつ適切であるか。また、研究経費は研

究計画と整合性がとれたものとなっているか。 

・研究目的を達成するための準備状況は適切であるか。 

 

 

（３）研究遂行能力 

   ・これまでの研究活動等から見て、研究計画に対する十分な遂行能力を有しているか。 
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〔総合評点〕 

 

   各研究課題の採択について、上記「Ａ．帰国発展研究としての妥当性」及び「Ｂ．研究

計画の内容に関する評定要素」（１）～（３）の評定要素に着目しつつ、帰国発展研究と

しての適切性も考慮し、総合的な判断の上、下表右欄に基づき示される評点分布に従って

４段階評価を行い、総合評点を付してください。（担当研究課題数が少ない場合は、この

限りではありません。） 

   ただし、「Ａ．帰国発展研究としての妥当性」において「△」又は「×」を付した課題

については、総合評点として「Ｃ」を付してください。 

    なお、「利害関係」にあたる研究課題の場合は「利害関係の理由」欄に理由を記入して

ください。 

    また、研究計画調書における「研究費の応募・受入等の状況」欄、「人権の保護及び法

令等の遵守への対応」欄は、書面審査において付す総合評点には考慮しないこととしてい

るため、それ以外の各欄等に基づいて総合評点を付してください。「研究費の応募・受入

等の状況」欄、「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の審査における取扱いは、「ⅲ 

留意事項」を確認してください。 

 

評点区分 評 定 基 準  評点分布の目安 

  Ｓ 最優先で採択すべき １０％ 

  Ａ 積極的に採択すべき １０％ 

  Ｂ 採択してもよい １０％ 

  Ｃ Ｓ～Ｂに入らないもの ７０％ 

  － 利害関係があるので判定できない － 

 

 

〔審査意見の記入〕 

 

    国際共同研究加速基金（帰国発展研究）では、書面審査と合議審査を同一の審査委員が

行いますが、合議審査での議論を深めるためにも、書面審査における審査意見は審査委員

名等とともに審査資料として提示します。 

    「審査意見」欄には、全ての研究課題について、当該研究課題の長所と短所を中心とし

た審査意見を必ず記入してください。 

 

 

ⅱ その他の評価項目 

 

 研究経費の妥当性 

 

  科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、研究経費の妥当性・必要性について以下

の点を考慮し、下記の評定区分により、評定をしてください。（「（空白）」以外の評定

区分は、各評定基準の記載内容に明らかに該当すると判断する場合。） 

  なお、「△」又は「×」の評定をする場合は、その判断に至った根拠を具体的に「その

判断に至った理由」欄に記入してください。 

 

・研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 
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・設備備品の購入経費等は研究計画遂行上真に必要なものが計上されているか。 

・研究設備の購入経費、旅費又は人件費・謝金のいずれかの経費が９０％を超えて計上

されている場合には、研究計画遂行上有効に使用されることが見込まれるか。 

 

 

 

 

 

 

 

評定区分                    評  定  基  準  

 

 

 

 

 

（空白） 平均的な充足率であれば当該研究の遂行が可能である 

○ 研究計画の内容から判断し、充足率を高くすることが望ましい 

△ 研究計画の内容から判断し、充足率を低くすることが望ましい 

× 研究経費の内容に問題がある 

 

 

ⅲ 留意事項 

 

（１）「研究費の応募・受入等の状況」欄の取扱いについて 

 

    他の研究課題の応募・受入等の状況については、合議審査において「研究資金の不合

理な重複や過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を判断する際の参

考とすることとしています。このため、審査において付す総合評点には考慮しないでくだ

さい。 

書面審査においては、明らかに「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研究課

題が十分遂行し得ない」と判断した研究課題がある場合には、その根拠を「その判断に至っ

た理由」欄に記入してください。 

なお、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合を含む）」場

合には記入は不要です。 

 

 

（２）「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の取扱いについて 

 

研究計画の遂行において人権保護や法令等の遵守が必要とされる研究課題については、

関連する法令等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・

対策等を行った上で、研究計画を実施することとなります。このため、審査の評価項目と

して考慮する必要はありません。 

 

なお、研究を実施するに当たり所定の手続き・対策等に不十分な点が見受けられるなど

研究機関に対して予め指摘が必要と考える場合には、その考えに至った根拠を具体的に「そ

の判断に至った理由」欄に記入してください。採択された場合には、応募者が所属する研

究機関に対して所定の手続き・対策等を行うよう通知するとともに、不採択であった場合

でも、審査結果の開示において所定の手続き・対策等に不十分な点があった旨を表示しま

す。 

また、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合も含む。）」

場合には、「その判断に至った理由」欄への記入は不要です。 
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別添１６ 

国際共同研究加速基金（国際先導研究）の 

審査における評定基準等 
 

 

 科学研究費助成事業（科研費）は、全ての研究分野にわたり、基礎から応用までのあ

らゆる学術研究を格段に発展させることを目的とするものです。配分審査にあたって、

各審査委員は、応募研究課題について、この目的に大きく寄与するかどうかを適切かつ

公正に判断することが求められます。 
 

 本研究種目では、審査区分として「人文社会系」「理工系」「生物系」の３系を適用

します。審査方式は、審査委員全員が全ての研究課題について書面審査を行った上で、

同一の審査委員が合議審査の場で応募研究課題について幅広い視点から議論により審査

する「総合審査」を実施します。 

この審査方式により、研究課題に対する深い理解と徹底した議論によって、その提案

の独自性、創造性、実行可能性を多角的に見極め、優れた研究課題を見いだすことがで

きるよう、適切な評価を行ってください。 

 

なお、応募件数が多数の場合は、全審査委員で書面審査を実施するのに適切な課題数

に絞り込むために「事前の選考」（プレスクリーニング）を行い、５段階による相対的

な総合評点を付すこととします 

 

書面審査では、各研究課題について、以下の個別の評定要素を考慮した上で、ヒアリ

ングの可否を判断いただきます。合議審査では、書面審査結果を適切に勘案して議論を

行い、ヒアリング研究課題を選定します。次に、ヒアリングの結果等に基づき、研究課

題の採否及び研究費の配分額を決定します。 

なお、審査の過程においては、専門分野に近い研究者が作成する審査意見書及び海外

レビューの結果も活用してください。 

 

 審査にあたり、高い評価を与える研究課題は、必ずしも全ての個別要素において高い

評価を得た研究課題である必要はありません。研究分野の特性など、学術研究の多様性

に配慮しつつ、幅広く重要な研究を見いだし、学術研究が進展するよう、適切な評価を

行ってください。 

  

また、利害関係にある研究者が研究組織に参加している応募研究課題（第８条参

照）の審査は行わないでください。 
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ⅰ 評定基準 
 

〔評定要素〕 
 

A. 国際共同研究の意義・必要性 

・高い研究実績と国際ネットワークを有する研究者による応募であるか 

・高いレベルで国際共同研究の発展が期待できる海外の共同研究者が参画しているか。役割

や研究内容が明確で、その必要性が十分に示されているか。また、準備状況は適切か 

・国際的な研究動向から見て、応募者グループの優位性を十分に発揮でき、国際的に高い評

価を得る研究成果の創出が期待できるか 

・将来的に国際的な研究コミュニティの中核を担う優れた研究者の育成が期待できるか 

・研究期間終了後も国際的なネットワークの中核として継続することが期待できるか 

・国際的に重要な学問分野の創成や、当該学問分野の飛躍的な発展・展開、当該学問分野を

通じた世界的な課題解決への挑戦、が期待できるか 

 

B. 研究計画の内容 

（１）研究課題の学術的重要性・妥当性 

 ・学術的に見て、推進すべき重要な研究課題であるか 

 ・研究課題の核心をなす学術的「問い」は明確であり、学術的独自性や創造性が認められ

るか 

 ・研究計画の着想に至る経緯や、関連する国内外の研究動向と研究の位置づけは明確であ

るか 

 ・本研究課題の遂行によって、より広い学術、科学技術あるいは社会などへの波及効果が

期待できるか 

（２）研究方法の妥当性 

 ・研究目的を達成するため、研究方法等は具体的かつ適切であるか。また、研究経費は研

究計画と整合性がとれたものとなっているか 

 ・研究目的を達成するための準備状況は適切であるか 

（３）研究遂行能力及び研究環境の適切性 

 ・これまでの研究活動等から見て、研究計画に対する十分な遂行能力を有しているか。 

 ・研究計画の遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等、研究環境は整っているか。 

 

C.  人材育成の適切性 

   ・国際的に優れた研究環境や国際ネットワークの機能等を活用した人材育成計画が具体的に

示されており、その効果が期待できるか 

   ・研究組織内で有機的に連携し、多様性に配慮した人材育成の仕組みとなっており、優れた

研究者の育成が期待できるか 

   ・若手研究者を、研究課題の遂行にとどまらず自立させるための取組が明確に示されており、

その効果が十分に期待できるか 

 

D.  研究機関の支援及び研究機関への還元方策の有効性 

   ・大規模、長期間の国際共同研究を推進する上で十分な研究機関の支援が期待できるか 
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   ・若手研究者等が国際的な交流を行うに当たって効果的な研究機関の支援体制や支援内容が

具体的に示されているか 

   ・大規模、長期間の国際共同研究に係る研究遂行や人材育成等の経験を適切に還元し、研究

機関の更なる国際化に貢献する方策が具体的に示されているか 

 

 

〔事前の選考における総合評点〕 
  

    各研究課題について、上記 A～D の評定要素を考慮し、総合的な判断の上、以下の評点分

布に従って、以降の審査に進める研究課題として優先度の高い順に評点「５」から５段階評

価を行い、総合評点を付してください。 

なお、「利害関係」にあたる研究課題の場合は「利害関係の理由」欄に理由を記入してく

ださい。 

 

評点区分 評点分布 

５ １０％ 

４ １０％ 

３ ２０％ 

２ ２０％ 

１ ４０％ 

利害関係があるので判定できない － 

 

 

〔書面審査における審査意見の記入〕 
 

    国際先導研究では、書面審査と合議審査を同一の審査委員が行いますが、合議審査で

の議論を深めるために、書面審査における審査意見は審査委員名とともに審査資料とし

て提示します。 

    「審査意見」欄には、全ての研究課題について、当該研究課題の長所と短所を中心と

した審査意見を記入してください。 

    

 

 

ⅱ その他の評価項目 
 

 研究経費の妥当性 
 

  科研費の効果的・効率的配分を図る観点から、研究経費の妥当性・必要性について以

下の点を考慮し、下記の評定区分により、評定をしてください。（「空白」以外の評定

区分は、研究計画との整合性の観点から、各評定基準の記載内容に明らかに該当すると

判断する場合。）また、本研究種目では応募額を最大限尊重した研究経費の配分を行う

予定であり、充足率を１００％に近い水準とする予定です。 

  なお、「△」又は「×」の評定をする場合は、その判断に至った根拠を具体的に「そ

の判断に至った理由」欄に記入してください。 
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・研究経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 

・設備備品の購入経費等は研究計画遂行上真に必要なものが計上されているか。 

・研究設備の購入経費、旅費又は人件費・謝金のいずれかの経費が９０％を超えて計

上されている場合には、研究計画遂行上有効に使用されることが見込まれるか。 
 

評定区分                    評  定  基  準 

 （空白） 平均的な充足率であれば当該研究の遂行が可能である 

    △ 研究計画の内容から判断し、充足率を低くすることが望ましい 

    × 研究経費の内容に問題がある 

     

 

 

ⅲ 留意事項 
 

 （１）「研究費の応募・受入等の状況」欄の取扱いについて 
 

   他の研究課題の応募・受入等の状況については、合議審査において「研究資金の不合

理な重複や過度の集中にならず、研究課題が十分遂行し得るかどうか」を判断する際の

参考とすることとしています。このため、審査において付す総合評点には考慮しないで

ください。 

書面審査においては、明らかに「研究資金の不合理な重複や過度の集中に該当し、研

究課題が十分遂行し得ない」と判断した研究課題がある場合には、その根拠を「その判

断に至った理由」欄に記入してください。 

なお、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合を含

む）」場合には記入は不要です。 

 

 

（２）「人権の保護及び法令等の遵守への対応」欄の取扱いについて 
 

研究計画の遂行において人権保護や法令等の遵守が必要とされる研究課題については、

関連する法令等に基づき、研究機関内外の倫理委員会等の承認を得るなど必要な手続き・

対策等を行った上で、研究計画を実施することとなります。このため、書面審査の評価項

目として考慮する必要はありません。 
 

なお、研究を実施するに当たり所定の手続き・対策等に不十分な点が見受けられるなど

研究機関に対して予め指摘が必要と考える場合には、その考えに至った根拠を具体的に

「その判断に至った理由」欄に記入してください。採択された場合には、応募者が所属す

る研究機関に対して所定の手続き・対策等を行うよう通知するとともに、不採択であった

場合でも、審査結果の開示において所定の手続き・対策等に不十分な点があった旨を表示

します。 

また、「本項目に該当しない」又は「特段の問題はない（判断できない場合も含む。）」場

合には、「その判断に至った理由」欄への記入は不要です。 
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独立行政法人日本学術振興会学術研究助成基金設置規程

平成２３年 ４月２８日 規程第２６号

改正 平成３１年 １月２５日 規程第 ３号

（目的）

第１条 この規程は、独立行政法人日本学術振興会法（平成１４年法律第１５９号。以下

「法」という。）第１８条第１項による学術研究助成基金（以下「基金」という。）の設

置及び運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（基金の設置）

第２条 法第１８条第１項に基づき、国から交付される学術研究助成基金補助金により、

独立行政法人日本学術振興会に基金を設置する。

（基金の業務）

第３条 基金は、法第１９条第１項にいう学術研究助成業務に要する費用に充てるものと

する。

（基金の運用）

第４条 基金は、法第１８条第３項に定める方法により運用するものとする。

（委任）

第５条 この規程に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、基金管理委員会

の議を経て理事長が別に定める。

附則

この規程は、平成２３年４月２８日から施行する。

附則（平成３１年１月２５日規程第３号）

この規程は、平成３１年１月２５日から施行し、平成３１年１月１７日から適用する。
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独立行政法人日本学術振興会における学術研究助成基金及び 

地域中核研究大学等強化促進基金の運用に関する取扱要項 

平成 21 年 11 月 27 日 

理 事 長 裁 定 

改正 平成 22 年 6 月 30日 

改正 平成 23 年 4 月 28日 

改正 平成 25 年 4 月 1 日 

改正 平成 26 年 4 月 1 日 

改正 平成 28 年 4 月 1 日 

改正 平成 30 年 3 月 31日 

改正 令和５年 3 月 24 日 

（趣旨） 

第１条 この要項は、独立行政法人日本学術振興会学術研究助成基金設置規程（平成２３年

規程第２６号）第５条、独立行政法人日本学術振興会地域中核研究大学等強化促進基金設

置規程（令和５年規程第４号）第５条に基づく学術研究助成基金及び地域中核研究大学等

強化促進基金（以下「基金」という。）の運用に関し、必要な事項を定める。 

 （運用の原則） 

第２条 基金の運用にあたっては、次の各号に留意しなければならない。 

（１）安全性の確保を最優先とした運用に努めること。 

（２） 運用は事業の執行に支障のない範囲内で行うものとし、流動性の確保に努めること。 

（３）収益性の向上に努めること。 

２ 基金の運用に際しては、複数の金融機関の比較を行い、競争性の確保を図ることとする。 

（運用方法） 

第３条 基金の運用に当たっては、独立行政法人日本学術振興会法（平成１４年法律第１５

９号）第１８条第３項及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成２

０年法律第６３号）第２７条の２第３項に規定する方法により行うものとする。 

２ 支払時期が１年を超えると見込まれる資金については、短期的な運用にこだわること

なく、業務の執行に支障のない範囲で中長期的な運用を行うことができるものとする。 

３ 金融市場の競争原理を活用し、有利な条件の実現に努めることとする。 

（取引相手の選定） 

第４条 取引相手の選定方法については、複数の金融機関から引合書を徴収し、運用の原則

に従い、安全性に十分配慮した上で運用利回りが最も高い金融機関を選定するものとす

る。 

（資料６）
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２ 引合依頼先については、金融庁が指定する格付け機関のうち、２社以上において長期債

務の評価がＡ以上である金融機関とする。 

３ 引合いに際しては、金融機関に対して運用しようとする額、運用期間等を提示するもの

とする。 

（債券の選定条件） 

第５条 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第４７条第１号に規定する債券

については、金融庁が指定する格付け機関のうち、２社以上において長期債務の評価が

Ａ以上である発行体の債券とする。 

（金融商品の満期保有） 

第６条 満期設定のある金融商品は、原則としてその満期到来日又は償還期限まで保有す

るものとする。 

（元本の保全） 

第７条 金融商品の運用期間中に、預貯金の預入先又は保有債券の発行体（以下「運用先金

融機関等」という。）が第４条第２項又は第５条に規定する基準を下回った場合には、専

門家の意見を聴取しつつ、元本の保全について支障の有無を検討しなければならない。 

２ 前項の検討の結果、元本の保全に支障があると認められる場合には、金融機関及び預金

種別等の変更又は解約等により、速やかに元本の保全に努めなければならない。 

（運用責任者等） 

第８条 運用責任者は、理事長とする。 

２ 運用業務は総務部長が行うものとし、この業務に係る事務は会計課長が行うものとす

る。 

（基金の出納） 

第９条 基金の出納業務は、独立行政法人日本学術振興会会計規程（平成１５年規程第６号。

以下「会計規程」という。）第６条に規定する出納役の命令に基づき、会計規程第７条に

規定する出納主任が行う。 

２ 会計課長は、預金の預入先又は債券の購入先が決定したときは速やかに出納主任に報

告するものとする。 

（運用先の監視・情報収集） 

第１０条 出納主任及び会計課長は、次の各号により、運用先金融機関等の経営状況の監視

等を行うものとする。 

（１）運用先金融機関等の経営悪化の兆候を早期に察知するため、常に監視を行うものとす

る。 

（２）運用先金融機関等の経営状況等について、定期的に情報収集を行うものとする。 
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（事故の報告） 

第１１条 基金の運用において事故が発生した場合は、総務部長は直ちに理事長及び出納

役に報告しなければならない。 

（運用実績の報告） 

第１２条 総務部長は、運用実績を定期的に、また必要に応じ、理事長及び基金管理委員会

に報告するものとする。 

附 則 

この要項は、平成２１年１１月２７日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成２２年６月３０日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則 

この要項は、平成２３年４月２８日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要項は、令和５年３月２４日から施行し、令和５年３月１５日から適用する。 
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参照条文 

○独立行政法人日本学術振興会法（平成１４年法律第１５９号）（抄）

 （補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用） 

第十七条 （略） 

２ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定（罰則を含む。）は、

第十八条の二第一項に規定する基金に係る業務及び第十九条第一項に規定する

学術研究助成業務として振興会が支給する資金について準用する。この場合に

おいて、同法（第二条第七項を除く。）中「各省各庁の長」とあるのは「独立

行政法人日本学術振興会の理事長」と、同法第二条第一項（第二号を除く。）

及び第四項第一号、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並

びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」と、同法

第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会の事業

年度」と、同法第二十六条第一項中「各省各庁の機関」とあるのは「独立行政

法人日本学術振興会の機関」と読み替えるものとする。 

 （学術研究助成基金） 

第十八条 振興会は、第十五条第一号に掲げる業務のうち文部科学大臣が財務大

臣と協議して定めるもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために

学術研究助成基金を設け、第四項の規定により交付を受けた補助金をもってこ

れに充てるものとする。 

２ 学術研究助成基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、学術研究助

成基金に充てるものとする。  

３ 通則法第四十七条及び第六十七条（第七号に係る部分に限る。）の規定は、

学術研究助成基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十

七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約がある

もの」と読み替えるものとする。  

４ 政府は、毎年度、予算の範囲内において、振興会に対し、学術研究助成基金

に充てる資金を補助することができる。 

 （国会への報告等） 

第二十一条 振興会は、毎事業年度、学術研究助成業務に関する報告書を作成し、

当該事業年度の終了後六月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。 

２ 文部科学大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、

国会に報告しなければならない。 

（資料７）

-177--



-178-



独立行政法人日本学術振興会令和５年

度学術研究助成業務に関する報告書 

に付する文部科学大臣の意見 
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独立行政法人日本学術振興会法（平成１４年法律第１５９号）第２１条第２項

の規定に基づき、令和５年度学術研究助成業務に関する報告書に付する文部科

学大臣の意見は次のとおりである。 

文 部 科 学 大 臣 
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令和５年度学術研究助成業務に関する報告書に付する 

文部科学大臣の意見 

科学研究費助成事業（以下「科研費」という。）は、人文学、社会科学から自

然科学までの全ての分野にわたり、研究者の自由な発想に基づく学術研究を格

段に発展させることを目的とする、我が国最大規模の競争的研究費である。科研

費は、重厚な知的基盤の形成に貢献するとともに、未来を担う人材を育成し、将

来のイノベーションの芽を育てるという大きな役割を担っている。 

独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。当時は特殊法人として

の日本学術振興会。）は、平成 11年度に文部科学省（当時は旧文部省。）から科

研費の一部業務の移管を受けて以来、文部科学省との連携・協力の下で審査制度

等の改善に努めてきたところであり、多年にわたる制度改革の結果として確立

された公正な審査制度等は、研究者をはじめとする多くの関係者から高い信頼・

評価を得ている。 

平成 23年度には、独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律（平

成 23年法律第 23号）による独立行政法人日本学術振興会法（平成 14年法律第

159 号。以下「振興会法」という。）の改正によって、振興会に学術研究助成基

金（振興会法第 18条第１項。以下「基金」という。）が造成され、振興会は、科

研費を構成する事業として学術研究助成業務（振興会法第 19条第１項。基金に

より実施する助成金（基金から支出する研究費をいう。以下同じ。）の公募、審

査、交付等に係る業務を指す。以下同じ。）を実施することとなった。これによ

り、研究者において複数年度にわたる研究費の柔軟な使用を行うことが可能と

なり、研究活動の更なる活性化及び限られた研究費の効果的・効率的な活用が図

られているところである。 

振興会が令和５年度に実施した学術研究助成業務は、以下の点から、透明性・

公正性に十分留意したものであり、適正であったと認められる。 

１．振興会においては、振興会法及び振興会法第 17条第２項において準用する

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）

のほか、「学術研究助成基金の運用基本方針」（平成 23 年４月 28 日文部科学

大臣決定）、「学術研究助成基金補助金交付要綱」（平成 23年４月 28日文部科

学大臣決定）、「独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助

成基金助成金）取扱要領」（平成 23 年４月 28 日規程第 19 号）等の関係規程

に基づき、助成金の交付を適切に実施した。 

２．振興会が行う助成金の公募については、上記の関係規程のほか、文部科学省
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が発出した関係通知に基づき、適切に実施した。 

 また、振興会が行う審査については、上記の関係規程及び「独立行政法人日

本学術振興会が行う科学研究費助成事業の審査の基本的考え方」（平成 15 年

11月 14日科学技術・学術審議会決定）に基づいて定められた「科学研究費助

成事業における審査及び評価に関する規程」（平成 29年８月 28日独立行政法

人日本学術振興会科学研究費委員会決定）に基づき、研究者コミュニティから

選ばれる研究者による審査（ピアレビュー）を複数段階にわたって実施するこ

とにより、学術的独自性や創造性、研究目的の明確さ、研究者の研究遂行能力

等の観点から厳正かつ公正に行われた。 

３．基金の管理については、振興会法第 19条第１項の規定に基づいて区分経理

を行い、「独立行政法人日本学術振興会学術研究助成基金設置規程」（平成 23

年４月 28 日規程第 26 号）、「独立行政法人日本学術振興会における学術研究

助成基金及び地域中核研究大学等強化促進基金の運用に関する取扱要項」（平

成 21年 11月 27日理事長裁定）等の関係規程にのっとり、安全性の確保を最

優先としつつ、流動性の確保及び収益性の向上にも留意した運用が行われた。 

 なお、振興会は、経費執行等に係る不適切な事案が発生したことに関し、調

査が適切に実施されるよう関係機関に指示をするとともに、調査結果に基づ

いて交付決定の取消し等の適切な対応を行った。「研究機関における公的研究

費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成 19年２月 15日文部科学大

臣決定）等を踏まえ、引き続き、各研究機関において研究費が適正に使用され

るよう、執行管理の充実に向けた取組を行うことが必要である。 
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